
（平成２２年10月１４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 46 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 38 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 77 件

国民年金関係 15 件

厚生年金関係 62 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 4842 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58年 12 月から 59年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年 12月から 59年３月まで 

私は、昭和 56 年３月末に会社を退職し、その翌月に国民年金の加入手続

を行った。 

加入手続後は無職であったため２年間ほど国民年金保険料を納付してい

なかったが、昭和 58年４月に結婚し保険料を納付できるようになったので、

同年４月から、夫が経営する店に公共料金等を集金に来ていた金融機関の職

員に、その時店にいた夫婦のどちらかが、毎月、夫婦二人分を、Ａ市に国民

年金の住所変更手続をする前はＢ市の納付書で、住所変更後はＡ市の納付書

で納付し、領収書を後日受け取っていた。 

私は、実際には結婚した時からＡ市に居住していたが、同市への転入手続

は昭和 59年１月に行い、同市国民年金担当課でも住所変更手続を行った。 

申立期間について、私は、一緒に国民年金保険料を納付していた夫が納付

済みなのに、私が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

夫婦の納付記録を見ると、納付日の確認が可能な昭和 62年４月から 63年９

月までの国民年金保険料について、すべて夫婦同日に保険料を納付しているこ

とがオンライン記録から確認できる上、申立期間直後の昭和 59年度について、

夫婦共に３か月ごとに保険料を納付していることが、申立人に係るＡ市の国民

年金被保険者台帳及び申立人の夫に係る同市の収滞納一覧表から確認でき、申

立内容と符合している。また、申立期間は４か月と短期間であり、前後は現年

度で納付済みであることから、申立人又はその夫が申立期間のみ申立人の保険

料を納付しなかったと考えるのは不自然である。 



さらに、申立人は、住民票上申立期間中の昭和 59 年１月にＡ市に転入して

いるところ、申立人の夫に係る同市の納付記録を見ると、夫は申立期間が始ま

る58年12月の国民年金保険料から納付を開始していることが同市収滞納一覧

表から確認できることから、申立人についても、同市国民年金担当課への住所

変更手続に基づき同市から納付書の交付を受け、申立期間の保険料を納付した

と考えるのが自然である。 

加えて、申立人の夫が経営する店に職員を集金に行かせていた金融機関は、

申立期間当時は「外回りの行員が自営業のお客様から国民年金保険料をお預か

りし、後日領収書をお返ししていました。」と説明しており、申立内容と符合

する。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 4843 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年 12月から 40年３月までの期間、41年４月から同年８月

までの期間及び 48年 10月から 49年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 12月から 40年３月まで 

           ② 昭和 41年４月から同年８月まで 

           ③ 昭和 48年 10月から 49年３月まで 

    実家の父親が、国民年金の加入手続をＡ市役所で行ってくれて、それ以降、

私が結婚するまで国民年金保険料を納めてくれており、私が会社に勤めてい

る期間も納めてくれていた。申立期間③については結婚後の期間なので、私

が納めたはずだ。調査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料

をすべて（413か月間）納付しており、納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人は、その父親が国民年金の加入手続を行い、婚姻までの期間の

国民年金保険料を納付してくれたと主張しているところ、国民年金手帳記号番

号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 39 年３月に払い

出されていることが確認でき、このころに加入手続が行われたものと推認され、

申立内容と一致する上、加入手続を行いながら、その直後の申立期間①を未納

のままとするのは不自然である。 

さらに、当時同居していた申立人の母親及び長兄のオンライン記録によると、

申立期間①及び②については納付済みであることが確認できることから、申立

人の父親が、申立人の当該期間についても国民年金保険料を納付したとするの

が自然である。 

加えて、申立期間③については、申立人に係るオンライン記録によると、そ



の前後の期間の国民年金保険料は納付済みである上、本人が所持する国民年金

手帳によると、当該期間直後の昭和 49年４月 30日に国民年金に係る住所変更

の手続が行われていることが確認でき、この時点で当該期間の保険料を現年度

納付することが可能であり、窓口では前住所地の納付状況を確認することから、

納付意識の高い申立人が、当該期間（６か月間）の保険料を納付したとしても

不自然ではない。 

そのほか、一部未納があれば存在するはずの特殊台帳が無いことから、申立

人の納付記録については適正な管理がなされていなかった可能性がうかがえ

る。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



大阪国民年金 事案 4844 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成４年 11 月から６年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年７月から６年３月まで 

 私の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付については母親が管

理していた。母親によると、私の姉については、学生が国民年金の強制加入

被保険者となった年から保険料を納付し、私についても同様に保険料を納付

したとしている。また、保険料の納付方法について、母親は、通常、市役所

から送られてきた納付書によって市役所で納付していたが、督促を受けて、

遅れて一括して納付することが多く、時には前年度の保険料をさかのぼって

郵便局で納付することもあったとしている。母親が姉及び弟のいずれについ

ても同様に保険料を納付したにもかかわらず、申立期間について、姉は納付

済みとされていながら、私は未納とされている。申立期間について、調査の

上、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続は、オンライン記録によると、申立人の国民年

金手帳記号番号の前後の手帳記号番号が払い出された第３号被保険者の事務

処理日から、平成６年 12 月から７年１月ごろに行われたものと推認でき、こ

の時点において、申立期間のうち、４年 11 月から６年３月までについては、

過年度納付することが可能であったものと考えられる。 

   また、オンライン記録によると、申立人については、申立期間を除く 20 歳

以降の国民年金の加入期間について、申立人の姉については、平成３年４月以

降の国民年金の加入期間について、それぞれ国民年金保険料がすべて納付済み

である。さらに、納付日が確認できる申立期間直後の３年間については、申立

人及びその姉の納付日はすべて一致している上、年度末に一括してさかのぼっ



て納付している記録も確認でき、申立内容とも整合する。加えて、申立人の母

親は、申立人の学生時代、行政機関からの督促に応じて申立期間の保険料を一

括してさかのぼって納付することが多く、時には過年度納付することもあった

としており、これらのことを踏まえると、申立人の母親が申立人に係る当該期

間の保険料を過年度納付したとしても不自然ではない。 

一方、上記の国民年金の加入手続が行われたものと推認される時点において、

申立期間のうち、平成４年７月から同年 10 月までの期間は、時効により国民

年金保険料を納付することができない期間となる。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手帳

記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったが、

申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は

見当たらず、ほかに申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、当該期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平

成４年 11 月から６年３月までの国民年金保険料については、納付していたも

のと認められる。 

 



大阪国民年金 事案 4845 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年８月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年８月から 50年 12月まで 

私の厚生年金保険は、結婚後の昭和 46年６月に会社を退職した際に脱退

手当金を受け取ったが、国民年金については、同居していた私の母に加入を

勧められて、50年 12月に任意加入し、国民年金保険料を納付していた。 

その後、区役所の掲示板で国民年金保険料をさかのぼって納付すること

ができることを知るとともに、母が自身の過去の保険料をまとめて納付した

後、母からも、国民年金は 40 年間加入しないと受給できないので、母と同

様に保険料を納付するように勧められたことから、私もすぐに夫と一緒に区

役所へ出向き、昭和 43年８月までさかのぼって保険料を納付した。 

今となっては、当時の具体的な納付金額は定かではないが、保険料を納

付するために、銀行で 30万円から 40万円を引き出したことを覚えている。 

 申立期間が未納とされているので、よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の母親が自身の過去の国民年金保険料を納付した後、母親

に勧められて、すぐに申立期間の保険料を納付したと申し立てているところ、

申立人の所持する母親の領収証書を見ると、昭和 39 年８月から 43 年８月ま

での保険料を、第３回目の特例納付期間中の 55年３月８日に特例納付したこ

とが確認できるなど、申立内容を裏付けるとともに、当時同居していたとす

る申立人の両親共に、国民年金被保険者期間の保険料を完納しているほか、

申立人は、国民年金に任意加入した申立期間後における保険料をすべて納付

し、第３号被保険者等との切替手続も適切に行われていることなどから、申

立内容に特段不自然な点はうかがえない。 



また、申立人に係る国民年金の加入時期は、申立人の国民年金手帳記号番号

の払出時期から、申立人が任意加入被保険者の資格を取得した昭和 50 年 12

月と推定されるとともに、申立人の夫は、結婚前後を通じて厚生年金保険被

保険者であったことから、申立人が結婚して以降、当該任意加入被保険者の

資格を取得する前までの期間は、本来任意加入期間における未加入期間であ

るものと考えられるところ、申立人の特殊台帳及び区の被保険者名簿を見る

と、43年８月 23日までさかのぼって強制加入被保険者の資格を取得している

ことが確認できる上、申立人のオンライン記録によると、申立人に係る当初

の厚生年金保険被保険者期間は、平成 21年１月になって記録が追加され、国

民年金被保険者の資格取得日を昭和 46年６月７日に変更訂正されていること

を踏まえると、第３回目の特例納付実施期間当時において、申立期間は、記

録上、国民年金の強制加入期間であるものと認められる。 

 さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するために、銀行から

引き出したとする金額は、申立期間の保険料を特例納付した場合の金額とお

おむね一致している。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

なお、申立期間のうち、昭和43年８月から46年５月までの期間については、

前述のとおり、平成 21年１月に厚生年金保険被保険者期間と国民年金被保険

者期間が記録統合されるまで、国民年金の強制加入期間として記録されてい

たところ、この記録統合により、本来国民年金に加入することができない厚

生年金保険被保険者期間であることが判明している。しかしながら、当該期

間の厚生年金保険被保険者期間については、脱退手当金が支給され年金受給

額の算定基礎にはならない上、行政側に本来納付できない厚生年金保険被保

険者期間を含む期間の特例納付の納付書を作成したという誤りがあり、この

ため、申立人が当該期間を含めた国民年金保険料を納付して既に約 30年が経

過していることなどを踏まえると、申立人の国民年金の受給期待権は尊重す

るに値するものと考えられ、国民年金被保険者となり得ないことを理由に、

当該期間について、被保険者の資格を認めず納付済期間としないことは、信

義衡平の原則に反するものと考えられる。したがって、申立人の納付記録に

ついては、当該期間も含めて国民年金の納付済期間とすべきものと認められ

る。 

 



大阪国民年金 事案 4846 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和59年７月から同年９月までの期間及び60年４月から同年６月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年７月から同年９月まで 

             ② 昭和 60年４月から同年６月まで 

私は、大学を卒業し、自営業である父の仕事を手伝いはじめた昭和 59 年

４月ごろに、母が区役所で私の国民年金の加入手続を行い、私が平成３年

４月に就職するまで、母が私及び両親の３人分の国民年金保険料を、店に

来ていた金融機関の行員に、区役所から送付されてくる納付書及び現金を

渡して納付してくれていた。 

申立期間は、両親共に国民年金保険料を納付済みであるのに、私だけが未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年８月に払い出されていること

から、このころに申立人に係る国民年金の加入手続が行われたものと推定さ

れるとともに、申立人が国民年金被保険者の資格を取得した 59年４月から申

立期間①直前の同年６月までの国民年金保険料をさかのぼって過年度納付し

ていることが申立人のオンライン記録により確認できることから、申立期間

①及び②の保険料は、加入手続が行われた時点において、納付が可能な過年

度保険料である上、申立人は、申立期間①及び②を除き、申立人が共済組合

の組合員となる直前の平成３年３月までの期間の保険料をすべて納付してい

る。 

また、申立人の母親が、申立人と一緒に国民年金保険料を納付していたとす

る両親のオンライン記録を見ると、両親共に昭和 40年４月に保険料の納付を

開始して以来、60歳期間満了までの約 31年間にわたり、保険料を完納してい



ることから、母親の納付意識の高さがうかがえる。 

 さらに、申立期間①及び②は、それぞれ３か月間と短期間であるとともに、

前後の期間は、それぞれ過年度により国民年金保険料を納付済みであること

などを踏まえると、納付意識の高い申立人の母親が、過年度納付が可能な当

該期間の保険料を納付しないのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金 事案 4847 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年４月及び同年５月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年９月までのうちの 11か月 

私は、昭和 36 年ごろに、妻の分と一緒に国民年金の加入手続を行い、私

が夫婦二人分の国民年金保険料を納付していた。 

 国民年金保険料は、すべて納付していたと思っていたのに、｢ねんきん特

別便｣を見ると、申立期間が未納とされているので、よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ａ市Ｂ区において昭和 36年８月に夫婦連番で払い出されていることから、こ

のころに夫婦一緒に国民年金保険料を納付する意思を有して加入手続が行わ

れたものと推定されるところ、申立人の妻は、申立期間の一部を含む 37年１

月から同年９月までの期間について保険料を納付済みである。このことに関

して、申立人の戸籍の附票を見ると、申立人及びその妻は、同年９月に同区

からＣ市（現在は、Ｄ市）に一緒に転居していることが確認できることから、

当該保険料は、夫婦がＢ区に居住していた期間中に納付されたものと考えら

れる。 

 また、当時申立人が勤務していた事業所が、転居前の昭和 37年６月１日に

厚生年金保険の適用事業所となったことに伴い、申立人は、同年６月から厚

生年金保険被保険者期間であるところ、申立人に係るＤ市（昭和＊年＊月に

Ｃ市を含む３市が合併）の被保険者名簿を見ると、62年８月 21日に当該厚生

年金保険被保険者の資格を喪失し、国民年金被保険者の資格を再取得した記

載とともに、当該厚生年金保険被保険者の資格を取得した 37年６月１日まで

さかのぼって国民年金被保険者の資格を喪失させたことがまとめて記載され



ているほか、申立人の特殊台帳では、昭和 36年度に納付済期間が特定されな

い３か月間の納付月数のみが記録されている以外は、申立期間当時を含めて

強制加入期間における未納期間として記録されていることなどを踏まえると、

申立人が、転居前のＢ区において、申立人の妻と一緒に申立人の国民年金保

険料を納付することが可能であったことがうかがえる。 

 さらに、申立人は、申立期間後の厚生年金保険被保険者期間の狭間におけ

る国民年金の切替手続を適切に行い、当該期間の国民年金保険料を完納して

いる上、申立人の妻も、申立期間のうち、昭和 36 年４月から同年 12 月まで

の期間を除き、国民年金被保険者期間に保険料の未納が無いことから、基本

的に納付意識が高いものと認められるものの、夫婦の保険料を一緒に納付し

ていたとする申立人が、Ｂ区に居住していた期間において、申立期間のうち、

妻の保険料未納期間である同年４月から同年 12月までの期間について、申立

人の保険料のみを納付していたものとは考え難い一方、９か月間と短期間で

ある 37年１月から同年９月までの妻の保険料納付済期間について、申立人の

保険料のみを納付しない理由も見当たらない。なお、この場合、申立人の昭

和 36 年度における３か月間の保険料納付済期間は、昭和 37 年１月から同年

３月までの期間であるものとみるのが自然である。 

 加えて、申立人が、申立期間のうち、昭和 36 年４月から同年 12 月までの

期間について、夫婦の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 37年４月から同年９月までの国民年金保険料相当額を納付していたものと

認められる。しかしながら、同年６月から同年９月までの期間については、

申立人は厚生年金保険被保険者期間であるから、当該期間を国民年金保険料

の納付済期間として記録を訂正することはできない。 



大阪国民年金 事案 4848 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50年４月から同年 12月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年８月から 50年 12月まで 

        国民年金の加入については、妻が、子供を出産後、２か月ほど経った昭和

50年８月ごろ、Ａ市Ｂ区役所に出向き加入手続をしてくれたはずである。 

申立期間の国民年金保険料については、妻が、過去の未納分の保険料につ

いて、加入手続時に手書きの納付書を発行してもらい、Ｂ区役所の窓口で納

付し、また、加入後は、妻が夫婦二人分を一緒に納付していたと思う。 

加入手続の際に、妻の分も一緒に合わせて１万円ぐらいを支払ったように

思う。 

その後の国民年金保険料については、昭和 51 年６月の転居前の数か月間

が慌ただしく、義母に保険料の納付を頼んだこともあったので、一時納付し

ていない時期もあったかもしれないが、申立期間については、妻が夫婦二人

分の保険料を一緒にきちんと納付してきたはずである。 

妻の国民年金保険料が納付済みとされ、自分の保険料のみが未納とされて

いるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ａ市Ｂ区において、昭和 50年９月 10日に払い出されていることが確認でき、

この手帳記号番号の払出時期からみて、申立期間のうち、同年４月から同年

12月までの国民年金保険料は区役所で納付することは可能である。 

また、オンライン記録を見ると、申立人は、昭和 56 年６月に厚生年金被保

険者資格を喪失後、国民年金への切替手続を適切に行い、国民年金保険料を納

付しており、また、申立人の妻の保険料の納付状況をみても、国民年金の加入



手続後の保険料をほぼ完納しているなど、保険料の納付を担っていたとする申

立人の妻の納付意識の高さがうかがえる。 

さらに、申立期間における妻の国民年金保険料は納付済みとなっている上、

夫婦の保険料納付日が確認できる昭和60年４月から62年７月までの期間につ

いては、夫婦同一日に保険料を納付していることも確認できる。 

加えて、申立人の妻は、昭和 50 年８月ごろに、申立人の加入手続を行った

際に、窓口で納付可能な申立人に係る未納国民年金保険料及び自身の現年度保

険料として、合わせて１万円程度を納付した記憶が確かにあり、その後は夫婦

二人分の保険料を定期的に現年度納付してきたはずであると陳述していると

ころ、申立人の妻は、同年８月 26 日に、自身の同年７月から同年９月までの

保険料 3,300 円について区役所窓口で納付していることが同人所持の領収証

書により確認できる。 

一方、申立人の分として区役所窓口で一括して現年度納付が可能な国民年金

保険料は、昭和 50 年４月から同年９月までの 6,600 円であり、妻の分と合わ

せると 9,900 円となり、金額も一致しており、陳述に不自然な点は見られず、

納付意識の高いと認められる申立人の妻が、申立期間のうち、自身の保険料と

一緒に区役所で納付が可能な同年４月から同年 12 月までの保険料を未納のま

ま放置したとは考え難い。 

このほか、申立人の妻は、申立期間直後の昭和 51 年１月及び同年２月が未

納（なお、昭和 51年１月については、53年９月にその後の重複納付分の国民

年金保険料が充当されたため、納付済みに訂正。）となっていることについて

は、当時は、転居の準備等に忙しく、母に納付等を依頼していた時期もあり、

夫の保険料については納付していなかったかもしれないとして明確に記憶を

整理するなど、一連の陳述内容の信ぴょう性は高いものと認められる。 

しかし、申立期間のうち、昭和 49年８月から 50年３月までの国民年金保険

料については、過年度保険料となり、区役所窓口で納付することはできないこ

とから、当該期間の保険料については、加入手続の際に納付したものと考える

ことはできないほかに、申立人及びその妻が、当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 50年４月から同年 12月までの国民年金保険料については、納付していたも

のと認められる。 



大阪国民年金 事案 4849 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51年９月から 53年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51年８月から 53年３月まで 

時期は定かではないが、昭和 54 年５月に結婚する１年ほど前、母親が国

民年金の加入手続をしてくれたと思う。 

    加入当初、母親が、集金人から、未納分をさかのぼって納付できることを

聞いたことから、Ａ市役所へ行き、さかのぼって納付できる期間の国民年金

保険料の納付書を発行してもらい、銀行で納付したはずである。 

    また、さかのぼって納付したのはその１回だけのはずだと思う。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ａ市において、昭和 53年７月 31日に払い出されており、また、申立人が所持

する国民年金手帳及び特殊台帳を見ると、国民年金強制加入被保険者資格の取

得日は、当初、51 年８月１日とされており、この手帳記号番号の払出時点及

び資格の取得日からみて、申立期間の国民年金保険料を過年度納付することは

可能である。 

また、オンライン記録を見ると、国民年金手帳記号番号払出以降の国民年金

保険料は、すべて納付済みとなっており、申立人及びその母親の納付意識の高

さがうかがえる。 

さらに、申立期間は 20 か月と比較的短期間であり、また、国民年金保険料

の納付を担っていたとする申立人の母親、一緒に納付していたとする申立人の

父親及び兄夫婦の申立期間の国民年金保険料は、すべて納付済みとなっている。 

加えて、申立期間当時、申立人の国民年金保険料の納付を担っていたとする



申立人の母親は、ⅰ）申立人の結婚が決まった際、集金人から過去の未納保険

料分も納付できることを聞き、せめて結婚するまでの分は、納付済みにしよう

と考えたこと、ⅱ）再び集金人に相談すると、市役所へ行くよう勧められたた

め、直ちに市役所へ行き、納付書を作成してもらい、近くのＢ銀行で納付した

ことなどについて詳細に記憶している。 

このほか、特殊台帳を見ると、申立人の加入当初の納付記録はすべて現年度

納付となっている上、申立人の父母及び兄夫婦の納付記録も現年度納付となっ

ていることから、国民年金に加入した当初、一度だけさかのぼって納付したと

する申立人の母親の陳述の信ぴょう性は高く、申立期間の国民年金保険料につ

いて一括して過年度納付したものと認められる。 

しかし、申立期間のうち、昭和 51 年８月については、厚生年金保険被保険

者であるため、国民年金の被保険者となり得る期間ではないことは明らかであ

るから、この期間の記録の訂正を行うことはできない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人の納付記録については、

申立期間のうち、昭和 51年９月から 53年３月までの期間について、国民年金

保険料の納付があったものとして記録を訂正することが必要である。 

 

 



大阪厚生年金 事案 7803（事案 4430の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２  申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年７月１日から 36年８月 25日まで 

② 昭和 36年８月 28日から 40年 12月 26日まで 

            ③ 昭和 41年７月１日から 42年２月 19日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社（申立期間①）、Ｂ社（申立期間②）及びＣ社（申立期間③）における加

入期間が脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

それで、私は、申立期間①及び②に係る脱退手当金は受給した記憶が有る

が、申立期間③に係る脱退手当金を請求した記憶は無く受給もしていないの

で申立期間③の記録を訂正してほしいと年金記録確認第三者委員会に申立

てを行ったが、申立期間③以前に脱退手当金の支給記録は確認できない上、

申立期間③のみでは脱退手当金の受給要件（２年）を満たすことができず、

このほか私が受給を認めている期間のみで脱退手当金を受給していたこと

をうかがわせる事情は見当たらないことから、申立期間も併せて受給したと

考えるのが自然であるとして記録訂正は認められなかった。 

しかし、前回の決定後、申立期間②のＢ社を退職した際に受給したのは申

立期間①及び②に係る脱退手当金ではなく、雇用保険の失業保険金であった

ことを思い出したので、改めて、申立期間①、②及び③について申立てを行

うこととした。 

申立期間①、②及び③のすべての期間について脱退手当金の請求手続はし

ておらず、一部を受け取ったとする前回の申立ては記憶誤りであったので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回の申立て（今回の申立期間③）については、ⅰ）Ｂ社に係る健康保険厚



生年金保険被保険者名簿の申立人の欄に脱退手当金が支給されたことを示す

「脱」の表示は無い、ⅱ）申立期間以前に脱退手当金の支給記録は確認できな

い上、申立期間のみでは脱退手当金の受給要件（２年）を満たすことができず、

このほかに申立人が受給を認めている期間のみで、脱退手当金を受給していた

ことをうかがわせる事情は見当たらないことから、申立期間も併せて受給した

と考えるのが自然である等として、既に当委員会の決定に基づき、平成 21 年

10月９日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、「委員会の前回決定後に、Ｂ社を退職時に受給したのは失

業保険金であって、Ａ社及びＢ社に係る脱退手当金ではなかったことを思い出

した。」と申し立てている。 

申立人は、前回の申立てにおいてＡ社及びＢ社に係る脱退手当金として１万

円から２万円を受給したと陳述していたが、今回の申立てにおいては、受給し

たのは脱退手当金ではなく失業保険金であったと陳述を変更しているところ、

申立人が陳述する金額とＢ社が保管する失業保険被保険者離職証明書（事業主

控）から算出される失業保険金の月額（１万 7,610円）は符合する上、オンラ

イン記録において確認できる申立期間に係る脱退手当金は３万 4,274 円であ

ることから、申立人が受給したのは、今回の申立てにおいて申立人が主張する

とおり、脱退手当金ではなく失業保険金であったと考えるのが自然である。 

また、申立人に係る脱退手当金は、Ｃ社における厚生年金保険被保険者資格

の喪失日から約１年３か月後の昭和 43年５月 27日に支給決定されており、同

社が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難いところ、申立人は、当該

資格喪失日の 40 日後にはＤ社に再就職しており、脱退手当金が支給決定され

た当時も同社に勤務しＥ共済組合に加入していたことを踏まえれば、申立人が

脱退手当金を請求する意思を有していたとも考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 7804 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成 12 年７月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 34 万円とすること

が必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年７月 16日から同年８月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所(当時)に照会したところ、申立

期間の加入記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、Ｂ社から関連会社で

あるＡ社へ転籍した時期であり、継続して勤務していたので、厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及び申立人の預金口座の入出金記録から判断すると、申立人

は申立期間もＡ社に継続して勤務し（平成 12 年７月 16 日にＢ社からＡ社に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成 12

年８月の社会保険事務所の記録から、34万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当

たらないことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 7805 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 37 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年 12月 21日から 37年４月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、

同社から関連会社であるＢ社に異動した時期であり、両社に継続して勤務し

ていたので、申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の経理事務担当者を含む複数の同僚の陳述から判断すると、申

立人が申立期間もＡ社及びＢ社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

なお、異動日については、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭

和 37 年４月１日であることから、申立人は、申立期間には、Ａ社において被

保険者であったと考えられ、同日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 36

年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は既に死亡しているため、申立期間当時の状況は不明であり、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断



せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 7806 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は昭和20年４月26日であると認められる

ことから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正

することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、90円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年１月５日から同年４月 26日まで 

社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ｂ

社（Ａ社に名称変更）Ｃ工場に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録

が無いとの回答をもらった。同社には、入社する前の昭和 20 年４月 25 日

まで勤務していた。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する国民労務手帳の記録から判断して、申立人が昭和 20年４

月 25日までＡ社でＤ業務従事者として勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録及び申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台

帳）を見ると、申立人のＡ社における資格喪失日は、いずれも申立期間の始期

である昭和 20年１月５日と記録されている。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人

の資格取得日及び標準報酬月額の変遷は記録されているものの、資格喪失年月

日欄が空欄となっており、当該日が記録されていない。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を見ると、昭和

19 年１月に、標準報酬月額が 80 円から 70 円に減額改定されたと記録されて

いるが、前述の被保険者名簿には、申立人の同年１月からの標準報酬月額は

80円から 90円に増額改定されたと記録されており、両記録は符合しない。 

さらに、当該被保険者名簿において、申立人と同年の昭和 17年に被保険者

資格を取得している元従業員約 300人の記録を見ても、標準報酬月額が減額改



定されている者は確認できない。 

加えて、当該被保険者名簿において、申立人の次に記載されている者を見

ると、資格喪失日は昭和 20 年１月５日、19 年１月からの標準報酬月額は 70

円と記録されており、これらはいずれも、申立人に係る厚生年金保険被保険者

台帳（旧台帳）の記録と一致している。 

これらのことから、社会保険事務所が申立人に係る厚生年金保険被保険者

台帳（旧台帳）を作成するに当たって、前述の被保険者名簿で申立人の次に記

載されている者を申立人と誤認し、それがオンラインにも記録された可能性が

考えられるところ、日本年金機構Ｅブロック本部Ｆ事務センターは、その可能

性は否定できないとしている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人のＡ社に

おける記録管理が適正に行われていなかったものと認められることから、申立

人の同社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は昭和20年４月26日で

あると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 19

年 12月の社会保険事務所の記録から、90円とすることが妥当である。 



大阪厚生年金 事案 7807 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)における資格取得日は昭和 44年９月 22日、資

格喪失日は 46 年８月２日であると認められることから、申立人に係る厚生年

金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、２万 6,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年９月ごろから 46年８月ごろまで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社でＣ業務従

事者として勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社保管の厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書

を見ると、申立人が、昭和 44年９月 22日に被保険者資格を取得したことが確

認できるところ、同社の人事担当者は、「申立人は、昭和 44年９月 22日から

当社で勤務していたと思われる。」と陳述している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人が昭

和 44年９月 22日に被保険者資格を取得し、45年 10月及び 46年 10月に標準

報酬月額の定時決定を受けたことが確認できる。 

これらのことから判断すると、申立人が、昭和 44 年９月 22 日から、昭和

46年度の標準報酬月額の定時決定の対象となる昭和 46年８月１日までの期間

について、Ａ社で勤務していたことが推認できる。 

一方、前述の被保険者名簿を見ると、申立人の昭和 44年９月 22日の資格の

取得並びに 45年 10月及び 46年 10月の標準報酬月額の定時決定の記録が、同

年 10月 18日付けでさかのぼって取り消されていることが確認できる。 



しかし、日本年金機構Ｄブロック本部Ｅ事務センターは、資格の取得等の記

録をさかのぼって取り消すときの理由について、「短時間労働者で、被保険者

の適用除外となることが後に判明したとき。」としているが、Ｂ社は、「申立期

間当時のＣ業務従事者の勤務時間は不明だが、Ｆ職種の従業員であるＣ業務従

事者をパートタイマーとして採用することは考え難い。」としており、申立人

も、「申立期間当時に短時間労働であった記憶は無い。」と陳述している。 

また、申立人の資格の取得等の記録が取り消された理由について、Ｂ社は、

資料等が残っていないため不明としているほか、日本年金機構Ｄブロック本部

Ｅ事務センターも、「関係資料の保存期間が経過しているため分からない。」と

しており、このほかに、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者に該

当しなかった事情は見当たらない。 

さらに、前述の被保険者名簿を見ると、資格の取得の記録がさかのぼって取

り消されている者が、申立人のほかに複数確認できる。 

これらを総合的に判断すると、昭和 46年 10 月 18日付けで行われた申立人

の資格の取得及び標準報酬月額の定時決定記録の取消処理は事実に即したも

のとは考え難く、申立人について、厚生年金保険被保険者資格の取消処理を行

う合理的な理由は無く、当該資格の取得及び標準報酬月額の定時決定の取消処

理は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社における資格取得日

は 44年９月 22日、資格喪失日は 46年８月２日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の資格の取得等の取消処

理前における社会保険事務所の記録から、２万 6,000円とすることが妥当であ

る。 



大阪厚生年金 事案 7808 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 26年 12 月 30日から 27年２月 16日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 26年 12

月 30日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 26年 12月 30日から 27年２月 16日まで 

             ② 昭和 27年５月１日から 30年２月 28日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

申立期間①は、一般従業員として事務等に従事していたＢ社から関連事業

所であるＡ社へ転籍した時期であり、両社に継続して勤務していた。 

申立期間②は、Ａ社で、中途で退職することなくＥ市内にあった同社Ｃ支

店で勤務していた。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、同僚等の陳述から判断すると、申立人が申立期間も

Ａ社に継続して勤務し（昭和 26年 12月 30日にＢ社からＡ社に転籍）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 27

年２月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間当時の事業主は既に死亡している上、Ａ社の後継事業所であるＤ社は当時



の資料が無く不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間②については、複数の同僚の陳述から判断して、申立人が申

立期間もＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社の後継事業所であるＤ社は、「申立期間当時の資料を保存して

おらず、保険料控除の状況は不明である。」としているほか、申立期間当時の

事業主は既に死亡しており、事務担当者は連絡先不明のため、同社等から申立

人の申立期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立期間の

末日である昭和30年２月28日付けで申立人を含む３人が被保険者資格を取得

しており、これら３人は、いずれも申立期間に被保険者となっていないことが

確認できるところ、申立人は、「私を含めたこれら３人は、いずれも申立期間

当時の事業主の親族であり、申立期間当時、継続してＡ社Ｃ支店に勤務してい

た。」と陳述していることから、同社は、何らかの事情により、同社Ｃ支店に

勤務し、事業主の親族である被保険者でなかった３人について、同日付けで資

格の取得手続を行ったものと推認される。 

さらに、申立人は、「申立期間当時、健康保険被保険者証を持っていた。」と

陳述しているが、前述の被保険者名簿を見ると、申立人の昭和 27 年５月１日

の被保険者資格の喪失に伴って、申立人の健康保険被保険者証が社会保険事務

所に返還されたことを表す「證返」の記載が確認できるほか、同名簿の記録に

不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7809 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における

被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 42年４月 30日）及び

資格取得日（昭和 42 年５月２日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を２

万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年４月 30日から同年５月２日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社Ｃ工場でＤ

業務に従事した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。

申立期間は、雇用形態が臨時工から正社員に変わった時期であるが、同社Ｃ

工場に継続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録では、Ａ社Ｃ工場において昭和 40年３月 20日に

厚生年金保険の被保険者資格を取得し、42年４月 30日に資格を喪失後、同年

５月２日に同社Ｃ工場において資格を再取得しており、申立期間の被保険者記

録が無い。 

しかし、Ｂ社の総務担当者の陳述等から判断して、申立人が申立期間もＡ社

Ｃ工場に継続して勤務していたことが推認できる。 

また、申立人は、昭和 42年４月 30日の資格の喪失後、そのわずか２日後で

ある同年５月２日に資格を再取得しており、当該総務担当者も、「申立期間当

時の関連資料が残っていないので詳細は不明であるが、申立人の厚生年金保険

の加入記録が空白となっているのはわずか数日であり、これにより申立期間の

保険料が控除されなかったとは断言できない。」と陳述しており、このほかに、



申立期間の保険料が控除されなかったことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場における昭

和 42 年３月及び同年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間当時の事業主は連絡先不明であり、Ｂ社は関連資料が無いため不明として

いるが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出され

ていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いこ

とから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を

行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 42 年４月の保

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 7810 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 59年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 59年５月 31日から同年６月１日まで 

私は、Ａ社に昭和 57 年３月に入社し、退職する平成８年 11 月までは、

夫婦で住み込みのＢ業務従事者として仕事をしていた。厚生年金保険の加

入記録を確認したところ、会社名はＡ社、Ｃ社と変わっているが、Ａ社の

資格喪失日が昭和 59年５月 31日、Ｃ社の資格取得日は同年６月１日 とな

っており、被保険者期間が１か月欠落している。Ａ社とＣ社は関連会社で

あり、継続して勤務していたので申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

商業登記簿によると、Ｃ社の会社成立時の代表取締役名及び本店所在地が、

Ａ社と同一であることが確認できることなどから、両社は関連企業であると認

められる。 

また、Ｃ社は、昭和 59年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となってお

り、同日付けで資格を取得している申立人を含む 16 名はすべて、Ａ社から転

籍した者であることが確認できるところ、当該 16 名のうち回答が得られた複

数の同僚からは、「申立人は申立期間も勤務していた。当時、Ａ社からＣ社へ

と社名が変更されたが、勤務場所、業務内容及び勤務形態などすべて変更もな

く、前後の期間も同じように勤務していた。」旨の陳述が得られた。 

さらに、Ａ社は、「当時、当社Ｄ支社の全社員がＣ社に転籍することとなっ



たが、これらの社員は一旦
いったん

退職することもなく、両社に継続して勤務していた

はずである。」旨を回答している。 

加えて、Ａ社の役員は、「当時の事務担当者が既に退職し、資料も残ってい

ないため詳細は不明であるが、Ａ社Ｄ支社の全社員がＣ社に移籍した当時にお

いて、給与計算及び社会保険関係事務は親会社であるＡ社で一括して行ってい

たと考えられる。」と回答している。 

また、申立人と同様に、同時期に転籍した同僚 15名のうち回答が得られた

複数の同僚からは、「申立期間も給与から厚生年金保険料は控除されていたよ

うに思う。」旨の陳述が得られた。 

これらを含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間もＡ社において

勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 59

年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、15 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているものの、事業主が資格喪失日を昭和 59 年６月１日と届

け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年５月 31 日と誤って記録

することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を

行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



大阪厚生年金 事案 7811 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格喪失日は、昭和 41年 11月１日であると認められ

ることから、同社における資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年７月ごろから 25年３月ごろまで 

             ② 昭和 40年７月ごろから同年 10月ごろまで 

             ③ 昭和 41年６月ごろから同年 10月１日まで 

             ④ 昭和 41年 10月 21日から同年 11月ごろまで 

             ⑤ 昭和 59年６月ごろから同年 10月ごろまで 

             ⑥ 昭和 60年７月ごろから同年９月ごろまで 

申立期間①は、Ｂ社（現在は、Ｃ社）にＤ業務従事者として勤務した。 

申立期間②は、Ｎ建物内に所在したＥ社にＦ業務従事者として勤務した。 

申立期間③及び④は、昭和 41 年６月ごろにＡ社（現在は、Ｇ社Ｈ支店）

に入社し、同年 11 月ごろまで勤務したが、社会保険事務所（当時）の記録

では、同社における資格取得日が同年 10月１日（申立期間③）、資格喪失日

が同年 10月 21日となっている（申立期間④）。 

申立期間⑤は、Ｉ社Ｊ支店に勤務した。 

申立期間⑥は、Ｋ市に所在したＬ社に勤務した。 

しながら、社会保険事務所の記録では、申立期間①、②、③、④、⑤及び

⑥が厚生年金保険の未加入期間とされており納得できない。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④について、申立人は昭和 41年 11月ごろまでＡ社に勤務していた

のに、厚生年金保険被保険者資格の喪失日が同年 10月 21日となっていること

が納得できないと申し立てているところ、オンライン記録によると、申立人の

同社における資格取得日は同年 10月１日、資格喪失日は同年 10 月 21日と記

録されている。 



しかしながら、雇用保険の記録及びＧ社Ｈ支店の回答から、申立人は、申立

期間の昭和 41年 10月 21日から同年 11月１日までにおいてもＡ社に継続して

勤務していたことが確認できることから、申立人の同社における資格喪失日は、

同年 11月１日であると認められる。 

申立期間①について、申立人は、昭和 24年７月ごろにＢ社に入社し、25年

３月ごろまで継続して勤務したと申し立てているところ、同社は、「当社が保

管している社員カード等関係書類を確認したが、申立人に係る記録は見当たら

なかったため、申立人の在職は不明。」と回答している。 

また、Ｃ社は、「当社では、申立期間当時における厚生年金保険の被保険者

資格取得届及び同喪失届を保管しているが、申立人に係る両届出書が見当たら

ないことから、申立人の資格取得手続は行っていないと考えられる。また、厚

生年金保険に加入させていない者から保険料を控除することはない。」旨回答

している。 

さらに、申立人は同僚の氏名を記憶していないため、Ｃ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿から、申立期間当時の同僚を抽出して調査したものの、

申立人の在職及び厚生年金保険料の控除等を明らかとする関連資料及び周辺

事情は得られなかった。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはでき

なかった。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、昭和 40 年７月ごろにＥ社へ入社し、同年

10 月ごろまでＦ業務従事者として勤務したと申し立てているところ、申立人

は、同社から支給された当時の名刺を所持している上、当該名刺に記載された

同社の所在地とＭ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記録されて

いる同社の所在地が一致していることから、勤務時期及び期間は特定できない

ものの、申立人は、Ｍ社に勤務していたものと考えられる。 

しかしながら、Ｍ社が厚生年金保険の適用事業所となった日は、昭和 42 年

８月１日であり、申立期間は同社が適用事業所となる前の期間に当たる。 

また、Ｍ社が適用事業所となった日に被保険者資格を取得している者のうち

二名は、「Ｍ社が適用事業所となってからも、Ｆ業務従事者は社会保険に加入

していなかったと思う。」旨陳述している。 

さらに、Ｍ社は昭和 53年７月 31日に厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っている上、当時の事業主は既に亡くなっているため、申立人の申立期間にお

ける勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、上記被保険者名簿から複数の同僚を抽出して調査したが、申立人の

申立期間における厚生年金保険への加入及び保険料控除など、当時の事情を明



らかとする関連資料及び周辺事情は得られなかった。 

一方、申立人は、「Ｅ社での勤務地は、上記の名刺に記載されている所在地

ではなく、Ｎ建物内であった。」と陳述しているものの、Ｏ社は、「Ｎ建物が開

業したのは昭和 44 年である。また、同建物にＥ社が入居していたとする記録

は無い。」と回答している。 

また、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索

を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはできな

かった。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③について、申立人は、昭和 41 年６月ごろにＡ社に入社したと申

し立てている。 

しかしながら、雇用保険の記録によると、申立人の雇用保険被保険者資格の

取得日は、申立期間中の昭和 41年９月２日となっていることが確認できる。 

また、Ｇ社Ｈ支店は、「当時、厚生年金保険については、本人の希望により

加入させており、加入させる場合でも入社してから一定期間経過後に加入させ

ていた可能性がある。また、加入させていない者の給与から保険料を源泉控除

することはなかった。」旨回答している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から同僚を抽出して

調査したところ、「時期及び期間は不明であるが、Ａ社において申立人と一緒

に勤務した記憶がある。」旨の回答が得られたものの、当該同僚は、「私は、昭

和 39 年 11 月にＡ社に入社したが、ねんきん特別便の記録では資格取得日が

40年３月１日となっている。」とも陳述しており、同社では、すべての従業員

について、入社と同時に厚生年金保険に加入させていたわけではなかったこと

がうかがわれる。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはでき

なかった。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑤について、申立人は、昭和 59年６月ごろから同年 10月ごろまで

Ｉ社Ｊ支店に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｉ社人事部は、「当社の記録を確認したが、申立人が正社員

として在籍していたとする記録は見当たらない。また、当社が保管する社会保

険被保険者台帳にも申立人の記録は見当たらないことから、当社では、申立人

に対する厚生年金保険の資格取得手続は行っていなかったと考えられ、厚生年

金保検に加入させていない者の給与から保険料を控除することはなかった。」

旨回答している。 



なお、Ｉ社人事部は、「厚生年金保険の適用については、本社における一括

適用の事業所であった。」としていることから、同社本社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿を調査したものの、申立人に係る被保険者記録は見当た

らなかった。 

また、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索

を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはできな

かった。 

このほか、申立人の申立期間⑤における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間⑥について、申立人は昭和 60 年７月ごろから同年９月ごろまでＫ

市に所在したＬ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、申立人が勤務していたとするＬ社は、オンライン記録におい

て、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、申立人は、Ｌ社の事業主及び同僚の氏名を記憶していないことから、

同社における申立人の勤務の状況及び厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはでき

なかった。 

このほか、申立人の申立期間⑥における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②、③、⑤及び⑥に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。



大阪厚生年金  事案 7812 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を平成 18年３月 31日、資格喪失日に係る記録を同年 10月 21日とし、申立期

間の標準報酬月額を、同年３月は 10万 4,000円、同年４月は 12 万 6,000円、

同年５月から同年９月までは 17万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏 名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 36年生 

    住 所  ：  

 

  ２  申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 18年３月 31日から同年 10月 21日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社で勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

Ａ社にはその前身のＢ社から引き続き勤務しており、給与から厚生年金保

険料が控除されていた。 

当時の給与明細書を提出するので、申立期間について、厚生年金保険被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

 第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社の給与明細書並びに同社提出の賃金台帳及び給

与一覧表から判断すると、申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、申立期間の

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準報酬月額については、上記給与明細書等において確認

できる総支給額及び保険料控除額から、平成 18 年３月は 10 万 4,000 円、同

年４月は 12 万 6,000 円、同年５月から同年９月までは 17 万円とすることが

妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは平成 18 年 12 月１日であり、申立期間は適用事業所ではない。しか

し、商業登記簿により、同社は 17年 11月 21日に設立されていることが確認



できるところ、申立期間当時は法人事業所であれば従業員数が一人であって

も適用事業所としての要件を満たしていることから、同社は、申立期間にお

いて、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたもの

と判断される。 

なお、事業主は、申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事

務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 7813 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 40年３月 16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１

万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 40年３月 16日から同年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所(当時)に照会したところ、申

立期間の加入記録が無い旨の回答を得た。申立期間は、Ｃ社からＡ社へ出

向した時期であり、いったん退職することなどは無かったので、申立期間

について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社及びＢ社から提出された人事記録、Ｅ健康保険組合から提出された健康

保険加入証明書並びに雇用保険の記録から判断すると、申立人が申立期間もＣ

社及びＡ社で継続して勤務し（昭和 40 年３月 16 日にＣ社からＡ社へ出向）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40

年５月の社会保険事務所の記録及び 35 年５月１日から 40 年４月 30 日までの

期間に適用された標準報酬月額の等級区分から、１万 6,000円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 7814 

  

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格取得日は昭和 23 年６月

19日、資格喪失日は 24年８月５日であると認められることから、申立人に係

る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 23年６月から同年 12月ま

では 600 円、24 年１月から同年４月までは 2,400 円、同年５月から同年７月

までは 2,500円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23年６月 19日から 24年８月５日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

Ａ社Ｃ工場で勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同

社では１年ほど勤務し、同社で厚生年金保険の加入記録が有る妹とも半年

程一緒に勤務したことは間違いないので、申立期間について、厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその妹並びに複数の元従業員の陳述から判断して、申立人が、申

立期間当時、Ａ社Ｃ工場で勤務していたことが推認できる。 

一方、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人と

同姓同名の被保険者記録が有り、資格喪失日が昭和 24 年８月５日と記載され

ているものの、生年月日及び資格取得日は記載されていない。 

また、Ｂ社から提出された「厚生年金決定通知書」には、申立人と同姓同名

の者に係る記録が有り、生年月日は申立人と異なる昭和６年３月２日、資格喪

失日が 24 年８月（日付は判読不能）と記載されているものの、資格取得日は

記載されていない。 

さらに、上記二つの記録の厚生年金保険被保険者台帳記号番号と下５桁が一

致する番号に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を見ると、生年月日は



異なるものの（昭和６年３月２日）、申立人と同姓同名で、Ａ社Ｃ工場におけ

る資格取得日が昭和 23 年６月 19 日、資格喪失日が 24 年８月５日となってい

る被保険者記録であることが確認できる上、当該記録は基礎年金番号に未統合

となっている。 

加えて、オンライン記録により、申立人の基礎年金番号には、「Ｄ」という

記号番号の記録が、平成 21年 12月９日に統合されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、上記の未統合記録は、申立人の厚生年金保険

被保険者記録であると認められ、申立人のＡ社Ｃ工場における資格取得日は昭

和 23年６月 19日、資格喪失日は 24年８月５日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、当該未統合記録から、昭和 23

年６月から同年 12 月までは 600 円、24 年１月から同年４月までは 2,400 円、

同年５月から同年７月までは 2,500円とすることが妥当である。 



大阪厚生年金  事案 7815 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、昭和 42年８月１日から 43年６月 20日までの期間に係る船員保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立

人のＡ氏（船舶所有者）における資格取得日に係る記録を 42 年８月１日、資

格喪失日に係る記録を 43 年６月 20 日とし、申立期間の標準報酬月額を、42

年８月は１万 6,000円、同年９月から 43年５月までは３万 3,000 円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年８月１日から 43年６月まで 

    船員保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ氏所

有のＢ船に乗っていた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受

けた。 

申立期間当時は、毎年８月から翌年６月までの漁期にはＢ船に乗っており、

申立期間の前後の年には同漁期の船員保険加入記録が有る。 

申立期間についても、船員保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ氏所有の船舶の元船員４人は、「申立期間当時、申立人は、毎年、漁期に

は乗船していた。申立期間も乗船していたと思う。」と陳述している。 

また、船舶所有者「Ａ氏」に係る船員保険被保険者名簿において申立期間

に加入記録の有る 30 人について加入状況を確認したところ、漁期と漁期の間

とみられる短期の未加入期間が有る者は多数いるものの、申立人のように１年

半程度も未加入期間の有る者はいない。 

以上のことから、申立人は、漁期である申立期間もＡ氏所有のＢ船に乗っ

ていたことが推認できる。 

また、元船員３人は、「Ｂ船では船員保険に未加入の船員はいなかった。」



と陳述している。 

さらに、前述の複数の船員の加入記録から、Ｂ船の船員の一漁期における

船員保険加入期間は毎年８月１日から翌年６月 20 日までであったと考えられ

るところ、申立人の加入記録を見ると、申立人は、Ａ氏所有の船舶において、

申立期間の前後の期間についても、おおむね毎年８月又は同年９月から翌年６

月までの期間に船員保険に加入していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、昭和 42 年８月１日から 43 年６

月 20 日までの期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていた

ものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、同僚の当該期間における標準

報酬月額の記録から、昭和 42年８月は１万 6,000円、同年９月から 43年５月

までは３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当

該事業所が昭和 52 年に船員保険の適用事業所でなくなっているため不明であ

るものの、申立期間の船員保険被保険者名簿の整理番号に欠番が見当らないこ

とから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない上、

仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格取得届が提出された場合には、そ

の後被保険者資格喪失届も提出する機会があったこととなるが、いずれの機会

においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事

業主から社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る 42年８月から 43年５月までの保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 7816 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年１月 14 日から同年２月１日までの

期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 59 年１月 14

日、資格喪失日に係る記録を同年２月１日とし、当該期間の標準報酬月額を

20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

       

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年２月 17日から同年６月４日まで 

                    ② 昭和 45年６月 15日から同年９月２日まで 

                     ③ 昭和 58年 10月７日から同年 11月２日まで 

           ④ 昭和 59年１月 14日から同年２月１日まで 

           ⑤ 昭和 60年２月 23日から同年３月 15日まで 

           ⑥ 昭和 60年３月 23日から同年４月 16日まで 

           ⑦ 昭和 60年６月１日から同年６月 19日まで 

 船員保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申立期

間の加入記録が無いとの回答を受けた。 

しかし、私が所持する船員手帳によると、申立期間①はＢ社で、申立期間

②はＣ社で、申立期間③及び④はＡ社で、申立期間⑤及び⑦はＤ社で、申

立期間⑥はＥ社でそれぞれ雇用され、乗船勤務していた。 

申立期間について、船員保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④については、申立人が所持する船員手帳及びＡ社が保管する賃金

台帳により、申立人が同社所有のＦ船に船長として乗船し、申立期間に係る船

員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、賃金台帳の保険料控除額から、



20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明である旨回答しているものの、仮に、事業主から申立人に係る被保険

者資格取得届が提出された場合には、その後被保険者資格喪失届も提出する機

会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出

を記録しないとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和 59 年１月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期

間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①については、申立人が所持する船員手帳により、申立人がＢ社所

有のＧ船にＨ業務従事者として乗船していたことが認められる。 

しかし、Ｂ社に係る船舶所有者別船員保険被保険者名簿及び申立人の叔父の

陳述から、同社の代表者は申立人の父及び伯父であることが確認できるが、い

ずれも既に死亡していることから、申立期間の保険料控除について確認できな

い。 

また、前述の船員手帳によると、Ｇ船の所有者はＢ社となっているが、船員

保険の記録を見ると、申立人及び同船の船長であった二人は、同船の乗船期間

にＣ社において船員保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。こ

のことから、申立人が申立期間に同社で被保険者資格を取得していた可能性も

考えられるが、同社の事業主は申立人の父であり、前述のとおり既に死亡して

いることから、申立期間の保険料控除について確認できない。 

さらに、船員手帳に記載されている船長の連絡先は不明である上、申立人は、

当該船長以外の同僚の氏名を記憶していないことから、これらの者から保険料

控除等についての陳述を得ることができない。 

加えて、Ｂ社及びＣ社に係る船員保険被保険者名簿において、申立期間の船

員保険整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

申立期間②については、申立人が所持する船員手帳により、申立人がＣ社所

有のＩ船にＨ業務従事者として乗船していたことが確認できる。 

しかし、Ｃ社は既に解散している上、申立期間当時の同社の事業主は申立人

の父であるが、既に死亡していることから、申立期間の保険料控除について確

認できない。 

また、Ｃ社に係る船員保険被保険者名簿において、申立人と同日の昭和 45

年９月２日に被保険者資格を取得している者が申立人以外に二人（親子）いる

ことが確認できるが、そのうちの一人が所持する船員手帳の記録及び同人の陳

述によると、当該二人は同年８月１日からＩ船に乗っており、乗船後約１か月

間の被保険者記録が無いことから、同社では、乗船後すぐには船員を船員保険

に加入させていなかったことがうかがえる。 

さらに、船員手帳に記載されている船長の連絡先は不明である上、申立人は、



当該船長以外の同僚の氏名を記憶していないことから、これらの者から保険料

控除等についての陳述を得ることができない。 

加えて、Ｃ社に係る船員保険被保険者名簿において、申立期間の船員保険整

理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

申立期間③については、申立人が所持する船員手帳により、申立人がＡ社所

有のＦ船に船長として乗船していたことが確認できる。 

しかし、申立人は、申立期間は臨時雇用であったとしているところ、Ａ社は、

船員を臨時雇用した際は船員保険に加入させていなかったと回答しており、同

社が保管する賃金台帳を見ても、申立人の申立期間に係る給与から保険料を控

除していないことが確認できる。 

また、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿において、申立期間の船員保険整理

番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

申立期間⑤及び⑦については、申立人が所持する船員手帳により、申立人が

Ｄ社所有のＪ船に船長として乗船していたことが確認できる。 

しかし、Ｄ社は既に解散している上、同社の代表清算人及び申立期間当時の

事業主に照会文書を送付したが回答が無いことから、申立期間の保険料控除に

ついて確認することができない。 

また、Ｄ社に係る船員保険被保険者名簿において申立期間に被保険者記録の

有る元船員一人は、申立人を記憶していない上、申立人は同僚等の氏名を記憶

していないため、これらの者から保険料控除等についての陳述を得ることがで

きない。 

さらに、前述の被保険者名簿において、申立期間の船員保険整理番号に欠番

は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

申立期間⑥については、申立人が所持する船員手帳により、申立人がＥ社（現

在は、Ｋ社）所有のＬ船にＭ業務従事者として乗船していたことが確認できる。 

しかし、Ｋ社は、申立人の申立期間に係る給与から保険料を控除したかは不

明と回答している。 

また、申立人は、申立期間について臨時雇用であったとしているところ、Ｅ

社で臨時雇用され、昭和 63 年４月から同年５月にかけての１か月間、同社の

ほかの船舶の船長であったとする者について、同社に係る船員保険被保険者名

簿において当該期間の被保険者記録が確認できないことから、同社では、臨時

雇用の船員については船員保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

さらに、船員手帳に記載されている船長の連絡先は不明である上、申立人は

当該船長以外の同僚の氏名を記憶していないことから、これらの者から保険料

控除等についての陳述を得ることができない。 

加えて、Ｅ社に係る船員保険被保険者名簿において、申立期間の船員保険整

理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①、②、③、⑤、⑥及び⑦に係る保険料控除を



確認できる関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②、③、⑤、⑥及び⑦に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。



大阪厚生年金 事案 7817 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日は昭和 19年 10月１日、

資格喪失日は 20年８月 26日であると認められることから、申立人に係る厚生

年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

   なお、昭和 19 年 10 月から 20 年７月までの標準報酬月額については、110

円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年４月から同年 10月１日まで 

             ② 昭和 19年 10月１日から 20年９月まで 

             ③ 昭和 20年 10月から 21年９月１日まで 

             ④ 昭和 22年１月から 23年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

申立期間①及び②はＡ社で、申立期間③はＩ社で、申立期間④はＣ社でそ

れぞれ勤務していたので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、Ａ社に係る補助簿（日本年金機構Ｄブロック

本部Ｅ事務センターは、同社に係る記録について、年金手帳記号番号の払出し

順に記録された補助簿は有るが、申立期間当時に作成された健康保険厚生年金

保険被保険者名簿は現存していないとしている。）及び申立人の厚生年金保険

被保険者台帳（旧台帳）を見ると、申立人が、昭和 19 年６月１日に同社Ｆ支

店で資格を取得し同年 10月 21日に資格を喪失していること、及び当該被保険

者記録が基礎年金番号に未統合となっていることが確認できる。 

また、申立期間②については、申立人は、昭和 19 年末ごろにＡ社Ｆ支店か

ら同社Ｇ支店に転勤したと陳述しているところ、当該転勤時期は上記の未統合



記録の資格喪失日とおおむね符合している上、申立人の同社Ｇ支店における業

務内容等についての陳述は具体的であり、不自然な点も見られない。 

さらに、申立人は、Ａ社Ｇ支店での同僚として４人の名字を挙げているとこ

ろ、そのうちの１人の名字は、前述の同社に係る補助簿を被保険者の名字で五

十音順に並べ替えた別の整理簿において１人しか確認できない上、同整理簿に

より、同人は同社Ｇ支店が所属する同社本社で昭和 19 年６月１日に資格を取

得し、20年８月 26日に資格を喪失していることが確認できることから、申立

人の陳述は信ぴょう性が高いと認められる。 

加えて、前述の補助簿において申立期間に被保険者記録の有る一人は、「私

はＡ社Ｇ支店でＨ業務をしていたが、同支店で勤務していた従業員は、全員が

同社の社員だった。」と陳述している。 

これらのことから、申立人は、上記未統合記録において資格喪失日として記

録されている昭和 19 年 10 月 21 日以降もＡ社で勤務していたことが推認され

るところ、申立人は、20 年９月ごろまで同社で勤務したと陳述しており、ま

た、同社の被保険者の大半は、同社が解散した同年８月 26 日に一斉に資格を

喪失していることが前述の補助簿において確認できることから、申立人も同日

までは同社で雇用されていたものと推認できる。 

一方、申立期間当時に作成されたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿について、日本年金機構Ｄブロック本部Ｅ事務センターは現存していない

と回答しており、何らかの事情により消失したものと推認される。また、現存

する補助簿は同被保険者名簿に代わるものとして後に復元されたと考えられ

るが、オンライン記録が有りながら補助簿に氏名が確認できない者及び補助簿

において資格を取得した旨記載されている被保険者の中には、資格取得日が旧

台帳及びオンライン記録と一致しない者が多数確認でき、被保険者名簿の復元

が十分に行われなかったことがうかがえる。この事実を前提にすると、申立て

に係る厚生年金保険の記録が無いことの原因としては、事業主の届出漏れ、保

険者による被保険者名簿への記入漏れ、被保険者名簿の消失等の可能性が考え

られるが、被保険者名簿の大規模な消失等から半世紀を経た今日において、保

険者も被保険者名簿の完全な復元をなしえない状況の下で、申立人及び事業主

にその原因がいずれにあるのかの特定を行わせることは不可能を強いるもの

であり、同人らにこれによる不利益を負担させるのは相当ではないというべき

である。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が申立期間中に継続して勤務した事実

が推認できること、申立てに係る厚生年金保険の記録は、事業主がその届出を

行った後に消失した可能性が高いと認められる一方で、この推認を妨げる特段

の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して考慮すると、申立人のＡ社に

おける厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 20年８月 26日であると認

められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 19

年 10 月の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の記録から、110 円とするこ

とが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、被保

険者名簿を紛失等したことから、現存する厚生年金保険の記録に相当の欠落が

見られる等、記録の不完全性が明らかな場合においては、以上の事情を考慮の

上、当該記録の欠落の原因が申立人又は事業主にあることが特定できない案件

に関して、実情にあった適切な取扱基準を定め、これに対処すべきであるが、

現時点ではこれが十分になされているとは言えない。 

申立期間①については、当時、労働者年金保険法の適用範囲は、一定の事業

所に使用される「男子筋肉労働者」に限定されており、その後、昭和 19 年２

月の同法の大幅改正により、名称を厚生年金保険法に改めるとともに、同年６

月１日から適用範囲を「一般職員を含む男女労働者」に拡充し、その保険料納

付は同年 10月１日から施行された。 

一方、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の申立人に係る欄を見ると、

「改」を○で囲った印が押されていることが確認できる。これは、昭和 19 年

６月１日の厚生年金保険法の施行時において、従前から健康保険の被保険者で

あったことを示すことから、申立人は、時期は特定できないものの同年５月

31日以前からＡ社で勤務していたと認められる。 

しかし、前述の「改」を○で囲った印は、前述のとおり、昭和 19 年６月１

日の制度改正により被保険者の適用範囲が拡大された際に被保険者となった

ことを示すことから、保険料の徴収及び被保険者期間の算定は、同年 10 月１

日から開始されたと認められる。 

また、Ｂ社は、申立人に関する資料等が保存されていないことから、申立期

間の保険料を控除したかは不明であると回答している。 

さらに、申立人は、「申立期間の給与から厚生年金保険料が控除されていた

かどうかは分からない。」と陳述している。 

申立期間③については、Ｉ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立人が同僚であったとする者と同姓の記録が有ることから、期間は特

定できないものの、申立人が同社で勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ｉ社は、「申立期間当時の関連資料は残っておらず、申立人の勤務

実態及び保険料控除の状況等については不明である。」としている。 

また、前述の被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録が有り連絡先

が判明した４人に照会し３人から回答を得たが、いずれも申立人を記憶してお

らず、これらの者から申立人の勤務実態及び保険料控除の状況等は確認できな

い。 

さらに、申立人は、「健康保険被保険者証をもらった記憶は無く、給与から

厚生年金保険料が控除されていたかどうかは分からない。」としている。 



申立期間④については、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、

申立人が同僚であったとする二人の記録が有ることから、期間は特定できない

ものの、申立人が同社で勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ｃ社は、昭和 26 年２月に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ている上、商業登記の記録も見当たらないことから、事業主から、申立人の申

立期間の勤務実態及び保険料控除の状況等を確認することはできない。 

また、前述の被保険者名簿から、申立期間前後に被保険者記録が有り連絡先

の判明した二人に照会し、一人から回答が有ったが、同人は申立人を覚えてい

ないことから、申立人の勤務実態や保険料控除の状況等は確認できない。 

さらに、前述の聴取できた一人は、「私にもＣ社に入社してから２年間ほど

厚生年金保険に加入していない期間がある。その期間の給与から保険料控除さ

れていたかどうか分からない。」と陳述している。 

加えて、前述の被保険者名簿における申立期間の健康保険整理番号に欠番は

無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①、③及び④に係る保険料控除を確認できる関

連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、③及び④に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 7818 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 30 年９月 22 日から同年 12 月２日までの期間につい

て、申立人のＡ社における資格喪失日は同年 12 月２日であると認められるこ

とから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正するこ

とが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額は１万 8,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男（死亡） 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  明治 41年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ：  ①  昭和 20年９月 17日から 24年まで 

             ② 昭和 29年３月５日から同年７月１日まで 

             ③ 昭和 30年２月 10日から同年５月 24日まで 

             ④ 昭和 30年９月 22日から 31年８月１日まで 

父の厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。 

父は申立期間①については、加入記録の有る期間から引き続き昭和 24 年

まで継続してＢ社（現在は、Ｃ社）で勤務した。 

申立期間②、③及び④については、正確な時期及び期間は特定できないが、

いずれかの申立期間にＤ社で勤務した。なお、申立期間④については、直

前に記録の有るＡ社で引き続き勤務したかもしれない。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

    （注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④については、オンライン記録によると、Ａ社は昭和 30年９月 22

日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており（以下、全喪という。）、同社

に係る事業所台帳にも「昭和三十年九月二十二日附認定廃止」と記載されてい

る。 

しかし、当該台帳を見ると、当該認定廃止については「31.2.7 処理」と記



載されている上、昭和 30年 12月２日に１人の資格喪失届が受け付けられたこ

と、及びその時点において申立人を含む７人の被保険者がいたことが確認でき

る。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の標

準報酬月額は、同社の全喪日（昭和 30 年９月 22 日）より後の同年 10 月１日

に定時決定がなされていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、少なくとも昭和 30年 12月２日ま

ではＡ社で勤務し、同社についても少なくとも同日時点では厚生年金保険の適

用事業所としての実態があったと考えられるところ、31 年２月７日に、30 年

９月 22 日までさかのぼって全喪手続が行われ、当該手続によって申立人も被

保険者資格を喪失したものと認められる。 

しかし、社会保険事務所において当該遡及
そきゅう

喪失処理を行う合理的な理由は見

当たらないことから、当該処理は有効なものとは認められず、申立人の同社に

おける資格喪失日は昭和 30年 12月２日であると認められる。 

また、昭和 30年９月から同年 11月までの標準報酬月額については、申立人

のＡ社に係る被保険者名簿の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

申立期間①については、申立人の子は、「父は昭和 24 年ごろまではＢ社で

勤務していた。」と申し立てている。 

しかし、Ｃ社から提出された労働者名簿には、申立人が昭和 20 年６月まで

同社に在籍していた旨の記載が有るものの、同社は、「申立期間当時の関連資

料で現存するものは労働者名簿と社史のみであり、申立人の申立期間に係る勤

務は確認できない。」としている。 

また、Ｂ社の社史を見ると、申立人が勤務していたとみられる同社Ｅ工場は

昭和 20 年６月 15 日に操業が完全に停止して、同年９月 18 日（申立人の資格

喪失日の翌日）に閉鎖され、残務整理要員を残して解散したと記載されている。 

さらに、Ｂ社において申立期間に厚生年金保険の加入記録が有る元従業員

47人に照会したものの、申立人の申立期間における勤務は確認できなかった。 

このほか、申立人の申立期間における保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②、③及び④については、申立人の子は、「正確な時期及び期間は

分からないが、父はこのいずれかの時期にＤ社に勤務していた。」と申し立て

ている。 

しかし、オンライン記録によれば、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和 30年 10月１日であり、申立期間②及び③並びに申立期間④の一部

期間は適用事業所でない。 



また、Ｄ社は、「申立人に関する記載のある人事資料等が無いので、申立人

の申立期間における勤務は確認できない。」としている。 

さらに、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、適用事業

所となった日（昭和 30 年 10 月１日）から申立期間の終期（昭和 31 年８月１

日）までの間に資格を取得している元従業員に照会し７人から回答を得たが、

申立人を記憶している者はおらず、申立人の申立期間に係る勤務状況等は確認

できない。 

加えて、Ｄ社の社史で確認できる申立期間当時の従業員数は 35人であるが、

前述の被保険者名簿で確認できる被保険者数は 26 人と少ないこと及び元従業

員の陳述から、同社では、適用事業所となった後も、必ずしもすべての従業員

を厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえるところ、

同社及び同社の元事務担当者は、「適用事業所となる前の期間を含め、厚生年

金保険に加入していない従業員の給与から保険料を控除するようなことはな

かったと思う。」としている。 

このほか、申立人の当該期間における保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7819 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立期間のうち、平成

11年８月から 12年８月までの期間は 28万円、同年９月から 13年７月までの

期間は 32万円、同年８月は 34万円、同年９月から 14年３月までの期間は 36

万円、同年４月から同年７月までの期間は 38万円、16年４月から同年８月ま

での期間は 47万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

また、申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人の平成 16年 12月 24日の標準賞与額に係る記録を 45万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 11年８月１日から 16年９月１日まで 

             ② 平成 16年 12月 24日 

私は、平成９年４月から 17 年２月までＡ社に勤務していたが、在職中の

16 年５月ごろに社会保険事務所(当時)へ厚生年金保険料の納付額について

調査を依頼した。その結果、標準報酬月額が実態と異なることが発覚し、さ

かのぼって記録の訂正をしてもらったが、時効の対象となった期間は訂正さ

れておらず、当該調査後の期間も実態と異なる記録となっている期間がある

（申立期間①）。 

また、平成 16年 12月に支給された賞与から厚生年金保険料が控除されて

いたが、当該標準賞与額に係る記録が無い（申立期間②）。 

申立期間の給与明細書及び賞与明細書を提出するので、調査の上、本来の

標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額の相違について申し立て

ているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（特例法）に基づき、標準報酬月額（標準賞与額）を改定又は決定し、記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額（賞与額）のそれぞれに基づく標準報酬月額（標

準賞与額）の範囲内であることから、これらの標準報酬月額（標準賞与額）の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、給与明細書で確認でき

る保険料控除額及び報酬月額から、平成 11年８月から 12年８月までの期間は

28 万円、同年９月から 13 年７月までの期間は 32 万円、同年８月は 34 万円、

同年９月から 14年３月までの期間は 36万円、同年４月から同年７月までの期

間は 38 万円、16 年４月から同年８月までの期間は 47 万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主から回答が得られないものの、平成 11年８月から 14年７月までの

期間及び 16 年４月から同年８月までの期間について、給与明細書において確

認できる厚生年金保険料の控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額と社会

保険事務所で記録されている標準報酬月額が長期にわたり一致していないこ

とから、当該期間について、事業主は、社会保険事務所の記録どおりの標準報

酬月額を届け、その結果、社会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成 14年８月から 16年３月までの期間について

は、給与明細書で確認できる厚生年金保険料の控除額及び報酬月額に基づく標

準報酬月額は、社会保険事務所で記録されている標準報酬月額と同額又は低額

となっていることが確認できることから、当該期間については、特例法による

保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、オンライン記録に

標準賞与額の記録は確認できないが、賞与明細書で確認できる保険料控除額及

び賞与額から、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたと認められることから、平成 16 年 12

月 24日の標準賞与額に係る記録を 45万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主から回答が得られないため不明であり、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な



い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこと

から、行ったとは認められない。



大阪厚生年金  事案 7820 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、平成16年２月は50万円、

同年３月は 32 万円、同年６月及び同年７月は 30 万円、同年８月は 32 万円、

同年９月は 36万円、同年 10月及び同年 11月は 38万円、同年 12月は 41万円、

17年１月並びに同年３月から同年６月までの期間は 38万円、同年７月及び同

年８月は 36万円、同年９月は 41万円、同年 10月は 36万円、同年 11月は 38

万円、同年 12 月は 41 万円、18 年１月は 44 万円、同年４月は 38 万円、同年

５月は 41 万円、同年６月は 38 万円、同年７月は 41 万円、同年８月及び同年

９月は 36万円、同年 10月は 38万円、同年 12月及び 19年１月は 41万円、同

年２月は 36 万円、同年３月は 38 万円、同年４月は 41 万円、同年５月は 36

万円、同年８月は 41 万円、同年９月及び同年 10 月は 38 万円、同年 11 月は

36万円、同年 12月から 20年５月までの期間は 38万円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年１月９日から 20年７月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、平

成16年１月から20年７月までの期間の標準報酬月額が実際に支払われてい

た給与額よりも、低く届出されていることがわかった。給与支給明細上の賞

与としての支給は、あくまで名目上であり毎月の給与に総売り上げの 18％

（約 10 万円）が加算されて支給されていた。会社としては、加算額の支給

については、貸付金として整理をして、賞与支給時に清算し、残りの差引額

を賞与支給時に支払っているとの見解であるが、実質的には給与として支払

われていたものと認識している。 

傷病手当金の標準報酬月額の差額分を請求することを考えており、標準賞

与額としてではなく、加算支給額を標準報酬月額に含めた月額に至急、訂正



してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下、「特例法」

という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。    

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、Ａ社から提

出された給与支給明細書及び賃金台帳により確認できる保険料控除合計額及

び報酬月額の合計額から、平成 16年２月は 50万円、同年３月は 32万円、同

年６月及び同年７月は 30万円、同年８月は 32万円、同年９月は 36万円、同

年 10月及び同年 11月は 38万円、同年 12月は 41万円、17年１月並びに同年

３月から同年６月までの期間は 38万円、同年７月及び同年８月は 36万円、同

年９月は 41 万円、同年 10 月は 36 万円、同年 11 月は 38 万円、同年 12 月は

41万円、18年１月は 44万円、同年４月は 38万円、同年５月は 41万円、同年

６月は 38万円、同年７月は 41万円、同年８月及び同年９月は 36万円、同年

10月は 38万円、同年 12月及び 19年１月は 41万円、同年２月は 36万円、同

年３月は 38 万円、同年４月は 41 万円、同年５月は 36 万円、同年８月は 41

万円、同年９月及び同年 10月は 38万円、同年 11月は 36万円、同年 12月か

ら 20年５月までの期間は 38万円とすることが妥当である。 

一方、平成 16年１月、同年４月及び同年５月、17年２月、18年２月及び同

年３月、同年 11月、19年６月及び同年７月、20年６月は、社会保険事務所で

記録されている標準報酬月額が、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料控除額に基づく標準報酬月額を超えているか、又は同額であると認

められることから、特例法による保険給付の対象にあたらないため、あっせん

は行わない。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、賞与支給時に給与から保険料控除したが、保険料は納付していないとし

ていることから、社会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 7821 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る

記録を平成９年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 50 万円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年６月 30日から同年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会したとこ

ろ、Ａ社Ｂ支店に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの

回答を受けた。平成９年７月１日に子会社へ出向となったため、所属部署が

同社Ｂ支店から同社本社に変わったが、申立期間も同社に継続して勤務して

いたのは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の所持する給与明細書、Ａ社の人事記録及び雇用保険の記録から判断

すると、申立人が申立期間に同社Ｂ支店に継続して勤務し（平成９年７月１日

にＡ社Ｂ支店から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる

保険料控除額から、50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届において事務過誤があったとし、申立

期間に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認めていること

から、事業主が平成９年６月 30 日を資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金  事案 7822 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間に係る標準報酬月額については、平成 13 年 11 月は 41

万円、同年 12 月から 14 年 12 月までの期間は 28 万円、15 年１月から同年 10

月までの期間は 26万円、同年 11月から 16年４月までの期間は 28万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年 11月１日から 16年５月２日まで 

社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に支払われた給

与額より低く届出されていることが分かった。申立期間は、約 29 万円の支

給があったので、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基

づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

申立人が提出した給与支給明細書（平成14年11月分及び16年５月分）、「市

民税・県民税特別徴収税額の変更決定通知書（平成14年度及び15年度）」、Ｂ

市が提出した「住民税所得・課税証明書（平成16年度）」及び申立人の雇用保

険受給資格者証に記録されている離職時賃金日額等から判断すると、申立人の

申立期間における給与支給総額及びこれに相当する標準報酬月額は、平成13

年11月及び同年12月が40万6,540円（41万円）、14年１月から同年９月までの期



間が34万5,404円（34万円）、同年10月が36万1,871円（36万円）、同年11月及び

同年12月が34万5,404円（34万円）、15年１月から同年10月までの期間が26万

8,276円（26万円）、同年11月から16年３月までの期間が29万700円（30万円）、

同年４月が28万7,587円（28万円）であることが推認できる。 

また、申立人の同僚３人が提出した申立期間すべてを含む当該同僚の給与支

給明細書及びこのうちの１人が申立人と同職種であり、申立人が提出した上述

の給与支給明細書において控除された月分の厚生年金保険料額が同額である

ことから判断すると、申立人の申立期間における給与から控除された保険料額

及びそれに相当する標準報酬月額は、平成13年11月が３万5,567円（41万円）、

同年12月から15年３月までの期間が２万4,290円（28万円）、同年４月から同

年10月までの期間が２万4,290円（36万円、控除保険料額は同額であるが、保

険料率の変更があったため。）、同年11月から16年４月までの期間が１万9,012

円（28万円）であったことが推認できる。 

一方、Ａ社に係るオンライン記録によると、申立人の申立期間における標準

報酬月額は、平成13年11月１日付け（処理日は平成13年12月21日）の随時改定

により41万円から15万円に減額され、14年10月１日付け（処理日は平成14年９

月26日）及び15年９月１日付け（処理日は平成15年８月21日）の定時決定にお

いてもそれぞれ8,000円ずつ減額されていることが確認できる。 

このことに関し、Ａ社の元経営者は、当時の資料を保管しておらず、従業員

の保険料控除については不明であるとしながらも、当時は経営が苦しく、厚生

年金保険料が支払えないので、従業員について実際の給料より低い報酬月額を

届け出たという話を経理担当者から聞いた記憶があると陳述している。 

これらのことから総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額については、平成13年11月は41万円、同年12月から14年12月までの期間は28

万円、15年１月から同年10月までの期間は26万円、同年11月から16年４月まで

の期間は28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

事業所が既に適用事業所ではなくなっているため不明であるものの、申立人の

給与収入を証明する書類等から推認できる報酬月額又は保険料控除額に相当

する標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が、平成13年11月から16

年４月までの申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業主は、

申立人について、社会保険事務所の記録どおりの報酬月額を届け、その結果、

社会保険事務所は、上述のとおり認定した申立人に係る標準報酬月額に相当す

る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



大阪厚年年金 事案 7823 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 24年６月 26日から同年９月 26日までの期間につい

て、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者の資格取得日は同年６

月 26日、資格喪失日は同年９月 26日であると認められることから、申立人に

係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正するこ

とが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、3,500円とすることが妥当であ

る。 

   また、申立期間のうち、昭和 24年９月 26日から同年 10月 26日までの期間

について、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ工場における資格取得

日に係る記録を同年９月 26日に、資格喪失日に係る記録を同年 10月 26日に

訂正し、当該期間の標準報酬月額を 3,500円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年６月 26日から同年９月 26日まで 

             ② 昭和 24年９月 26日から同年 10月 26日まで 

  私は、昭和 23 年４月 26 日から 53 年１月 31 日までＡ社に継続して勤務

していたが、厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、申

立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答をもらった。いずれも同社Ｄ工

場に在籍し、申立期間①は同社Ｂ工場に、申立期間②は同社Ｃ工場にそれ

ぞれ出張勤務していた期間に当たるので、これらの期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

を見ると、申立人と同姓同名、同一生年月日で、記号番号が申立人の基礎年金



番号と一致する未統合の被保険者記録があり、当該記録の資格取得日は昭和

24 年６月 26 日、資格喪失日は同年９月 26 日となっており、その被保険者期

間は申立期間①と一致していることが確認できる。 

   また、当該被保険者名簿には、申立人がＡ社Ｄ工場から同社Ｂ工場に一緒に

異動した同僚として名前を挙げた複数の同僚の被保険者記録が確認できる。 

これらを含めて総合的に判断すると、当該未統合の記録は、申立人の被保険

者記録であると認められ、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者

の資格取得日は昭和 24年６月 26日、資格喪失日は同年９月 26 日であると認

められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、当該未統合となっている申立人

のＡ社Ｂ工場における昭和 24 年６月の被保険者記録から、3,500 円とするこ

とが妥当である。 

   申立期間②について、Ａ社の人事記録、Ｆ厚生年金基金の加入員台帳、雇用

保険の記録及び同僚の陳述から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し

（昭和 24年９月 26日にＡ社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動、同年 10月 26日に

同社Ｃ工場から同社Ｅ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間②の標準報酬月額については、申立期間①の未統合となって

いる申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 24 年６月の被保険者記録及び同社Ｅ工

場における同年 10月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、3,500

円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、厚生年金保険料を納付したか否かについては不明としているものの、仮

に、事業主から申立人に係る被保険者資格取得届が提出された場合には、その

後、被保険者資格喪失届も提出する機会があったこととなるが、いずれの機会

においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しないとは考え難いこと

から、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 24 年９月の保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 7824 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 31 年４月１日から同年 10 月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年４月１

日に、資格喪失日に係る記録を同年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬

月額を１万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年５月から 32年 12月まで 

    社会保険事務所（当時）の記録では、私がＡ社に勤務していた昭和 30 年

５月から 32年 12月までが厚生年金保険の未加入期間となっている。 

私が再度Ａ社に勤務した昭和 36年６月１日から７月 30日までは、厚生年

金保険の被保険者期間となっているにもかかわらず、同様の勤務形態で勤務

していた申立期間が厚生年金保険の未加入期間とされていることは納得で

きないので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に同社での被

保険者記録が確認できる複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は、申立期

間のうち、昭和 31年４月１日から同年 10月１日までの期間において、同社に

Ｂ業務従事者として勤務していたことが推定できる。 

また、同僚二人は、「申立期間当時のＡ社では、社員として勤務している者

は、全員が厚生年金保険に加入していると思う。」旨陳述しているところ、申

立人及び複数の同僚が、Ｂ業務従事者として氏名を挙げた者については、同社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に氏名が確認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 31

年４月１日から同年 10 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 



また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同年齢かつ同職種の同

僚の標準報酬月額の記録から、１万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、平成 11年 10月１日に適用事業所ではなくなっており、申立期間当時の事

業主は、既に死亡しているため、申立期間当時の状況は不明であるが、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立期間における健康保険の整

理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が

失われたことは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格

取得届が提出された場合には、その後に被保険者資格喪失届も提出する機会が

あったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記

録しないとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪に係

る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

31 年４月から同年９月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 30年５月から 31年４月１日までの期間及び同

年 10月１日から 32年 12月までの期間について、申立人は、「正確な入社日及

び退職日までは覚えていないが、少なくとも２年間以上はＡ社に勤務しており、

慰安旅行にも２回参加している。」旨陳述し、うち１回の慰安旅行の写真を提

出しているものの、申立人は、当該旅行の時期を正確に記憶しておらず、写真

に写っている同僚も、当該旅行の時期を覚えていないことから、申立人が提出

した写真の撮影時期を特定できない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、当該申立期間に

同社での在籍が確認できる複数の同僚に照会したものの、申立人の当該申立期

間における同社在籍を推認できる陳述は得られなかったほか、昭和 32 年４月

に同社に入社したとする同僚４人は、「申立人のことは覚えていない。」旨陳述

している。 

さらに、Ａ社は、既に適用事業所ではなくなっており、申立期間当時の事業

主は死亡している上、給与計算を担当していたとされる同僚は所在不明である

ため、同社及びこれらの者から、当該申立期間における申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料の控除の状況等について確認できない。 

このほか、申立人が、申立期間のうち、昭和 30年５月から 31年４月１日ま

での期間及び同年 10 月１日から 32 年 12 月までの期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、昭和 30年５月から 31

年４月１日までの期間及び同年 10 月１日から 32 年 12 月までの期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。



大阪厚生年金 事案 7825 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成４年９月１日から５年３月 27日までの期間について、

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の標準報酬月額は 16 万円

であったと認められることから、当該期間の標準報酬月額を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年２月１日から同年９月１日まで 

             ② 平成４年９月１日から５年３月 27日まで 

私は、平成２年５月１日から６年８月末ごろまでＡ社に継続して勤務して

いた。 

なお、社会保険事務所の記録では、私がＡ社に勤務した期間のうち、平成

２年５月１日から４年２月１日までの期間は、Ｂ社での厚生年金保険被保険

者期間、同年９月１日から５年３月 27 日までの期間は、Ｃ社での被保険者

期間となっており、当該事情は分からないが、４年２月１日から同年９月１

日までが厚生年金保険の未加入期間とされているので、当該期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい（申立期間①）。 

また、社会保険事務所の記録では、Ｃ社での厚生年金保険被保険者期間に

係る標準報酬月額が、実際に受け取っていた給与額と比較して低額となって

おり、私は、毎月 18 万円程度の給与を現金で受け取っていたので、当該期

間に係る標準報酬月額の記録を実際の給与支給額に見合った額に訂正して

ほしい（申立期間②）。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、

当初 16 万円と記録されていたところ、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所では

なくなった日（平成５年３月 27 日）よりも後の平成７年３月３日に４年９月

１日に遡及
そきゅう

して８万円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、オンライン記録から、申立期間にＣ社での厚生年金保険被保険者資格



を取得していることが確認できる複数の者について、申立人と同日の平成７年

３月３日付けで標準報酬月額が８万円に遡及訂正されていることが確認でき

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年９月１日に遡及し

て標準報酬月額の減額処理を行う合理的理由があったとは認められないこと

から、当該減額処理に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た 16万円とすることが必要である。 

一方、申立人は、申立期間②において、月額 18 万円の給与を支給されてい

たと申し立てており、「私は、毎月の給与支給日にＡ社の口座から自身の給与

として現金 18 万円を引き出しており、当該金額は、所得税及び各種保険料を

控除した後の手取額であると思っていた。」旨陳述しているものの、同社の事

業主は、「当社は、社会保険事務所に適用事業所としての届出を行っていない

ので、申立人の給与から厚生年金保険料を控除することは無い。」旨陳述して

いる。 

また、申立人及びＡ社の事業主は、「Ａ社では、給与明細書等は無かった。」

旨陳述している上、同社は、平成14年12月３日に法人解散していることから、

申立人の申立期間②に係る給与の支給実態及び厚生年金保険料の控除の状況

等を確認することができない。 

さらに、Ａ社の事業主は、「当社は、Ｃ社とは関係が無いので、当社の正社

員であった申立人が、同社での厚生年金保険被保険者資格を取得している事情

及び同社での申立人の被保険者期間に係る保険料の控除の状況等は不明であ

る。」旨回答している上、Ｃ社は、既に適用事業所ではなくなっており、同社

の事業主及びオンライン記録から同社での被保険者記録が確認できる者に照

会したものの、申立人に係る厚生年金保険料の控除の状況等に関する陳述を得

ることはできなかった。 

このほか、申立人が申立期間②において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせ

る事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間②について、申立人がその主張する標準報酬月額（18 万円）に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

申立期間①について、Ａ社の事業主の陳述から、申立人は、当該申立期間に

おいて同社に正社員として在籍していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所に適用事業所としての記録は無い上、同社

の事業主は、「当社は、社会保険事務所に適用事業所としての届出を行ってい

ないので、当該申立期間を含めて、申立人の給与から厚生年金保険料を控除す



ることはなかった。」旨陳述している。 

なお、申立人は、「平成２年５月１日から６年８月末ごろまでＡ社に継続し

て勤務していた。」旨陳述しているところ、オンライン記録によれば、申立人

は、平成２年５月１日にＢ社での厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同社

が適用事業所ではなくなった４年２月１日に被保険資格を喪失後、同年９月１

日にＣ社での被保険者資格を取得したことが確認できる。 

しかし、Ａ社の事業主は、「当社は、Ｂ社及びＣ社とは関係が無いので、当

社の正社員であった申立人が両社での厚生年金保険被保険者資格を取得して

いる事情及び両社での申立人の被保険者期間に係る保険料の控除の状況等は

不明である。」旨回答している。 

また、申立人は、「Ｂ社及びＣ社での厚生年金保険被保険者となっている事

情は分からないが、Ａ社では、毎月の給与支給日に同社の口座から自身の給与

として現金を引き出しており、当該金額は、所得税及び各種保険料を控除後の

手取額であると思っていた。」旨陳述しているものの、申立人及びＡ社の事業

主は、「Ａ社では、給与明細書等は無かった。」旨陳述しているため、同社での

申立人に係る給与の支給実態及び厚生年金保険料の控除の状況等を確認する

ことができない。 

さらに、Ｂ社及びＣ社は、いずれも既に適用事業所ではなくなっており、Ｂ

社の当時の事業主は所在不明である上、Ｃ社の事業主及びオンライン記録から

各社での被保険者記録が確認できる者に照会したものの、申立人の申立期間に

係る厚生年金保険料の控除の状況等に関する陳述を得ることはできなかった。 

加えて、申立人がＡ社での同僚として名前を挙げ、平成５年ごろまで同社に

勤務したとする同僚は、オンライン記録から、申立人と同様にＢ社が適用事業

所ではなくなった４年２月１日と同日に同社での被保険資格を喪失している

ことが確認でき、当該同僚の申立期間①に係る厚生年金保険被保険者記録は見

当たらない。 

このほか、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7826 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成３年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年２月 21日から同年３月１日まで 

       厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、

Ａ社からＢ社が分社化されて同社に異動した時期であり、継続して勤務し

ていたことは間違いないので、当該期間について、厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び事業主の陳述から判断すると、申立人が申立期間もＡ社

で継続して勤務し（平成３年３月１日にＡ社から関連会社のＢ社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成３年

１月の社会保険事務所（当時）の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は納付したか否かについては不明としているが、厚生年金保険の記録におけ

るＡ社の資格喪失日が雇用保険の記録における離職日の翌日となっており、社

会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って同じ資格喪失日を記録した

とは考え難いことから、事業主が平成３年２月 21日を資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年２月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。



大阪厚生年金 事案 7827 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 50年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12万 6,000円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 49年 11月 30日から 50年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務し

た期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、

同社がＢ社に名称変更された時期であり、継続して勤務していたことは間違

いないので、当該期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の記録及び同僚の陳述から判断すると、申立人が申立期間もＡ社と

同一の事業主が経営する事業所で継続して勤務し（昭和 50 年９月１日にＡ社

からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 49

年 10月の社会保険事務所（当時）の記録から、12万 6,000円とすることが妥

当である。 

一方、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、同社は、昭

和 49 年 11月 30 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期

間は適用事業所ではない。しかし、同社に係る商業登記簿謄本及び雇用保険の

記録により、申立期間当時、同社では、５人以上の従業員が継続して勤務して

いたことが確認できることから、同社は、申立期間において当時の厚生年金保

険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主は、申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務

所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 7828 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成２年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13万 4,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年７月 31日から同年８月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、平成

２年７月 31 日まで勤務しており、このことを証する事業主発行の離職証明

書を提出するので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された事業主発行の離職証明書、雇用保険の記録等により、

申立人が申立期間もＡ社で勤務したことが認められる。 

   また、申立人提出の給与明細書から、申立期間当時、Ａ社では、保険料は翌

月控除であったと考えられるため、平成２年７月の給与において２か月分の保

険料が控除されることとなるが、当該月の給与明細書を見ると、１か月分の保

険料（厚生年金保険料 7,973円及び健康保険料 5,561円）しか控除されていな

い。しかし、申立人提出の給与振込通帳を見ると、振込額は、給与明細書に記

載されている差引支給額（12万6,266円）よりも１万4,000円少ない11万2,266

円と記載されており、差引支給額との差額は、申立期間の保険料額（厚生年金

保険料及び健康保険料）と近似していることから判断すると、当該振込額は、

２か月分の保険料額を差し引いた後の額であると認められる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたも

のと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成２年

６月の社会保険事務所（当時）の記録から、13 万 4,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が資格喪

失日を平成２年８月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを

同年７月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資

格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の

保険料について納入の告知を行っておらず（納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。



大阪厚生年金 事案 7829 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録については、平成 12年 12月か

ら 13年６月までの期間は 56万円、同年７月は 53万円、同年８月から 14年４

月までの期間は 56万円、同年５月は 53万円、同年６月から 15 年２月までの

期間は 56万円、同年３月及び同年４月は 53万円、同年５月は 56万円、同年

６月から同年８月までの期間は 53万円、同年９月は 56万円、同年 10月及び

同年 11月は 53万円、同年 12月及び 16年１月は 56万円、同年２月から同年

４月までの期間は 53万円、同年５月から同年７月までの期間は 56万円、同年

８月は 59万円、同年９月は 56万円、同年 10月は 53万円、同年 11月から 17

年４月までの期間は 56万円、同年５月から 18年３月までの期間は 53万円、

同年４月は 56万円、同年５月は 53万円、同年６月は 56万円、同年７月は 53

万円、同年８月は 56 万円、同年９月から 19年３月までの期間は 53万円、同

年４月から同年 10月までの期間は 56万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年 12月１日から 19年 11月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、現

在勤務するＡ社において、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額と

比較して低く記録されていることが分かった。厚生年金保険料の控除額が記

載された申立期間の一部の給与明細書を提出するので、本来の標準報酬月額

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの



は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人提出の給与明細書

において確認できる保険料控除額（給与明細書が無い期間について推認される

控除額を含む。）により、平成 12 年 12 月から 13 年６月までの期間及び同年

８月から 14年３月までの期間は 56万円とし、また、申立人提出の給与明細書

において確認できる給与支給額（給与明細書が無い期間について推認される支

給額を含む。）により、13 年７月は 53 万円、14 年４月は 56 万円、同年５月

は 53 万円、同年６月から 15 年２月までの期間は 56 万円、同年３月及び同年

４月は 53 万円、同年５月は 56 万円、同年６月から同年８月までの期間は 53

万円、同年９月は 56 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 53 万円、同年 12 月及

び 16 年１月は 56 万円、同年２月から同年４月までの期間は 53 万円、同年５

月から同年７月までの期間は 56 万円、同年８月は 59 万円、同年９月は 56 万

円、同年 10 月は 53 万円、同年 11 月から 17 年４月までの期間は 56 万円、同

年５月から 18 年３月までの期間は 53 万円、同年４月は 56 万円、同年５月は

53万円、同年６月は 56万円、同年７月は 53万円、同年８月は 56万円、同年

９月から 19 年３月までの期間は 53 万円、同年４月から同年 10 月までの期間

は 56万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、給与明細書にお

いて確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録におけ

る標準報酬月額が申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業主

は、保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所に届け出ておらず、その

結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料(訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。



大阪厚生年金 事案 7830 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に支給された賞与において、30万円及び 26万 7,000円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15

年 11月 28日は 30万円、17年６月 30日は 26万 7,000円に訂正することが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 11月 28日 

 ② 平成 17年６月 30日 

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の標準賞与額の記録が無いとの回答を受けた。申立期間に賞与が支給

され、厚生年金保険料を控除されていたので、標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の賞与支払明細書及び源泉徴収簿並びに申立人提出の賞与支払明

細書により、申立期間において 30 万円及び 26 万 7,000 円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与支払届を社会保険事務所に提出しておらず、また、

当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認めている

ことから、社会保険事務所は、申立人に係る平成 15 年 11 月 28 日及び 17 年

６月 30日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。



大阪厚生年金 事案 7831 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成２年４月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月２日から同年５月１日まで 

   厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、現

在勤務するＡ社において、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同

社には、平成２年４月から勤務しており、厚生年金保険料の控除額が記載さ

れた申立期間の賃金明細表を提出するので、申立期間について、厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の賃金明細表及び雇用保険の記録から、申立人が申立期間もＡ社

で勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、賃金明細表の保険料控除額から、

17万円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は、平成２年５月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではない。しかし、同社に

係る商業登記簿謄本によると、同社は、元年４月１日に設立されており、また、

雇用保険の記録により、申立期間当時、同社では、一人以上の従業員が勤務し

ていたことが確認できることから、当時、同社は、厚生年金保険法に定める適

用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主は、申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務

所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 7832 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成２年４月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月２日から同年５月１日まで 

   厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、現

在勤務するＡ社において、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同

社には、平成２年４月から勤務しており、厚生年金保険料の控除額が記載さ

れた申立期間の賃金明細表を提出するので、申立期間について、厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の賃金明細表及び雇用保険の記録から、申立人が申立期間もＡ社

で勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、賃金明細表の保険料控除額から、

17万円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は、平成２年５月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではない。しかし、同社に

係る商業登記簿謄本によると、同社は、元年４月１日に設立されており、また、

雇用保険の記録により、申立期間当時、同社では、一人以上の従業員が勤務し

ていたことが確認できることから、当時、同社は、厚生年金保険法に定める適

用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主は、申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務

所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 7833 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 19 年４月１日から同年７月１日までの期

間について、32 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月１日から 19年７月１日まで  

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、現

在勤務するＡ社において、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額よ

りも低く記録されていることが分かった。申立期間について、本来の標準報

酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 19 年４月１日から同年７月１日までの

期間の標準報酬月額については、Ａ社提出の賃金台帳及び申立人提出の給与明

細書において確認できる保険料控除額から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当該期間について、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額よりも高い

標準報酬月額に基づく保険料を控除したことを認めており、その結果、社会保



険事務所は、当該報酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。)について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 18年７月１日から 19年４月１日までの期間に

ついては、Ａ社提出の賃金台帳及び申立人提出の給与明細書において確認でき

る保険料控除額に見合う標準報酬月額は 30 万円であり、オンライン記録と一

致する。 

このほか、申立人が当該期間において、その主張する標準報酬月額に相当す

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当

該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7834 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 19年５月１日から同年７月１日までの期

間について、32 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月１日から 19年７月１日まで  

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、現

在勤務するＡ社において、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額よ

りも低く記録されていることが分かった。申立期間について、本来の標準報

酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 19 年５月１日から同年７月１日までの

期間の標準報酬月額については、Ａ社提出の賃金台帳において確認できる保険

料控除額から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当該期間について、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額よりも高い

標準報酬月額に基づく保険料を控除したことを認めており、その結果、社会保



険事務所は、当該報酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。)について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 18年７月１日から 19年５月１日までの期間に

ついては、Ａ社提出の賃金台帳において確認できる保険料控除額に見合う標準

報酬月額は 30万円であり、オンライン記録と一致する。 

このほか、申立人が当該期間において、その主張する標準報酬月額に相当す

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当

該期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7835 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録については、平成 18 年７月１

日から 19年４月１日までの期間は 20万円、同年４月１日から同年７月１日ま

での期間は 30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月１日から 19年７月１日まで  

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

現在勤務するＡ社において、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額

よりも低く記録されていることが分かった。申立期間について、本来の標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社提出の賃金台帳にお

いて確認できる保険料控除額から、平成 18年７月１日から 19年４月１日まで

の期間は 20万円、同年４月１日から同年７月１日までの期間は 30万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額よりも高い標準報酬月額に基づ

く保険料を控除したことを認めており、その結果、社会保険事務所は、当該報

酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。)について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 7836 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録については、平成 18 年７月１

日から 19年４月１日までの期間は 20万円、同年４月１日から同年７月１日ま

での期間は 32万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月１日から 19年７月１日まで  

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

現在勤務するＡ社において、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額

よりも低く記録されていることが分かった。申立期間について、本来の標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社提出の賃金台帳にお

いて確認できる保険料控除額から、平成 18年７月１日から 19年４月１日まで

の期間は 20万円、同年４月１日から同年７月１日までの期間は 32万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額よりも高い標準報酬月額に基づ

く保険料を控除したことを認めており、その結果、社会保険事務所は、当該報

酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。)について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 7837 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録については、平成 18 年７月１

日から 19年４月１日までの期間は 20万円、同年４月１日から同年５月１日ま

での期間は 36万円、同年５月１日から同年７月１日までの期間は 30万円に訂

正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月１日から 19年７月１日まで  

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

現在勤務するＡ社において、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額

よりも低く記録されていることが分かった。申立期間について、本来の標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社提出の賃金台帳にお

いて確認できる保険料控除額から、平成 18年７月１日から 19年４月１日まで

の期間は 20万円、同年４月１日から同年５月１日までの期間は 36万円、同年

５月１日から同年７月１日までの期間は 30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額よりも高い標準報酬月額に基づ

く保険料を控除したことを認めており、その結果、社会保険事務所は、当該報

酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。)について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 7838 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録については、平成 18 年７月１

日から 19年４月１日までの期間は 20万円、同４月１日から同年５月１日まで

の期間は 36万円、同５月１日から同年７月１日までの期間は 38万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月１日から 19年７月１日まで  

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、現

在勤務するＡ社において、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額よ

りも低く記録されていることが分かった。申立期間について、本来の標準報

酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社提出の賃金台帳にお

いて確認できる保険料控除額から、平成 18年７月１日から 19年４月１日まで

の期間は 20 万円、同年５月１日から同年７月１日までの期間は 38 万円とし、

また、上記の賃金台帳において確認できる給与支給額から、同年４月１日から

同年５月１日までの期間は 36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



主は、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額よりも高い標準報酬月額に基づ

く保険料を控除したことを認めており、その結果、社会保険事務所は、当該報

酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。)について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 7839 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録については、平成 18 年７月１

日から同年８月１日までの期間は 17万円、同年８月１日から 19年３月１日ま

での期間は 20万円、同年３月１日から同年４月１日までの期間は 38万円、同

年４月１日から同年７月１日までの期間は 36 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月１日から 19年７月１日まで  

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

現在勤務するＡ社において、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額

よりも低く記録されていることが分かった。申立期間について、本来の標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社提出の賃金台帳にお

いて確認できる保険料控除額から、平成 18年８月１日から 19年３月１日まで

の期間は 20万円、同年３月１日から同年４月１日までの期間は 38万円、同年

４月１日から同年７月１日までの期間は 36 万円とし、また、上記の賃金台帳

において確認できる給与支給額から、18 年７月１日から同年８月１日までの



期間は 17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額よりも高い標準報酬月額に基づ

く保険料を控除したことを認めており、その結果、社会保険事務所は、当該報

酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。)について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 7840 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録については、26 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 59年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年３月１日から同年７月１日まで  

  厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、現

在勤務するＡ社において、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額よ

りも低く記録されていることが分かった。申立期間について、本来の標準報

酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社提出の賃金台帳に

おいて確認できる保険料控除額から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、社会保険事務所に届け出た標準報酬月額よりも高い標準報酬月額に

基づく保険料を控除したことを認めており、その結果、社会保険事務所は、

当該報酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を除く。)について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪国民年金 事案 4850 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年４月から同年 11 月までの期間、42 年１月から同年６月

までの期間及び同年７月から 48 年 12 月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年４月から同年 11月まで 

             ② 昭和 42年１月から同年６月まで 

③ 昭和 42年７月から 48年 12月まで 

私は、昭和 41年７月ごろに、Ａ市の自宅兼事務所に集金人が来て、国民

年金に加入するように言われたので国民年金の加入手続をした。そのとき

同年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付し、その後、同年 12月

に同年 10月から同年 12月までの保険料を集金人に納付したように思う。 

その後の国民年金保険料は、当時私が経営していた会社の事務員に頼ん

で金融機関で自分の保険料を納付してもらっていたように思うが、当時の

ことについて詳しいことは覚えていない。 

昭和 42年ごろに、父親が実家のあるＢ市で私の国民年金保険料を納付し

てくれていたことを知り、父親からは私がＡ市で納付していた分は還付し

てもらうように言われていたが、そのとき手続をしていなかった。 

私は国民年金加入後の国民年金保険料をずっとＡ市で納付していたので、

申立期間③については納付済みとし、申立期間①及び②については二重に

納付しているので還付してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 41 年７月ごろに、Ａ市の集金人を通

じて国民年金の加入手続を行い、同年７月と同年 12 月の２回に分けて申立期

間の国民年金保険料を集金人に納付したと申し立てている。 

しかし、申立人の所持する国民年金手帳の昭和 41 年度印紙検認記録を見る

と、昭和 41年 12月以外に印紙検認記録が無いことが確認でき、申立期間の国



民年金保険料が現年度納付されていることを確認できない。 

また、申立人は、国民年金手帳の昭和 41 年度印紙検認記録欄に、昭和 41

年 12月分の検認印があり、右側の印紙検認記録台紙欄に同年 12月分の国民年

金印紙を横向きに貼付
ちょうふ

されていることが、申立期間の国民年金保険料について

は納付済みであることの証明になると集金人に言われたと陳述するが、Ａ市は、

「集金人が保険料を収納する際、印紙を横向きに貼
は

ることによりそれまでの保

険料を納付済みとする取扱いをしていたことは聞いたことがない。」と説明し

ている。 

申立期間②及び③について、申立人は、昭和 42 年１月以降の国民年金保険

料については、自分の会社の事務員に頼んで金融機関で納付してもらっていた

と申し立てている。 

しかし、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者台帳を見ると、昭和 44 年４

月１日に不在と記録されていることが確認できるところ、申立人はＡ市内で転

居をしたと陳述しているが、同台帳及び申立人が所持する国民年金手帳に住所

変更したことを示す記載は無く、同台帳には 50 年１月にＣ市へ転出した記載

が確認できることから、44 年１月以降、Ａ市において申立人は不在者と扱わ

れていたことが推定できる。したがって、少なくとも同年４月以降Ａ市が申立

人に対し、集金人による国民年金保険料の徴収及び納付書の送付を行っていな

かったものと考えられる。 

また、Ａ市では昭和 47 年３月まで印紙検認方式による国民年金保険料の収

納を行っており、少なくとも同年３月までの期間の保険料を金融機関で納付し

たとする陳述は不自然である。 

さらに、Ａ市では昭和 47 年４月以降納付書方式による国民年金保険料の収

納を開始しているが、申立人は保険料納付に直接関与していない上、当時申立

人の保険料の納付を担当していたとされる事務員は既に亡くなっているとし

ていることから、同年４月以降の保険料納付状況を確認できない。 

このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

なお、申立期間①及び②については、上述のとおり二重納付していた事実が

認められないことから、これら期間の国民年金保険料を還付することはできな

い。 



大阪国民年金 事案 4851 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年 11月から 52年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年 11月から 52年 12月まで 

私は、両親に国民年金に加入するよう言われており、昭和 49年 11月ごろ

に、母又は私がＡ市役所で国民年金の加入手続をしたと記憶している。 

国民年金に加入当時、私は大学生だったので、卒業する昭和 52 年３月ま

で母が、駅前の銀行で両親の国民年金保険料と一緒に納付書を使って保険

料を納付してくれた。保険料を納付していた母は、何か月ごとに、いくら

保険料を納付していたかなどの詳細は覚えていないが、３人分の保険料を

銀行で納付したと記憶している。 

大学を卒業後は、母の代わりに、私が何度か家族３人分の国民年金保険料

を、同じ銀行で納付してきた。 

以前、家族の国民年金保険料について、行政機関から未納記録の連絡があ

り、その期間について、母が所持していた領収書の提示により記録を訂正

してもらったことを母から聞いているので、母も私も保険料の納付に関す

る行政に対する不信があり、私の申立期間について未納とされている記録

について納得できない。納付記録をもう一度調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、昭和 49年 11月ごろにＡ市で国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料は、申立人又はその母が、納付書を使って金融機関で自身、

その母親及びその父親の保険料と同時に納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入時期をみると、申立人の国民年金手帳記

号番号前後の任意加入被保険者の資格取得年月日から、昭和 52 年 12 月 17 日

にＡ市で手帳記号番号の払出しを受けていることが推定でき、申立内容と符合

しない。 



また、この時点において、申立人は申立期間のうち、昭和 49 年 11 月から

50 年９月までの国民年金保険料については、時効により制度上、納付するこ

とができず、同年 10 月から 52 年 12 月までの保険料については、過年度納付

することが可能であるが、申立人及びその母親は加入当初から、過去の未納保

険料をさかのぼって納付した記憶は無いと陳述している上、申立人の父親及び

母親に係るＡ市の国民年金被保険者名簿を見ると、両名は申立期間と重なる国

民年金加入期間の保険料を現年度納付していることが確認でき、３人分を同時

納付したとする陳述と符合しない。 

さらに、申立期間は 38か月と長期間であり、これだけの長期間連続して納

付記録が欠落するとは考え難い。 

加えて、別の国民年金手帳記号番号による申立期間の納付の可能性を確認

するため、オンライン記録による各種の氏名検索を行ったほか、国民年金手帳

記号番号払出簿の内容を調査、確認したが、申立人に対して、別の手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



大阪国民年金 事案 4852 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40年１月から 41年 12月までの期間及び 42年７月から 48年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月から 41年 12月まで 

② 昭和 42年７月から 48年３月まで 

 平成 18 年ごろ、ねんきん特別便が送られてきて、その時、138 か月も国

民年金保険料が未納であることが分かった。 

 昭和 50年の夏ごろにＡ市役所からさかのぼって国民年金保険料を納付で

きるとの連絡があり、夫が夫婦二人分の過去の未納の保険料をまとめて納

付し、その時の金額が 10 万円から 15 万円ぐらいであったことを、私は記

憶しているので、市役所等に相談したところ、そのころは第２回特例納付

の時期に当たると教えてくれた。 

 私と夫の未納期間について、夫がいつからいつまでを特例納付してくれ

たかの記憶は無いが、納付したと記憶する金額等から、私に関しては昭和

40年１月ごろまでさかのぼって特例納付してくれたのではないかと思う。  

 申立期間①及び②の国民年金保険料を夫が特例納付していると思うので

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年の夏ごろにＡ市役所からさかのぼって国民年金保険料

を納付できるとの連絡があり、申立人の夫が夫婦二人分の過去の未納の保険料

として 10万円から 15万円を特例納付したと申し立てている。 

そこで、申立人に係る特殊台帳を見ると、昭和 48年４月から 50年３月まで

の 24 か月の国民年金保険料が、同年に過年度納付されていることが確認でき

るところ、申立人が同年４月から 60 歳到達の前月まで保険料を完納した場合

の納付済月数は 280か月となり、300か月（25年）の年金受給資格を得るため



には 20か月不足する状況であったことから、上述の過年度納付（24か月）に

より受給資格を得ることができたものと考えられ、申立期間（93 か月）の保

険料を特例納付しなければならない積極的な理由が見当たらない。 

また、申立人の夫に係る特殊台帳を見ると、特例納付及び過年度納付が行わ

れたことを示す記録は無く、申立内容と符合しない。 

さらに、申立人はその夫が特例納付したとする納付済期間を記憶しておらず、

夫婦二人分の特例納付に必要な国民年金保険料額を算定できないことから、申

立人が記憶する納付金額（10万円から 15万円）の確からしさを検証できない。 

加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、

納付を担当していた申立人の夫は既に死亡しているため、昭和 50 年における

特例納付の状況を確認できない。 

このほか、申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を特例納付したことを示

す資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 4853 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年12月から９年２月までの期間及び同年４月から10年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年 12月から９年２月まで 

② 平成９年４月から 10年３月まで 

    私は、会社を退職したことがきっかけで、平成 10年 11月ごろにＡ市役所

又は同市役所Ｂ出張所のどちらかに出向いて国民年金の加入手続を行い、

同年 12月ごろに自宅に送付されてきた納付書ですぐに納付したと思う。 

    納付した国民年金保険料額は 21 万円ほどであったが、Ａ市役所Ｂ出張所

に行って、高額なので減額できないかと相談した記憶があり、減額はでき

ないと言われたので、Ｃ郵便局の口座から現金を引き出し、同出張所で平

成８年 12月から 10年３月までの保険料 21万円をまとめて納付したと思う。

納付の際、同出張所の窓口で領収書を受け取ったが、枚数は覚えていない。 

    申立期間①及び②については、領収書を紛失しており、証明できる具体的

な書類は無いが、平成９年３月を含め、申立期間①及び②の国民年金保険

料をまとめて納付したと思うので、もう一度よく調べてほしい。   

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 10 年 11 月ごろにＡ市で国民年金の加入手続を行い、同年

12 月ごろに同市役所Ｂ出張所で、８年 12 月から 10 年３月までの国民年金保

険料を過年度納付したと申し立てている。 

そこで、申立人に係るオンライン記録を見ると、申立人は、申立期間①直

後の平成９年３月の国民年金保険料を、11年４月 22日に過年度納付している

ことが確認でき、申立内容と符合しない。 

また、過年度納付時点において、申立期間①の国民年金保険料は、時効に

より制度上納付することができず、申立期間②の保険料は過年度納付が可能



であるが、申立人が記憶している納付金額と符合しない。 

さらに、申立人は、平成 10年当時、過年度保険料の収納を行っていなかっ

たＡ市役所Ｂ出張所窓口で国民年金保険料を納付していたと陳述しており、

申立期間①及び②の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情が見

当たらない。 

加えて、申立人が過年度納付したとする平成 10 年 12 月は、基礎年金番号

導入後の時期であり、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られているこ

とから、社会保険事務所（当時）において事務的過誤が生じ申立人の納付記

録が失われた可能性は低いものと考えられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



大阪国民年金 事案 4854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年７月から 53年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年７月から 53年３月まで 

    私は、昭和 44年ごろ、22歳のときに店を開業した。しばらくして集金人

が店に来て、国民年金に加入しないといけないと勧められ、未納分の保険料

を納めて下さいと言われたので、その集金人に約２年分をさかのぼって納め、

その後は、同じ集金人に定期的に国民年金保険料を納付した。集金人は国民

健康保険の集金も兼ねていた。10 年ぐらいＡ市で商売をしていたが、事情

でＢ市に転居した。60 歳になり年金を掛け終え内容を確認すると、Ａ市で

掛けていた分がすべて消えているので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44年ごろ、22歳で店を開業したときに、国民年金に加入し、

約２年分の国民年金保険料をさかのぼって納め、その後は現年度納付していた

と主張しているが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金

手帳記号番号が 53 年９月ごろに払い出されていることが確認できることから、

申立人に係る国民年金の加入手続は、この時期に行われたものと推認され、申

立内容とは一致しないとともに、当該加入手続時点において、申立期間の大部

分は時効により、保険料を納付できない期間となる。 

また、Ａ市では、当時、国民年金及び国民健康保険の保険料に係る集金人は

兼務しておらず、過年度保険料も取り扱っていなかったとしており、このこと

は国民年金と国民健康保険を兼ねた集金人に対し、加入手続時期に約２年分の

国民年金保険料をさかのぼって納めたとする申立人の主張とは一致しない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

ほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容をすべて確認



したが、申立人に対して、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

加えて、申立期間は 11 年９か月に及んでおり、これほどの期間にわたり、

反復的に事務的過誤がなされたとは考え難いほか、申立期間の国民年金保険料

を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 4855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年３月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51年３月から同年 12月まで 

    私は、自営するために会社を退職した後、昭和 51 年３月末から同年４月

ごろにかけて、自分及び妻の国民年金の加入手続をＡ市役所で行い、夫婦共

に国民年金手帳を入手した。 

    加入手続をした月以降の国民年金保険料については、市役所から郵送され

てくる納付書を使って、私自身が夫婦の保険料を一緒に、未納期間を生じさ

せることなく金融機関窓口で納付しており、保険料を納付する都度、領収書 

を受け取っていた記憶もある。 

    現在、手元には昭和 56年度及び 57年度に係る私の領収書しか無く、今般

の申立期間に係る領収書については既に廃棄してしまったものの、それは私

が公的機関の記録管理を信用していたことによるものであり、そうであるに

もかかわらず申立期間が未納とされていることには納得できない。調査の上

納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る国民年金資格記録について、申立人が所持する国民年金手帳、

特殊台帳及びオンライン記録を見ると、いずれも資格取得日が昭和 51 年４月

１日となっていることが確認でき、この場合、申立期間のうち同年３月につい

ては未加入期間であることから、制度上国民年金保険料を納付することはでき

ない。 

   また、申立人は、昭和 51 年３月又は同年４月に、夫婦一緒に国民年金への

加入手続を行ったとしているが、申立人の国民年金の加入手続時期について国

民年金手帳記号番号払出簿を確認すると、申立人に係る国民年金手帳記号番号

が昭和 54年１月 23日に払い出されていることが確認できる上、同手帳記号番



号の前後の番号に存在する任意加入被保険者の資格取得日が、同年３月中であ

ることから、申立人については同年３月ごろに加入手続がなされたものと推認

でき、申立内容と一致しない。この場合、加入手続時点において、申立期間に

係る国民年金保険料は、制度上、既に時効のため納付することはできない。 

   さらに、申立期間当時、申立人と共に国民年金保険料を納付していたとする

申立人及びその妻の保険料納付記録について、それぞれＡ市の国民年金被保険

者検認台帳を見ると、申立期間は同様に未納である上、申立期間直後に当たる

昭和 52年１月から 53年３月までの保険料については、それぞれ 54年 12月に

過年度納付されていることが確認でき、このことは、51 年３月ないし同年４

月の加入手続月以降の保険料については、夫婦共に遅滞なく現年度納付してい

たとする申立内容と一致しない。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

ほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容をすべて確認

したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらず、ほかに申立人が保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書の控え等）は無く、当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 4856 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年 10月から 61年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月から 61年９月まで 

    私は、昭和 57 年９月末に会社を退職して以降、健康保険については健康

保険組合で任意継続被保険者として加入していた。しかし、59 年９月末で

２年間の任意継続被保険者期間が終了することに伴い、国民健康保険へ切替

え手続が必要となることが、あらかじめ分かっていたので、任意継続被保険

者期間が終了する少し前に市役所に行った。そこで、健康保険の切替手続を

行う際、窓口の職員から、「国民年金及び国民健康保険は同時に加入しなけ

ればならない。」という説明を受けたので、私は、その場で、家族の国民健

康保険及び夫婦の国民年金の加入手続を行った。 

また、加入手続時に、窓口の職員から、過去の国民年金保険料をさかのぼ

って納付できる旨の説明を受けたが、夫婦二人分の保険料をさかのぼって納

付すると金額が大きいので、結局さかのぼって納付することはしなかったと

記憶している。 

加入手続以降、私の国民年金保険料の納付は妻に任せており、妻からは、

妻自身の保険料と一緒に私の分についても、定期的に納付していたと聞いて

いる。ところが、納付記録を確認すると、申立期間については未納とされて

おり、納得できないので、調査の上納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 59年 10月より前の時期に、国民年金の加入手続を行ったと

しているが、申立人及びその妻に係る市の国民年金被保険者台帳を見ると、受

付日記載欄に、いずれも 61 年 10 月 21 日と記載されていることが確認できる

ことから、申立人及びその妻については、この時期に国民年金の加入手続が行

われたものと推認でき、申立内容とは一致しない。この点は、国民年金手帳記



                      

  

号番号払出簿において、申立人の国民年金手帳記号番号より前の加入者の手帳

記号番号は、同年７月 30 日に払い出されており、申立人の加入手続時期が、

この手帳記号番号の払出日以降であることと整合している。 

また、上記加入手続時点において、申立期間のうち、昭和 59 年 10 月から

61 年３月までの期間は、さかのぼって過年度納付することは可能な期間であ

ったが、申立人自身、加入手続時に過去の未納期間分の国民年金保険料をさか

のぼって納付できる旨の説明を受けたものの、遡及
そきゅう

納付を行わなかったとして

いることから、過年度納付がなされたとは考え難い。 

さらに、申立人及びその妻に係る市の国民年金被保険者台帳を見ると、とも

に昭和 62年 1月 28日付けで、市から未納者勧奨はがきが送付された事跡が確

認できる。この場合、少なくとも市が未納者勧奨はがきを送付した時点におい

て、制度上、国民年金保険料を遡及納付可能であった 59年 10月以降、既に納

付期限が到来していた 61 年９月までの期間のうち、いずれかの期間が未納と

なっていたことになり、このことは59年10月より前に加入手続を行って以降、

夫婦共に定期的に保険料を納付していたとする申立人の主張とは一致しない

ほか、上記台帳の検認記録欄及びオンライン記録によると、申立期間はいずれ

も未納である上、申立期間直後の 61年 10月の保険料から、定期的に現年度納

付している状況が確認できることから、申立人及びその妻は、同年 10 月に加

入手続を行い、加入手続月から現年度納付を開始したと考えるのが自然である。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

ほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容をすべて確認

したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料は

無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

大阪国民年金 事案 4857 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年８月から 59 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年８月から 59年 11月まで 

    私は、会社を退職後、昭和 49 年２月に結婚し、しばらくの間は国民年金

には加入していなかったが、55年 12月に転居後、自宅に来た集金人に勧め

られて国民年金に加入し、以後、国民年金保険料を納付するようになった。

加入手続をした時、集金人から「少し多額になるがさかのぼって納付すると

厚生年金保険の続きになる。私がしてきてあげるから。」と言われ、その後、

20 万円足らずを３回に分けて集金人に納めた記憶がある。私は、今まで申

立期間について、集金人に全額支払ったと思っていたので、ねんきん特別便

で未加入期間とされていることに驚いている。もっとよく調べて年金記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る国民年金記録を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号の前後

の手帳記号番号に存在する任意加入被保険者の加入日がいずれも昭和 61年 11

月であることが確認でき、申立人に係る加入手続はこの時期になされ、その際、

国民年金被保険者資格を59年12月１日にさかのぼって取得したものと推認で

きることから、55年末以降 56年にかけて加入手続を行ったとする申立内容と

は一致しない。 

また、この場合、申立期間は国民年金の未加入期間となり、制度上、国民年

金保険料を納付することはできない上、前述の加入手続時点において、申立期

間にさかのぼって国民年金の被保険者資格を取得していたとした場合におい

ても、申立期間の大部分は、既に時効によって制度上、納付できない期間とな

っており、特例納付制度も存在しなかった。 

さらに、Ａ市は、市の集金人について、過年度保険料の収納を取り扱って



                      

  

いなかったとしており、このことは、申立人が厚生年金保険の被保険者資格

を喪失した昭和 47年８月以降 55年 12月ごろまでの期間に係る国民年金保険

料について、過年度保険料となる期間分も含め、同年末以降３回にわたって

集金人に納付したとする申立内容とは相違する。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行

ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容をすべ

て確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情は見当たらず、ほかに、申立人が申立期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 4858 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年１月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年１月から 42年３月まで 

    私の実家は自営だったことから、私の両親は日ごろから私と４人の弟妹に

「退職金は無いけれども、年金だけはきちんと支払ってあるから。」と口癖

のように言っていた。加入当初、私の国民年金保険料は主に母に納付を任せ

ていたため保険料の納付をめぐる記憶は定かでないものの、母は、最初のこ

ろ、市の公民館へ行って保険料を納め、その後は自宅に来る市の集金人に定

期的に納めていたと記憶している。 

    国民年金に高い関心を持っていた両親が、当時家業を手伝っていた私の国

民年金への加入手続を行っていなかったとは考えられず、申立期間当時、私

の実家は国民年金保険料を納付できないような経済状態ではなかった上、私

の３人の弟妹については国民年金加入期間中に未納期間が無いことからも、

申立期間が未納とされていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年１月ごろに、両親が国民年金への加入手続を行ったと

しているが、申立人に係る国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国

民年金手帳記号番号が 42年 11月 30日に払い出されていることが確認できる

上、申立人が所持する国民年金手帳を見ると、同手帳の発行日付欄に

「42.12.11」の日付印が確認できることから、申立人については同年 12 月に

加入手続がなされたものと推認でき、申立内容とは一致しない。 

また、前述の加入手続時点において、申立期間の一部に係る国民年金保険

料は、制度上、時効により既に納付できなくなっていた上、それ以外の期間

については、過年度保険料としてさかのぼって納付可能であったものの、過

年度納付がなされたとすると、申立期間に係る保険料を、申立人の母親が、



                      

  

現年度保険料の収納しか行っていなかった市の集金人又は公民館に設置され

た出張検認窓口に対して納付していたとする申立内容と相違する上、申立人

が所持する国民年金手帳の検認記録欄を見ると、申立期間直後の昭和 42年４

月から同年 12 月までの期間に係る保険料が、上記加入手続月の翌月の 43 年

１月 18日にまとめて現年度納付されていることを踏まえると、申立期間に係

る保険料が過年度納付されたとは考え難く、申立人については、42 年 12 月

に加入手続がなされ、その当時現年度納付が可能であった同年４月以降の期

間に係る保険料から納付が開始されたと考えるのが自然である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金

手帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行

ったほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の内容をすべ

て確認したが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人は国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、申立期間

の保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え等)は

無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 4859 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年 12月から５年３月までの期間及び 11年 11月から 13年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年 12月から５年３月まで 

             ② 平成 11年 11月から 13年６月まで 

    私は、20 歳になったころは、国民年金に加入するつもりはなかったが、

両親に説得されたので、母に国民年金の加入手続をしてもらった。 

 その後、申立期間①について、両親に国民年金保険料の納付を促されたた

め、母が申立期間①を含む平成２年４月から５年３月までの保険料を一括し

て納付してくれた。母は領収証書を受け取っているはずであるが、詳しい事

情は分からない。 

 申立期間②については、領収証書が出てきたが、この期間も母が国民年金

保険料を納付してくれたのに、そこに領収印が無いことが分かり納得できな

い。 

 また、私の年金手帳を見ると、「はじめて被保険者となった日」が、私が

20歳となる前の昭和 61年５月１日となっている。このような無責任な対応

に強く不信感を抱いており、国民年金保険料を納付したのに領収証書に領収

印が無いのも役所の事務ミスである。 

申立期間がそれぞれ未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、申立人の母親が、申立人に係る国民年金の

加入手続を行った後、申立期間①を含む平成２年４月から５年３月までの国民

年金保険料を一括して納付してくれたと申し立てているが、詳しい事情は分か

らないとしており、納付期間の根拠を含めて申立内容が具体性に欠ける。 

 そこで、申立人に係る国民年金の加入時期を調査すると、申立人の国民年金



                      

  

手帳記号番号前後の被保険者の状況等から、平成４年５月ごろに加入手続が行

われたものと推定され、同年５月 29 日及び同年７月１日に、それぞれの時点

において、時効にかからず納付が可能な２年４月から４年３月までの国民年金

保険料をさかのぼって過年度納付するとともに、同年４月から申立期間①直前

の同年 11月までの保険料については、同年９月 11日、同年 11月 30日及び５

年３月 31 日に現年度納付していることが、具体的な納付日を含めて申立人の

オンライン記録により確認できるほか、申立期間①後も引き続き未納期間であ

ることなどを踏まえると、国民年金に加入後、申立人の母親が一括して納付し

てくれたとする保険料は、当該納付記録にある２年４月から申立期間①直前の

４年 11月までの保険料であったものと考えるのが自然である。 

 申立期間②について、申立人は、申立人が国民年金保険料の納付根拠である

と主張する社会保険事務所(当時)が発行した平成 11年 11月から 13年３月ま

での３枚複写の納付書、及びＡ市が発行した同年４月から同年６月までの同じ

期間に係る２枚の納付書（平成 13年 11月７日時点作成分及び 14 年２月８日

時点作成分）を所持しているところ、社会保険事務所の納付書については、１

枚目の｢領収済通知書(社会保険事務所保管用)｣、２枚目の｢領収控(金融機関控

え用)｣及び３枚目の｢納付書・領収証書｣がすべて残存するとともに、Ａ市の２

枚の納付書についても、｢納付書・領収書｣、｢収入報告書(市保管用)｣及び｢原

符(金融機関控え用)｣がそれぞれ残存しており、そのいずれの用紙においても

領収印欄は白紙の状態のまま、金融機関が保険料を受領したことを示す領収印

が確認できないことから、これらの納付書からは、申立期間②の保険料を納付

していたことをうかがうことはできない。 

 また、申立人は、申立期間①及び②に係る国民年金保険料の納付に直接関与

していない上、当該期間の保険料を納付してくれたとする申立人の母親も既に

亡くなっているため、納付をめぐる当時の事情は不明であるとともに、申立期

間①及び②当時は、収納事務の機械化により記録管理の強化が図られており、

申立期間①直前の納付記録及び申立期間②直後の免除記録に特段不合理な点

が認められないことからも、申立期間①及び②の納付記録のみが欠落する可能

性は極めて低いものと考えられる。 

 さらに、別の国民年金手帳記号番号の払出しの可能性について、オンライン

記録により各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人の母親が、

申立期間①及び②について国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 なお、申立人は、申立人の国民年金手帳に「はじめて被保険者となった日」

として、申立人の 20歳前である昭和 61年５月１日と誤って記載されているこ

とに強く不信感を抱くとともに、これに関連して、申立人が所持する納付書(領



                      

  

収証書)に領収印が無いことについても、同様に行政の事務的過誤によるもの

と主張しているが、年金手帳に記載された資格取得日は、国民年金の加入手続

の際における当時の区役所担当者による誤記の可能性がうかがえるものの、オ

ンライン記録では、申立人の国民年金被保険者の資格取得日は、申立人が 20

歳に到達した昭和 63 年＊月＊日と正しく記録されていることから、国民年金

保険料の収納事務に関して支障は無いものと考えられる。また、納付書(領収

証書)の領収印については、金融機関窓口の担当者が、保険料を受領した際に

すべての用紙に押印し、３枚一組の各用紙を切り離した上で、「納付書・領収

証書」のみが納付者に交付され、残りは関係機関において保管するものとされ

ていることから、区役所窓口における年金手帳への資格取得日の記載とは、取

扱機関及びその時期も異なり、直接関係しないものと考えられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 4860 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年５月から同年９月までの期間及び 44年 12月から 56年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年５月から同年９月まで 

             ② 昭和 44年 12月から 56年３月まで 

    申立期間①について、私は、この当時のことはよく覚えていないが、年金

手帳に国民年金の加入期間が記載されているので、会社を退職した昭和 42

年５月に、役所の窓口で、国民健康保険と一緒に国民年金の加入手続をして

いるのではないかと思う。 

    申立期間②について、昭和 44 年 12 月に会社を退職した時には、翌年の

45 年４月に結婚が決まっていたので、結婚後、しばらく落ち着いてから国

民年金に加入しようと思い、すぐには加入しなかったが、48年の春ごろに、

Ａ市Ｂ区役所の窓口で、会社を退職した 44年 12月まで加入期間をさかのぼ

って加入手続を行った。その時、職員から「今ならさかのぼって支払えます

よ。」と言われたことをはっきりと記憶しており、金額は覚えていないが、

同年 12 月までの「経過分」の国民年金保険料について、手書き納付書を何

枚か発行してもらい、２か月から３か月ごとに１年分に分割したものを、区

役所窓口又は同区役所内の銀行窓口において保険料を納付した。納付書は、

45年４月までの分は、結婚前の名字である「Ｃ」で、同年５月以降の分は、

結婚後の名字である「Ｄ」で発行してもらった。 

 また、その後の国民年金保険料は、口座振替で納付するまで、区役所から

送付されて来る納付書により、私が銀行等で納付してきた。 

    私は、年金手帳に国民年金の加入記録があるので、国民年金保険料を納付

しているものと安心していたのに、「ねんきん特別便」を見て、未納がある

ことを知り驚いた。社会保険事務所(当時)へ相談にいったところ、申立期間

が未納期間とされており、納得できない。 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続について、申立期間①当時のことは、よく覚

えていないが、申立期間②については、昭和 48 年の春ごろに、Ａ市Ｂ区役所

で加入手続を行ったと申し立てている。 

   そこで、申立人に係る国民年金の加入時期等を調査すると、申立人の国民年

金手帳記号番号はＢ区において払い出されており、その払出時期及び前後の任

意加入被保険者の資格取得日から、昭和 56 年９月ごろに加入手続が行われた

ものと推定される。したがって、加入手続が行われた時点で、申立期間①及び

②のうち、54 年６月以前の期間は、制度上、時効により国民年金保険料を納

付することができない期間であるとともに、時効にかからず納付が可能な期間

の保険料については、国庫金となる過年度保険料であるが、基本的に現年度保

険料の収納しか取り扱わない区役所窓口及びＡ市の公金のみを収納していた

とされる区役所内の銀行窓口において納付することができないものと考えら

れる。 

 また、申立人は、申立期間②直後の昭和 56 年４月から、申立人が口座振替

により国民年金保険料の納付を開始したとする直前の 62 年３月までの期間に

ついて、Ａ市発行の現年度保険料納付書による３か月単位の領収証書をすべて

所持しており、そのうち、当初の 56年４月から同年 12月までの３枚の領収証

書は手書き領収証書であり、57 年１月から同年３月までの印字された領収証

書とともに、区役所内の銀行窓口で納付したとみられる同年３月 31 日付けの

領収印が確認できることから、申立人は、この日に昭和 56 年度１年分の現年

度保険料をさかのぼって一括納付したことがうかがえるほか、昭和 57 年４月

以降の領収証書を見ると、銀行の領収印により、ほぼ３か月ごとに保険料を納

付していることが確認できる。このことは、申立人が国民年金に加入後、「経

過分」の保険料について、手書き納付書を何枚かに分割して発行してもらい、

区役所窓口又は同区役所内の銀行窓口で納付するとともに、その後の保険料は、

区役所から送付されて来る納付書により、銀行等で納付していたとする申立内

容において、国民年金に加入したとする時期及び保険料を納付したとする期間

を除いて一致している。この場合、申立人が認識する「経過分」の保険料とは、

加入当時における現年度期間の未納保険料を指していたものと考えられる上、

申立人が、職員から「今ならさかのぼって支払えますよ。」と言われたことは、

今なら当該年度当初である 56 年４月までさかのぼって納付することができる

という意味であったとみるのが自然である。 

   さらに、申立期間①の国民年金保険料について、申立人からは、納付したと

する具体的な陳述が得られないほか、申立人が、申立内容のとおり、昭和 48

年の春ごろに、国民年金の加入手続を行い、申立期間②の保険料を納付するた

めには、別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、国民年金手

帳記号番号払出簿の内容をすべて視認するとともに、オンライン記録により旧



                      

  

姓を含めた各種の氏名検索を行ったが、申立人に対して別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立期間①及び②は合計 11 年間以上に及び、これだけの長期間に

わたり、申立人の領収証書及び納付記録が毎回連続して欠落することは考え難

い上、申立人が当該期間について国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 なお、国民年金の加入記録については、国民年金の加入時期及び国民年金保

険料の納付の有無にかかわらず、基本的に 20歳に到達した日又は 20歳以上に

おいて厚生年金保険被保険者の資格を喪失した日に、国民年金被保険者の資格

を取得するとともに、60歳に到達した日又は 60歳前において厚生年金保険被

保険者の資格を取得した日に、国民年金被保険者の資格を喪失するものとされ

ている。したがって、国民年金の加入手続が行われた時点で、時効により保険

料を納付することができない期間等が存在する場合には、制度上、国民年金の

加入期間と保険料の納付済期間は一致しない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 4861 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年１月から同年３月まで 

    国民年金の加入については、区役所に勤めていた親戚の男性から加入を勧

められたので、当時、私自身は短大生であり、昭和 44 年４月からの就職も

決まっていたが、母親が任意加入手続をしてくれた。 

    申立期間の国民年金保険料については、加入手続の際に、母親が一括して

３か月分の保険料をその男性に納付したはずである。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿及びオンライン記録を見ると、申立人の国民年

金手帳記号番号は、昭和 48 年６月１日を国民年金強制加入被保険者資格の取

得日として、結婚後のＡ市において、同年７月ごろに払い出されたものと考え

られ、申立期間は、国民年金任意未加入期間となることから、制度上、国民年

金保険料を納付することができない。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手帳

記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行ったほ

か、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが、

申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

   さらに、Ｂ市Ｃ区役所保存の国民年金被保険者名簿を調査したが、申立人に

係る記録は確認できず、また、Ａ市役所保存の被保険者名簿を見ても、申立期

間の国民年金保険料を納付した事跡は確認できない。 

   加えて、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付を担って

いたとする申立人の母親は高齢のため、陳述を得ることはできず、申立期間の

保険料の納付等をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見い

だすことはできなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 4862 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 12 年２月及び同年３月、同年８月及び同年９月、13 年５月、

同年８月並びに 14 年１月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年２月及び同年３月 

             ② 平成 12年８月及び同年９月 

             ③ 平成 13年５月 

             ④ 平成 13年８月 

             ⑤ 平成 14年１月 

    国民年金の加入については、平成 10年 12月に会社を退職後、何らかの用

事で夫婦一緒にＡ市Ｂ区役所に出向いた際に、自分のみ国民年金の加入手続

を行ったはずである。 

    会社を退職後は自営業を営んでおり、国民年金保険料については、毎月、

１万 3,300円を銀行からの口座振替で納付していた。 

    申立期間①から⑤までのすべての国民年金保険料については、口座が残高

不足のために引き落としができなかったので、自宅に来た集金人へ、私ある

いは妻のどちらかが納付していたはずである。 

    当時の国民年金保険料の納付については、確定申告書の控えも残っている。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、自身が所持する確定申告書の控えを申立期間の国民年金保険料を

納付したことを示す有力な資料であると主張している。 

しかし、当該確定申告書の控えを見ると、平成 11 年から 14 年までの各年

の同申告書控えの社会保険料控除欄記載の国民年金保険料額は、いずれの年

とも、申立期間の保険料を納付したとした場合の金額と一致しない。 

また、申立期間は合わせて７か月間と短期間であるものの、既に国民年金



                      

  

保険料の収納等に係るオンライン処理化が導入された以降の期間であり、特

に平成９年１月以降は基礎年金番号導入に伴い、記録漏れ及び記録誤りなど

の可能性は低いとされており、申立期間の保険料の収納及び記録管理におけ

る事務的過誤が複数回も繰り返されたとは考え難い。 

さらに、オンライン記録を見ると、平成 14 年６月 13 日付けで過年度納付

書が発行されたことが確認でき、この場合、少なくとも 12年５月以降のいず

れかの国民年金保険料の未納分に対する過年度納付書と考えられ、申立人は、

申立期間の保険料については集金人へ納付していたとしているが、制度上、

集金人に過年度保険料を納付することはできず、陳述と符合しない。 

   加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料に係る集金人への納付方法及

び集金人の特徴等についての記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間の保険料の納付をめ

ぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなか

った。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 4863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年４月から６年４月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月から６年４月まで 

      国民年金への加入については、時期は定かではないが、自分自身で手続を

行ったと思う。 

      平成６年の春ごろ、妻に夫婦二人分の過去２年間分の保険料を納付したと

言ったことを記憶している。 

    したがって、その記憶から考えて、申立期間が申請免除期間及び未納期間

とされているのは納得できない。 

          

第３ 委員会の判断の理由 

 オンライン記録を見ると、申立人は、昭和 58 年 11 月１日に厚生年金保険

被保険者資格を喪失後、Ａ市Ｂ区において、61年６月 30日に、同年４月１日

を資格取得日として、国民年金手帳記号番号が払い出されるまでの２年５か

月間については、国民年金に未加入であり、また、手帳記号番号払出以降 60

歳到達までの間についても、すべて未納期間ないし免除期間となっており、

国民年金保険料を納付した実績は無い上、生活環境にも変化は無かったもの

と考えられることから、申立期間の２年１か月についてのみ保険料を納付し

たとする特段の事情は認められない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行っ

たが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

さらに、申立期間当時の住所地であるＡ市Ｂ区及びその後の転居先である

Ｃ市保存の申立人に係る国民年金被保険者記録を見ても、申立期間の国民年

金保険料の納付事跡は見られない。 



                      

  

加えて、申立人の妻は、申立人から過去２年間ほどの未納期間の国民年金

保険料を納付した旨を聞いたと主張するのみで、保険料の納付の時期及び納

付方法等に関して明確な陳述は無い上、申立人は既に他界しているため、申

立期間の保険料の納付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情

等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

大阪国民年金 事案 4864 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年７月から 46年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年７月から 46年 12月まで 

    国民年金に加入する必要があることは認識していたが、昭和 37年ごろは、

結婚及び出産等のため、すぐには手続に行くことができず、おそらく、子供

を出産して間もない 39 年ごろに、Ａ市役所に出向き、自分で加入手続をし

たと思う。 

    国民年金保険料については、毎月、町内会の集金担当者が自宅に来ていた

ので、その際に、町内会費等と一緒に保険料を預け、その集金担当者が取り

まとめて役場に納付してくれていた。 

    しかし、何らかの事情で国民年金保険料を納付できていなかった場合でも、

後日、集金担当者のところへ持参するか、又は、集金担当者が改めて徴収に

来てくれたので、納付を忘れることはなかったはずである。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は、

Ａ市において、昭和 49年 12月 24日に払い出されており、また、同市保存の

国民年金被保険者名簿を見ても、申立人に対する国民年金手帳交付日は同年

12 月４日と記載されており、この手帳記号番号の払出時点等においては、制

度上、申立期間の国民年金保険料を現年度納付することはできない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出当時は、第２回特例納付実施時

期に当たっており、申立期間の国民年金保険料を特例納付することは可能であ

り、また、特殊台帳を見ると、昭和 49年 12月 24日に申立期間直後の 47年１

月から同年 11月までの保険料について特例納付し、同年 12月から 49年３月

までの保険料について過年度納付していることが確認できるものの、申立人は、



                      

  

納付組織を通じて保険料を納付したと主張するのみで特例納付に関する記憶

は明確では無い。 

   さらに、上記の国民年金被保険者名簿を見ても、昭和 47 年１月以降の国民

年金保険料の納付事跡は確認できるものの、申立期間に係る保険料の納付事跡

は確認できない。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、オンライン記録により各種の氏名検索を行った

ほか、当時の住所地における国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行った

が、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

   このほか、申立人から申立期間の国民年金保険料の納付をめぐる事情を酌み

取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



大阪厚生年金 事案 7841 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年７月１日から 30年２月 28日まで 

 厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

Ａ社に勤務した期間の一部について、脱退手当金支給済みとの回答を受け

た。 

しかし、Ａ社には、昭和 27年７月１日から 33年２月 28日まで継続して

勤務しており、申立期間に係る脱退手当金については、請求手続はしてお

らず、受け取った記憶も無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金の請求手続はしておらず、受け取った

記憶も無いとしている。 

   しかし、オンライン記録によれば、申立人の脱退手当金は、Ａ社における最

初の厚生年金保険被保険者資格の喪失日である昭和30年２月28日から約１か

月後の同年３月 31日に支給決定されていることが確認できる。 

  また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を見ると、保険給付欄

に、脱退手当金を支給したことを示す「脱退手当金」の記載が有り、資格期間、

支給金額及び支給年月日はオンライン記録と一致している上、脱退手当金の支

給金額に計算上の誤りは無く、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

の申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記載されてい

ることが確認できるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人は、申立期間後もＡ社に継続して勤務していたとしていると

ころ、上記脱退手当金に係る支給決定後の昭和 31 年２月１日に同社で被保険

者資格を再取得している（本加入期間については、脱退手当金支給の記録無



し。）が、申立期間に加入記録の有る元従業員に照会した結果、一人から申立

人が一時退職した旨の陳述が有り、また、申立人の再取得時の厚生年金保険被

保険者台帳記号番号は、申立期間前とは別番号となっていることから、申立期

間に厚生年金保険被保険者資格の得喪手続が行われ、脱退手当金を受給したた

めに当該記号番号が異なっていると考えるのが自然である。 

加えて、申立期間当時は、通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年

金被保険者期間がなければ年金は受給できなかったことから、申立人が脱退手

当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7842 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年７月 12日から 33年３月 10日まで 

    日本年金機構の訪問調査で、Ａ社で勤務した期間が脱退手当金支給済みと

なっていることが分かった。 

しかし、Ａ社を結婚のため退職したが、脱退手当金の請求手続はしてお

らず、受け取った記憶も無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金の請求手続はしておらず、受け取った

記憶も無いとしている。 

しかし、オンライン記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保

険者資格の喪失日から約２か月後の昭和 33 年５月８日に支給決定されている

ことが確認できる。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載され

ているぺージを含む前後２ページに記載された女性従業員のうち、申立人と同

一時期（おおむね２年以内）に受給要件を満たし資格を喪失した 47 人につい

て脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給者は申立人を含め 19 人見ら

れ、そのうち 18 人が資格喪失後約６か月以内に支給決定されているほか、同

一支給日の受給者が複数散見されることを踏まえると、事業主による代理請求

がなされた可能性がうかがえる。 

また、Ａ社に係る前述被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支給を

意味する「脱」の表示が記されている上、脱退手当金の支給額に計算上の誤り

は無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、当時は、通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被



保険者期間がなければ年金は受給できなかったことから、申立期間の事業所退

職後の厚生年金保険被保険者期間が無い申立人が脱退手当金を受給すること

に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7843 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年ごろの数か月間 

             ② 昭和 41年ごろから同年９月 16日まで 

             ③ 昭和 41年 10月 20日から 42年ごろまで              

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。申立期間①については、弟の紹

介によりＡ社に入社し、数か月間、Ｂ業務に従事した。申立期間②及び③に

ついては、Ｃ社（現在は、Ｄ社）で、昭和 41 年ごろから 42年ごろまでの１

年６か月程度、Ｅ業務に従事したが、同社における厚生年金保険の加入記録

は１か月しかない。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が「Ａ社には弟の紹介で入社した。」と申し

立てているところ、オンライン記録において、当該弟のＡ社における厚生年金

保険の被保険者期間が、昭和 41 年３月 31 日から同年９月 16 日までであるこ

とが確認できること、及び申立人が同じ業務に従事していたことを覚えている

とする元従業員の陳述から判断して、時期は特定できないものの、申立人が申

立期間当時に、同社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、申立期間にＡ社で厚生年金保険の加入記録が有り、退職時には常務

取締役であった者は、「自分がＡ社に入社した昭和 41 年当時、３か月程度の

試用期間が有り、その期間は厚生年金保険に加入していない。」としており、

また、前述の元従業員は、「申立人の弟及び自身は新卒採用であったことから

試用期間は無かったが、申立人のように中途採用の場合、試用期間が有ったか

も知れない。」と陳述している。 



さらに、申立人は、上司及び同僚等の氏名を覚えていない上、申立期間の厚

生年金保険料控除についての明確な記憶が無く、このほかに、申立人の申立期

間①に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周辺事情等も見当たらない。 

申立期間②及び③については、申立人は、Ｃ社で勤務し、厚生年金保険に加

入していたと申し立てている。 

しかし、申立人は、「Ａ社を退社後、期間を空けずにＣ社に入社し、昭和 41

年ごろから 42年ごろに１年６か月間程度勤務した。」としているところ、申立

人がＡ社には弟の紹介で入社したとしていることから申立人の同社への入社

時期は、早くても申立人の弟が同社で資格を取得している昭和 41 年３月 31

日以降であると考えられるところ、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、同日以降に被保険者資格を取得している元従業員 37 人に照会

し 26 人から回答を得たが、申立人を記憶している者は無く、これらの者から

申立人の勤務実態等を確認することはできない。 

また、申立人のＣ社における雇用保険の加入記録は、厚生年金保険のオンラ

イン記録と一致している。 

さらに、申立人は、「Ｃ社へは妻と一緒に入社し、一緒に退社した。」と陳述

しているところ、オンライン記録で確認できる申立人の妻のＣ社での厚生年金

保険加入記録は、申立人の同記録と一致している。 

加えて、Ｄ社が作成し保管する社会保険に係る台帳においても、申立人の資

格取得日及び資格喪失日に係る記録は、オンライン記録に一致している。 

申立人の年金記録を見ると、申立人は、申立期間①、②及び③を含む昭和

37年９月から 61年６月までの期間について、国民年金に加入し、国民年金保

険料を現年度納付していることが確認できる（Ｃ社における厚生年金保険加入

記録の有る昭和 41年９月を除く。）。 

また、申立人は、上記期間において、町内会の婦人会の集金により、国民年

金保険料及び国民健康保険料を納付していたと陳述している。 

さらに、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料控除に係る

記憶は曖昧
あいまい

であり、このほかに、当該控除を確認できる関連資料及び周辺事情

も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7844 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年８月から 36年４月１日まで               

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社Ｂ支店（現在は、Ｃ支店）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が

無いとの回答を受けた。申立期間も同支店でＤ業務従事者として勤務してい

たので、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の陳述から判断して、時期は特定できないものの、申立人が申立期間当

時からＡ社Ｂ支店に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社Ｃ支店が保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険

者資格取得届の資格取得年月日欄には昭和 36 年４月１日と記載されており、

社会保険事務所の記録と一致する。 

また、前述の同僚は、「Ａ社Ｅ支店に昭和 33年ごろに入社したが、２年間

ぐらいは臨時雇用だったことから社会保険に加入しなかった。その後、登用

試験を受けて正社員になった 35 年１月から社会保険に加入した。同社では、

当時、Ｆ職以外で採用された者は、臨時雇用が一般的で、登用試験を受けて

正社員となった時に社会保険に加入した。」と陳述している。 

さらに、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間に被保険者記録の有る元従業員二人は、各人が記憶する入社時期か

ら 35 か月又は 37 か月後に厚生年金保険の被保険者資格を取得していること

が確認できることから、申立期間当時、同支店では、必ずしもすべての従業

員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

加えて、Ａ社Ｃ支店は、申立期間当時の状況は資料が無いため不明として

おり、同支店から申立人の申立期間に係る保険料控除等の状況は確認できな



い。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7845 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。          

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年９月１日から 24年４月 16日まで 

    夫の厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る加入記録が無いとの回答を受け

た。夫は申立期間も同社Ｂ工場に勤務していたので、厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社保管の申立人に係る昭和 48 年分退職所得申告書から、申立人が申立期

間のうち、20年 10月１日から 24年４月 16日までの期間、同社において勤務

していたことが確認できる。 

  しかし、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、

同工場は、申立人が被保険者資格を喪失した昭和 20 年９月１日に厚生年金保

険の適用事業所ではなくなっており、その後、22 年６月１日に再び厚生年金

保険の適用事業所となり、24年２月 20日に最終的に適用事業所ではなくなっ

ていることが確認できることから、申立期間のうち、20年９月１日から 22年

６月１日までの期間及び 24年２月 20日から同年４月 16日までの期間につい

ては、厚生年金保険の適用事業所ではない。 

  また、申立人の妻は、｢私は、申立期間中の昭和 21年４月に、Ａ社Ｂ工場に

入社したが、入社当時の事務室勤務者は、私、申立人、工場長及び経理担当者

の合計４人だった。｣と陳述しているところ、当該工場長及び経理担当者に係

る申立期間の被保険者記録を前述の被保険者名簿で見ると、二人とも申立人と

同様に未加入となっており、その資格喪失日は申立人と同一で、資格の再取得



日については、一人は申立人と同日、もう一人は申立人より 15 日早い日が記

録されている。  

  さらに、Ａ社及び同社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、健康保険整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られな

い。 

  このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7846 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年 12月 28日から 48年５月 28日まで 

② 昭和 48年５月 28日から 50年３月 31日まで 

③ 昭和 51年３月 18日から 52年３月 15日まで 

④ 昭和 52年９月１日から 53年２月１日まで 

⑤ 昭和 63年９月 27日から同年 12月１日まで 

⑥ 平成元年４月１日から同年８月１日まで 

⑦ 平成元年 12月１日から２年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間①については、Ａ社でＫ業務に１年以上従事したのち、退社の

数か月前からはＬ部門で勤務したのに、加入記録は申立期間前の約２か月し

かない。 

申立期間②については、Ｂ社でＭ業務に従事したが、加入記録が全く無

い。 

申立期間③については、昭和 52年３月までＣ社に勤務したのに、51年３

月までの加入記録しかない。 

申立期間④については、昭和 53年１月までＤ社に勤務したのに、52年８

月までの加入記録しかない。 

申立期間⑤については、昭和 63 年 11 月までＥ社（現在は、Ｆ社）に勤

務したのに、同年９月までの加入記録しかない。 

申立期間⑥及び⑦については、平成元年４月から２年３月までＧ社に勤

務したのに、元年８月から同年 11月までの加入記録しかない。 

申立期間もそれぞれの会社で勤務していたので、厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 



 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和 48 年５月 28 日までＡ社で勤務し、

厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社保管の失業保険被保険者資格喪失確認通知書を見ると、申立人

の資格喪失日は昭和 47 年 12 月 27 日と記載されており、厚生年金保険のオン

ライン記録と符合している上、同社は、「申立人の申立期間に係る保険料控除

の状況については不明である。」旨回答している。 

また、申立人は、「Ａ社では、Ｊ業務に従事した。」と陳述しているところ、

Ａ社は、「当社では、Ｊ業務は今も昔も行ったことはない。」としている。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

に被保険者記録が有る元従業員６人に照会し３人から回答を得たが、申立人を

覚えている者はおらず、申立人の申立期間に係る勤務実態等は確認できない。 

申立期間②については、申立人は、昭和 48 年５月 28 日から 50 年３月 31

日までＢ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、商業登記の記録から昭和 52年６月 25日に設立登記されて

いることが確認できる上、オンライン記録において、同社が厚生年金保険の適

用事業所となった記録は無い。 

また、申立期間当時のＢ社の代表取締役は連絡先不明であり、同人等から申

立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除の状況を確認することはでき

ない。 

なお、オンライン記録によると、申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年５

月 28日から同年６月 21日までは、Ｉ社での厚生年金保険加入記録の有ること

が確認できるところ、申立人は、「Ｉ社という会社に勤めた記憶は無いが、多

くの会社で働いたので、加入記録が有るのなら働いたのかもしれない。」と陳

述している。 

申立期間③については、申立人は、昭和 52 年３月までＣ社で勤務し、厚生

年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、申立人が同時期に入退社したとする元同僚について、Ｃ社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録を見ると、同人の資格取得日は昭和

51年２月２日、資格喪失日は同年３月 23日であり、申立人の同社での加入記

録とおおむね一致する。 

また、前述の被保険者名簿において、申立期間に被保険者資格が有る元従業

員８人に照会し２人から回答を得たが、１人（昭和 51年４月 21日に資格を喪

失）は、「申立人は、私より先に退職した。」と陳述し、１人（昭和 51年 11

月８日に資格を取得）は、「申立人のことは知らない。」と陳述しており、申

立人の申立期間における勤務は確認できない。 

さらに、Ｃ社は、「当時の資料は何も残っていない。」としていることから、



同社から申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除の状況を確認する

こともできない。 

なお、オンライン記録によると、申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年１

月 26日から同年２月 17日までは、Ｈ社での厚生年金保険加入記録の有ること

が確認できるところ、申立人は、「時期は覚えていないが、Ｈ社で働いたこと

がある。」と陳述している。 

申立期間④については、申立人は、昭和 53 年２月１日までＤ社で勤務し、

厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 52

年３月７日に資格を取得し、同年 12月９日に資格を喪失している元従業員は、

「申立人は、私より先に退社したと思う。」と陳述している。 

また、前述の被保険者名簿において、申立期間に被保険者資格が有る代表取

締役の子は、「申立人のことは覚えているが、申立期間当時、社会保険事務は

すべて私が行っており、手続が遅れたり誤った届出をしたことはない。」と陳

述しているところ、申立人に係る同名簿（単票）の記録から、昭和 52 年９月

10日付け（資格喪失日の 10日後）で申立人の健康保険被保険者証が社会保険

事務所に返納されていることが確認できる。 

申立期間⑤については、申立人は、昭和 63 年 12 月１日までＥ社で勤務し、

厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｆ社の社員名簿に記載されている申立人の退職日、同社が保管する

健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書に記載されている申立人

の資格喪失日及び雇用保険の記録で確認できる申立人の離職日は、いずれも厚

生年金保険のオンライン記録の資格喪失日と符合している上、同社は、「申立

人の申立期間に係る保険料控除については不明である。」旨回答している。 

また、申立人は申立期間当時の同僚の氏名を記憶していないため、Ｅ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録の有

る元従業員６人に照会し１人から回答を得たが、申立人を覚えておらず、申立

人の申立期間に係る勤務実態等は確認できない。 

申立期間⑥及び⑦については、申立人は、平成元年４月１日から２年４月１

日までＧ社でＮ業務の担当者として継続して勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、雇用保険の記録によると、申立人は、平成元年７月 24 日に資格を

取得し、同年 11月 30日に資格を喪失していることが確認でき、厚生年金保険

のオンライン記録とおおむね一致している。 

また、申立期間当時の代表取締役の妻は、「私は、Ｇ社で社会保険事務を担

当していた。申立人の名前は覚えているが、勤めていた期間までは覚えていな

い。当時勤務していたものはすべて正社員で、入社してすぐに厚生年金保険の

加入手続を行っていた。また、退職時も手続が遅れたことはない。」と陳述し



ている。 

さらに、申立人は、申立期間当時の同僚の名前を記憶していないため、Ｇ社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録

が有る元従業員９人に照会し３人から回答を得たが、申立人を覚えている者は

おらず、申立人の申立期間に係る勤務実態等が確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①、②、③、④、⑤、⑥及び⑦に係る保険料控

除を確認できる関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7847 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年３月１日から 38年８月１日まで 

 厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。私

は、高校を卒業した昭和 37 年３月１日から同社で勤務していたので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元従業員の陳述から判断して、期間は特定できないものの、申立人が

申立期間当時もＡ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、申立人が、Ａ社で一緒に勤務したとしている申立人の姉に同社での

厚生年金保険加入記録は無く、同人も、「Ａ社では、厚生年金保険に加入して

いなかった。保険料控除も無かった。また、当時、同社が厚生年金保険に加入

していたかどうかさえ知らなかった。」と陳述している。 

また、申立人が、Ａ社に入社した時に、既に勤務していたとする事務職の元

同僚（昭和 37 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得）について、同

社で勤務していた元従業員（昭和 35年 10月１日に厚生年金保険被保険者資格

を取得）は、「私が入社したときは既に勤務していた。」と陳述しているところ、

当該元同僚が同社で勤務する前に勤務していた事業所における厚生年金保険

被保険者資格の喪失日は昭和 35 年９月１日であることから、Ａ社では、申立

人を含む事務職の職員については、必ずしも入社後すぐには厚生年金保険に加

入させていなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7848 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年８月 26日から 43年３月 31日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同

社には、昭和 43年３月 31日まで勤務したので、申立期間も厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、雇用保険の記録によると、Ａ社における申立人の離職日は昭和 40

年８月 25日であり、厚生年金保険の記録と符合する。 

また、Ａ社は、平成 18年に解散しており、申立期間当時の元事業主も、「当

時の書類は一切持っていないし、申立人のことも覚えていない。」旨陳述して

いることから、同社等から申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除

の状況は確認できない。 

さらに、申立人が記憶している元同僚２人のうち１人は、「申立人がＡ社を

退社した日は覚えていない。」としている上、Ａ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿において申立期間に被保険者記録が有る元従業員 14 人に照会

し８人から回答を得たが、申立人を覚えている者はいない。 

なお、申立人は勤務した記憶は無いとしているものの、雇用保険の記録にお

いて、申立期間のうち、昭和 41 年２月 15 日から同年３月 19 日までは、申立

ての事業所と異なる事業所での被保険者記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7849 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年ごろから平成元年ごろまで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社でＢ業務従

事者として勤務していた。同じＢ業務従事者であった同僚に厚生年金保険の

加入記録があるのに、自分に加入記録が無いのはおかしいので、厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の事業主及び社会保険事務も担当していたとする元従業員の

陳述から判断して、期間は特定できないものの、申立人がＡ社で勤務していた

ことが推認できる。 

しかし、申立期間当時の事業主は、「申立期間当時の人事記録及び賃金台帳

などを保管していないため、申立人の申立期間における保険料控除については

分からないが、厚生年金保険を含む社会保険には、従業員の希望により加入さ

せていた。」と陳述している。 

また、申立人は、「同じＢ業務従事者であった同僚は厚生年金保険に加入し

ているのに、自分だけ加入記録が無いのはおかしい。」と主張しているが、Ａ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録によると、申

立人が同じＢ業務従事者であったと記憶している同僚３人のうち、２人は加入

記録が確認できるが、１人の加入記録は確認できない。 

さらに、申立期間当時の事業主及び前述の元社会保険事務担当者は、「社会

保険への加入を希望する従業員については、厚生年金保険と雇用保険をセット

で加入させていた。」と陳述していることから、申立期間に厚生年金保険の加

入記録が確認できる元従業員３人及び申立人の雇用保険の記録を調査したと



ころ、元従業員３人については、厚生年金保険の加入記録と符合する雇用保険

の記録が確認できたが、申立人に係る雇用保険の加入記録は確認できなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7850 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 48年２月から 56年 12月まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社で事業主と

して勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社で事業主として勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間当時に勤務していたとするＡ社は、オンライン記

録において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、同社の所在地を

管轄する法務局で商業登記の記録も確認できない。 

また、申立人が記憶している元従業員二人に照会したが、回答を得られず、

これらの者から申立人の申立期間における勤務実態等を確認することができ

ない。 

さらに、申立人は、「申立期間当時、社会保険及び経理の事務は、すべて社

会保険労務士に任せていた。」と陳述しているところ、当該社会保険労務士は

連絡先不明のため、同人から申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控

除の状況を確認することもできない。 

加えて、オンライン記録を見ると、申立人は、申立期間に国民年金に加入し、

申立期間のうち、昭和 48年２月から 49年９月までの期間並びに 50年４月及

び同年５月の国民年金保険料を納付し、51 年４月から 56 年 12 月までの期間

は申請により国民年金保険料の納付が免除されていることが確認できるほか、

前述の元従業員二人も、申立期間に国民年金に加入し、国民年金保険料の納付

等を行っていることが確認できる。 



このほか、申立人には、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について明確

な記憶が無く、保険料控除を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7851 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 58年 10月から 63年７月まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の加入

記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社（現在は、Ｂ社）でＦ職

の正社員として勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元従業員の陳述から判断して、期間は特定できないものの、申立人が

Ａ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、申立期間当時に社会保険事務を担当していたとする元従業員の一人

は、「Ｂ社の倉庫に保存してある申立期間当時の健康保険厚生年金保険被保険

者資格の取得届及び喪失届を確認したが、申立人の氏名は確認できなかった。」

と陳述している。 

また、当該社会保険事務担当者を含む複数の元従業員は、「Ａ社では、厚生

年金保険と雇用保険の加入手続をセットで行っていた。」と陳述しているとこ

ろ、雇用保険の記録及びオンライン記録から、複数の元従業員のＡ社における

雇用保険の資格取得日は、厚生年金保険の資格取得日と同一日であることが確

認できるが、申立人の同社における雇用保険の加入記録は確認できない。 

さらに、オンライン記録から、Ｂ社は、昭和 62 年７月１日付けで、Ｄ厚生

年金基金に加入していることが確認できるところ、同基金は、「当基金の加入

員記録に申立人の記録は無い。」としている。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録

から、申立期間から現在までに同社の事業主であったことが確認できる複数の

者に照会を行ったが、このうち一人は、「申立人のことは記憶しておらず、当



時の資料も無いため、保険料控除の状況は不明である。」と回答しており、ほ

かの者からは回答が得られなかったことから、これらの者から申立人の同社に

おける保険料控除等の状況を確認することもできない。 

また、前述の被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番は

無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7852 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年 11月４日から 49年１月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間につ

いて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から判断して、期間は特定できないものの、申立人が申立期間当

時にＡ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、申立人は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 47年 11

月４日を申立期間の始期としているが、同日付けで、同社において厚生年金保

険の資格を取得している者のほぼ全員が、同社の設立登記日である同年 10 月

26 日付けで雇用保険の資格を取得していることが確認できるところ、申立人

に同社での雇用保険の加入記録は確認できない。 

また、元従業員の１人は、「Ａ社では、給与の手取り額が多いほうがよいと

思う者は、無理をして厚生年金保険に加入しなくてよいと言われた。私が勤務

していた工場の従業員数は、40人ぐらいだった。」と陳述しているところ、Ａ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、同社が所有する二つの

工場に勤務していた被保険者数の合計が、最も多いときで 34 人であるほか、

同人が一緒に勤務していたと記憶している者の氏名が当該被保険者原票で確

認できないことから、同社では、申立期間当時、必ずしもすべての従業員を厚

生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

さらに、市町村の記録により、申立人は、申立期間に国民健康保険に加入し

ていることが確認できる。 

加えて、前述の被保険者原票において、申立期間の健康保険整理番号に欠番



は無く、同原票の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7853 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 19年２月から 20年９月まで 

      ② 昭和 32年ごろから 33年ごろまで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

申立期間①については、昭和 19 年の学校卒業と同時に、Ａ社Ｂ工場（当

時は、Ｃ社Ｄ工場、現在は、Ｅ社）に入社し、20年９月まで勤務した。 

申立期間②については、夫の死亡後、実家に帰った昭和 32 年ごろから、

姉の店を手伝い始めた 33年ごろまで、Ｆ社に勤務した。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社Ｂ工場で勤務し、厚生年金保険に加

入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社Ｂ工場が厚生年金保険の適用事業所となった記録は無く、同工

場が適用事業所となったのは、同工場がＣ社に返還された後の昭和22年10月１

日であり、申立期間は、適用事業所ではない。 

また、申立人は、同僚４人の名前を記憶しているが、申立期間当時に適用事

業所であったＣ社（本社）の健康保険厚生年金保険被保険者名簿にも、申立人

及びこれらの同僚の記録が無く、これらの者から、申立人の申立期間における

勤務実態等を確認することができない。 

なお、Ｄ共済組合連合会は、「Ａ社は旧令共済の対象事業所である。」とし

ていることから、Ａ社Ｂ工場も申立期間当時、旧令共済の対象事業所であった

と考えられる。 

申立期間②については、申立人は、Ｆ社で勤務し、厚生年金保険に加入して



いたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録によると、申立人が勤務したとするＦ社は、厚生年

金保険の適用事業所としての記録は無く、同社の所在地を管轄する法務局で商

業登記の記録も確認できない。 

また、近傍地で適用事業所としての記録が確認できる類似名称の事業所（１

か所）に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を調査したが申立人の記録は

確認できない上、同名簿に記録の有る元従業員３人に照会したが、申立人を知

る者はいない。 

さらに、申立人は、給与明細書等を保管しておらず、保険料控除についても、

記憶が無いとしている。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除を確認できる関連資

料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月 26日から 46年９月 21日まで 

ねんきん特別便により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録

が無いことが分かった。申立期間も同社に勤務し、Ｂ業務に従事していたの

で、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元従業員の陳述及び申立期間の一部に係る雇用保険の記録から判断

して、申立人が、申立期間のうち、昭和 44 年 11 月 26 日から 46 年８月 20 日

までの期間も、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、平成 13 年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間より後の４年から 13年までの期間に事業主であった者は、「申立

期間当時の資料は残っておらず、私の父である申立期間当時の事業主は高齢で、

何を聞いても分からないとのことなので、申立人の申立期間における保険料控

除については不明である。」と陳述している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に

被保険者記録の有る元従業員に照会したところ、申立人と同職種であったとす

る元従業員の一人は、「私は、Ａ社に昭和 45年６月から約１年から２年勤務し

たが、当時の事業主に対して、社会保険に一切加入させないでほしいとお願い

したので、厚生年金保険の加入記録があったとしても、最初の数か月だけだと

思う。」と陳述しており、オンライン記録を見ても、同人の同社における厚生

年金保険の加入記録は、昭和 45年６月 30日からの５か月であることが確認で

きる。 

さらに、申立人と同職種であったとする別の元従業員で、申立人と同日の昭

和 44 年 11 月１日に被保険者資格を取得後、同年 12 月 25 日に資格を喪失し、



Ａ社での被保険者期間が申立人と同じ１か月である者も、「実際には昭和 45

年３月まで勤務したが、厚生年金保険の加入記録は 44年 11月の１か月だけで

ある。」と陳述している。 

加えて、前述の元事業主は、「私の父である申立期間当時の事業主から、厚

生年金保険に加入させていなかった従業員もいたことを聞いたことがあるの

で、申立期間当時、すべての従業員を厚生年金保険に加入させていたわけでは

なかったと思う。」と陳述している。 

これらのことから、申立期間当時、Ａ社では、すべての従業員を厚生年金保

険に加入させていたわけではなく、勤務している従業員の被保険者資格を喪失

させることもあったことがうかがえる。 

また、申立人は、申立期間の一部において雇用保険に加入しているが、複数

の元従業員について、厚生年金保険及び雇用保険の記録を確認したところ、厚

生年金保険の加入期間に雇用保険の加入記録が無い者も確認できることから、

申立期間当時、Ａ社では、必ずしも従業員を両保険に同時に加入させていたわ

けではなかったことがうかがえる。 

さらに、前述の被保険者名簿を見ると、申立人の昭和 44 年 11 月 26 日の被

保険者資格の喪失に伴って、申立人の健康保険被保険者証が社会保険事務所

（当時）に返還されたことを表す「証返」の記載が確認できるほか、同名簿の

記録に不自然な点も見られない。 

加えて、申立人には、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について明確な

記憶が無く、申立人と同職種であったとする前述の元従業員二人も、「厚生年

金保険に加入していない期間に、保険料が控除されていたかどうかは分からな

い。」と陳述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年 10月５日から 43年３月 13日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ船に船長とし

て乗船していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に船長としてＡ船に乗り、船員保険ではなく厚生年金保

険に加入していたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間当時に乗船していたとするＡ船は、オンライン記

録において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、船員保険の適用

船舶としての記録も無い。 

また、申立人は、申立期間当時の事業主の氏名及び同僚一人の名字を記憶し

ているが、その連絡先は不明であるため、これらの者から申立人の申立期間に

おける勤務実態及び保険料控除の状況を確認することができない。 

このほか、申立人には、申立期間に係る厚生年金保険料の控除について明確

な記憶が無く、保険料控除を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7856 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月から 45年８月１日まで 

② 昭和 54年１月から 57年１月まで 

③ 昭和 57年１月から 60年 12月まで 

④ 平成２年１月から同年 12月まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間①はＡ社に、申立期

間②はＢ社に、申立期間③はＣ社に、申立期間④はＤ社に、それぞれ勤務し

ていたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社に勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、申立期間より後の昭和 51 年であり、申立期間は適用事業所ではな

い。 

また、Ａ社は、昭和 52年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立期間当時の事業主に照会したが回答を得られないため、これらの者から申

立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確認することがで

きない。 

さらに、申立人は、同僚の氏名を記憶していないため、Ａ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿において、同社が厚生年金保険の適用事業所とな

った昭和 51 年６月１日に被保険者資格を取得している元従業員５人のうち、

連絡先の判明した２人に照会したが、回答を得られないため、これらの者から

も申立人の申立期間における勤務実態等を確認することができない。 



加えて、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は確認できない。 

申立期間②については、自身も申立人と同じＦ職であったとする同僚の陳

述から判断して、期間は特定できないものの、申立人がＢ社にＦ職として勤務

していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社は、平成３年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主に照会したが回答を得られないほか、申立人が申立

期間当時の社会保険事務担当者であったとする同僚は既に死亡しているため、

これらの者から申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況を

確認することができない。 

また、前述の同僚は、同じＦ職であったとする元従業員６人の名字を記憶

しており、このうち４人については申立人も記憶しているところ、Ｂ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、当該６人のうち３人は加入記録

が確認できるが、申立人が記憶している２人を含む３人は加入記録が確認でき

ないことから、申立期間当時、同社では、すべてのＦ職の従業員を厚生年金保

険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

さらに、当該被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番

は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

申立期間③については、同僚の陳述から判断して、期間は特定できないも

のの、申立人がＣ社にＦ職として勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｃ社は、平成３年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立期間当時の事業主に照会したが回答を得られないため、これらの者か

ら申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確認すること

ができない。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

に被保険者記録の有る元従業員のうち連絡先の判明した二人に照会したとこ

ろ、自身もＦ職であったとする元従業員の一人は、「Ｆ職には、社員として勤

務する人と歩合給で勤務する人がいた。歩合給で勤務する人は社員ではないの

で、厚生年金保険に加入していなかった。」と陳述しており、当該被保険者名

簿を見ても、同人が歩合給で勤務していたと記憶している者の加入記録は無く、

申立人が自身と同じ勤務形態でＦ職として勤務していたと記憶している同僚

についても、その加入記録は確認できない。 

さらに、当該被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番

は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

一方、申立人は、申立期間にＣ社で厚生年金保険に加入していなければ、

同社と所在地が同じであり、事業主の親族が経営していたＥ社又はＨ社で加入

していたのではないかと主張している。 

しかし、Ｅ社は、オンライン記録において、厚生年金保険の適用事業所と

しての記録は無い。 



また、Ｈ社については、同社の申立期間当時の事業主は、「申立人のような

Ｆ職は、Ｃ社で雇用していた。Ｃ社で雇用していた従業員を当社で厚生年金保

険に加入させることはなかった。」旨陳述しており、Ｈ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿を見ても、申立人の記録は見当たらない。 

申立期間④については、申立人は、Ｄ社に勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたと申し立てている。 

しかし、事業主は、「申立期間に係る当社の賃金台帳を調査したが、申立人

の氏名は確認できないことから、申立人は申立期間には勤務していない。申立

期間当時の従業員数は５人ほどだったので、勤務していたのであれば覚えてい

るはずであるが、申立人のことは記憶に無い。」と陳述している。 

また、申立人は、同僚の氏名を記憶していないため、Ｄ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録の有る元従業員

二人に照会したが、回答を得られないため、これらの者から申立人の申立期間

における勤務実態等を確認することができない。 

さらに、申立人のＤ社における雇用保険の加入記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①、②、③及び④に係る保険料控除を確認で

きる関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7857（事案 4516の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34年５月１日から 35年３月 31日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ

社に勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

それで、年金記録確認第三者委員会に記録の訂正を申し立てたが、申立期

間当時の勤務は推認できるものの、厚生年金保険料控除についてまでは推認

できないとして、申立ては認められなかった。 

しかし、Ａ社に入社したときに、経理担当者から厚生年金保険被保険者証

を渡され、大切に保管するように言われたことを明確に記憶している。 

また、Ａ社を退職後、昭和 36 年４月にＢ社に入社したときに、同社の社

会保険事務担当者から、「あなたの年金は二つあるから一つを消しておい

た。」と言われたことを記憶しており、その時にＡ社における申立期間の加

入記録が消されたのではないか。 

これらの事情を考慮の上、再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、同僚の陳述から判断して、期間は特定で

きないものの、申立人が申立期間当時にＡ社で勤務していたことが推認できる

が、ⅰ）同社は、申立期間当時の従業員に係る資料を保管しておらず、申立期

間当時の事業主は既に死亡していることから、申立人の申立期間における勤務

実態及び保険料控除の状況を確認することができない、ⅱ）申立期間当時の経

理担当者は、「申立期間当時のＡ社の従業員数は約 60人であったが、男性社員

も女性社員も厚生年金保険に加入させないのが普通であった。」と陳述してお

り、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から確認できる申立期間当

時の被保険者数は８人から 10 人と少ないことから、同社では、必ずしも従業



員全員を厚生年金保険に加入させていたわけではないことが推認される等と

して、既に当委員会の決定に基づき、平成 21年 10月 23日付けで年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、「Ａ社に入社したときに、経理担当者から厚生年金保険被

保険者証を渡され、大切に保管するように言われたことを明確に記憶してい

る。」と主張している。 

しかし、申立期間当時の当該経理担当者に照会したが、同人は、「申立期間

当時は会社ができて間もないころで、保険料の半額を会社が負担しなければな

らない厚生年金保険に、新しく入ってきた人をすぐに加入させることはなく、

申立人に厚生年金保険被保険者証を渡した覚えもない。」と陳述している。 

また、申立人は、「Ａ社を退職後、昭和 36 年４月にＢ社に入社したときに、

同社の社会保険事務担当者から、『あなたの年金は二つあるから一つを消して

おいた。』と言われたことを記憶しており、その時にＡ社における申立期間の

加入記録が消されたのではないか。」とも主張している。 

しかし、申立期間当時の当該社会保険事務担当者は既に死亡しており、Ｂ社

も、「申立人が当社に入社した当時の状況については不明である。」としている

ことから、申立人の主張内容を確認することができない。 

また、日本年金機構Ｃブロック本部Ｄ事務センターは、「一般的に、二つあ

る年金を一つにするとは、被保険者が年金番号を二つ持っている場合に、これ

らを統合し、一つにまとめる行為を指す。」としており、事業主が、従業員が

過去に勤務した事業所に係る厚生年金保険の加入記録を取り消すことは考え

難い。 

そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7858 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年 10月１日から 51年７月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社Ｂ支店に勤

務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額がそれまでの９万 8,000円から

９万 2,000円に下がっているとの回答をもらった。同支店に勤務していた期

間は、給与額が上がることはあっても下がることは無かった。欠勤及び残業

も無かったので、標準報酬月額が下がっていることに納得できない。申立期

間の標準報酬月額を実際の報酬額に見合う９万 8,000 円以上の額に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、申立期間の始期である

昭和 50年 10月に、９万 8,000円から９万 2,000円に減額改定されているとこ

ろ、申立人は、Ａ社Ｂ支店に勤務した期間に給与が下がったことは無く、欠勤

及び残業も無かったので、申立期間の標準報酬月額が下がっていることに納得

できないと申し立てている。 

しかし、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、Ａ社及び同社が給与計

算事務を委託していたとするＣ社（現在は、Ｄ社）は、申立人の申立期間にお

ける給与額及び保険料控除額が分かる賃金台帳等の資料を保有していないと

していることから、これらの者から申立人の申立期間における給与額及び保険

料控除額について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間を

含む昭和 49年１月１日から 53年 12月 31日までの期間に厚生年金保険の資格

を取得した者のうち、自身の被保険者期間に標準報酬月額が減額された記録の



有る者及び申立人が記憶している同僚に照会したところ、16 人から回答が有

ったが、同社が、社会保険事務所（当時）に実際の給与額と異なる額で届出す

ることが有ったと回答した者及び自身の標準報酬月額が事実と相違している

と回答した者はいなかった。 

さらに、前述の被保険者名簿を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記載

内容に不備は無く、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正等の不自然な点も見られない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7859 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年４月５日から 35年２月 28日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、

申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ社Ｂ工場

でＣ業務等に従事し、その後同社Ｄ支店に異動して、Ｅ業務に従事してい

たので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元従業員の陳述から判断して、期間は特定できないものの、申立人が

申立期間当時に、Ａ社Ｂ工場及びその後に同社Ｄ支店で勤務していたことが推

認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和 32 年８月１日であり、申立期間のうち同日までは適用事業所では

ない。 

また、Ａ社が適用事業所となった昭和 32 年８月１日に被保険者資格を取得

している元従業員の一人で、同日前から同社に勤務していたとする者は、「昭

和 30 年８月に入社し、その後何度も社会保険に入るよう会社に依頼したとこ

ろ、しばらくして、給与から保険料が控除されるようになったので、やっと社

会保険に加入してくれたのだなと思ったことを記憶している。」と陳述してい

ることから、同社が適用事業所となる前は、保険料が控除されていなかったこ

とがうかがえる。 

さらに、申立人及び複数の元従業員の陳述から、申立期間当時の従業員数は

Ａ社Ｄ支店が６人から７人、同社Ｂ工場が 20人から 30人ぐらいであったと考

えられるところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申

立期間に被保険者資格を取得している者は、同社が適用事業所となった昭和



32 年８月１日に６人、33 年３月１日に１人の計７人のみであり、申立人及び

同人たちの陳述によると、これら７人はいずれも、資格を取得した時点におい

て同社Ｄ支店に勤務していた者であることから、申立期間当時、同社では、同

社Ｂ工場に勤務していた従業員を厚生年金保険に加入させていなかったこと

がうかがえる。 

加えて、前述の被保険者名簿を見ると、昭和 33 年３月１日に１人が被保険

者資格を取得した後は、申立期間より後の 36年９月に 19人が資格を取得して

おり、33年３月２日から 36年８月までの期間に資格を取得した者はいないこ

とが確認できるところ、当該 19 人のうちの１人は、「昭和 34 年４月からＡ社

Ｄ支店で勤務したのに、36年９月まで加入記録が無い。」と陳述していること

から、Ａ社では、当該期間においては、同社Ｄ支店に勤務することとなった従

業員についても、申立内容等から同社Ｄ支店に 34 年末から勤務していたこと

がうかがわれる申立人を含めて、厚生年金保険に加入させなかったことがうか

がえる。 

また、申立期間当時の事業主は、高齢のため聴取することができず、同人か

ら申立人の申立期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7860（事案 2454及び 4306の再々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 26年９月から 27年５月まで 

         ② 昭和 28年８月１日から 29年８月１日まで 

         ③ 昭和 31年９月１日から 32年７月 30日まで 

         ④ 昭和 35年１月 21日から 38年３月 30まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、

申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

申立期間①はＡ県Ｂ市Ｃ区にあったＤ社（現在は、Ｅ社）で、申立期間

②はＦ社Ｇ支店で、それぞれ勤務していたのに、加入記録が無いのは納得で

きないので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

また、申立期間③はＨ社で、申立期間④はＩ社で、それぞれ勤務してい

たので、年金記録確認第三者委員会に記録の訂正を申し立てたが、いずれも

申立期間における勤務は推認できるものの、厚生年金保険料控除についてま

では推認できないとして、申立ては認められなかった。しかし、同委員会の

この決定に納得できないので、今回、新たな資料等は提出できないが、改め

て審議の上、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ｂ市Ｃ区にあったＤ社で勤務し、厚生年

金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間当時に勤務していたとするＤ社は、オンライン記

録において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、同社の所在地を

管轄する法務局で商業登記の記録も確認できない。 



また、申立人は、事業主及び同僚の氏名を記憶していないため、これらの者

から、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確認するこ

とができない。 

一方、オンライン記録によると、申立期間において、Ｂ市Ｈ区を所在地とす

るＤ社が厚生年金保険の適用事業所となっていることから、申立人が同社で厚

生年金保険に加入していた可能性を考慮し、同社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録の有る元従業員に照会し 13

人から回答を得たが、申立人を記憶している者はいないほか、元従業員の１人

は、「Ｄ社は、Ｂ市Ｃ区に事業所は無かった。」旨陳述している。 

また、Ｅ社は、「申立期間当時の資料等は残存せず、申立人の申立期間にお

ける当社での在籍、勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況等は不明であ

る。」としており、同社から申立人の申立期間における勤務実態等を確認する

ことができない。 

さらに、前述の被保険者名簿を見ても、申立期間の健康保険整理番号に欠番

は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

申立期間②については、申立人は、Ｆ社Ｇ支店で臨時社員として勤務し、厚

生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｆ社人事総務部は、「当社では、申立期間当時の厚生年金保険の加

入者台帳及び得喪届を保管しており、これらの資料を調査したが、申立人の記

録は確認できなかった。」としている上、Ｉ健康保険組合は、「申立期間当時の

資料等は廃棄済みのため残存しておらず、申立人の記録を確認することができ

なかった。」としている。 

また、申立人は、同僚の氏名を記憶していないため、Ｆ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録の有る元従業員に

照会し 26人から回答を得たが、申立人を記憶している者はいない。 

さらに、申立人は、Ｆ社Ｇ支店で臨時社員として勤務していたと申し立てて

いるところ、同社で正社員となるまで臨時社員として勤務していたとする元従

業員は、「私は、臨時社員として勤務していた時には厚生年金保険に加入して

おらず、正社員として採用されて初めて厚生年金保険に加入した。」旨陳述し

ており、臨時社員から正社員に変わったとする別の元従業員も、「私の在籍当

時は、正社員ではない雇用形態の者として臨時社員及び季節社員が在籍してお

り、当該雇用形態の者は、厚生年金保険に加入していなかった。私も臨時社員

としてＦ社Ｇ支店で勤務した昭和 28年９月 20日までの期間は、厚生年金保険

に加入していなかった。」旨陳述しており、オンライン記録を見ても、同人が

同年９月 21日に同社で被保険者資格を取得していることが確認できる。 

加えて、Ｆ社Ｇ支店に正社員として昭和 29 年４月１日に入社し、前述の被

保険者名簿から、同日に被保険者資格を取得していることが確認できる元従業

員も、「臨時工の雇用契約というのは、数か月ほどの期間の定めのある雇用契



約であり、当該雇用契約の者は、失業保険に加入させることはあっても厚生年

金保険に加入させることはなかったはずである。」旨陳述している。 

また、前述の被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番は

無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除を確認できる関連資

料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間③に係る申立てについては、同僚の陳述等から勤務していたことは

推認できるものの、Ｈ社では、申立期間当時、厚生年金保険に未加入の従業員

がいたことがうかがえ、申立人の保険料控除を示す周辺事情等も見当たらない

等として、また、申立期間④に係る申立てについては、申立人が申立期間当時

にＩ社において正社員として勤務していたことが確認できず、厚生年金保険の

加入対象とはなっていなかったことがうかがえる等として、既に当委員会の決

定に基づき、平成 20 年 10 月 31 日付け及び 21 年 10 月２日付けで年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人から新たな資料等の提出は無く、保険料控除をうかがわせる新

たな周辺事情も見当たらない。 

そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7861 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 22年４月１日から同年 12月３日まで 

      ② 昭和 23年２月５日から 24年１月１日まで 

      ③  昭和 36年４月１日から同年 10月 26日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、

申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間①及び②については、高校卒業後、父の口利きでＡ社（現在は、

Ｂ社）Ｃ工場に入社し、昭和 22 年４月１日から受験のため退職した 23 年

12 月 31 日まで継続して同工場に勤務していたのに、加入記録は、22 年 12

月３日から 23年２月５日までの２か月しかないので、申立期間も厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

申立期間③については、Ｄ社に在籍しながら、Ｅ社でもＦ業務をしてお

り、両社から報酬を得ていたのに、Ｄ社での加入記録しかないので、Ｅ社

でも厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人は、申立期間もＡ社Ｃ工場で勤務し、

厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｇ社（Ｂ社のグループ企業の給与事務等を担当する会社）は、「申

立期間当時の人事書類及び賃金関係書類は保管していないため、申立人の申立

期間における勤務実態及び保険料控除の状況は不明である。」としている。 

また、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期

間に被保険者記録の有る元従業員に照会し４人から回答を得たが、申立人を記

憶している者はおらず、これらの者から申立人の申立期間における勤務実態等

が確認できない。 



さらに、申立人は申立期間当時の保険料控除額を含む報酬明細メモを所持し

ているが、記載されている報酬額は、前述の被保険者名簿に記載された申立人

の加入記録に係る標準報酬月額及び申立期間当時の元従業員等の標準報酬月

額と大きく乖離していることから、当該メモの記載をもって申立人の申立期間

における保険料控除を推認することは難しい。 

加えて、申立期間①については、前述の元従業員４人について、同人たちが

記憶している入社時期と前述の被保険者名簿における資格取得日とを比較し

たところ、入社時期に資格を取得している者はおらず、入社時期の７か月から

８か月後に資格を取得していることが確認できるほか、そのうちの１人は、「資

格の取得までの試用期間があったことを覚えている。」と陳述していることか

ら、Ａ社Ｃ工場では、申立期間当時、必ずしもすべての従業員を入社と同時に

は厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

申立期間③については、申立人は、Ｅ社でも勤務し報酬を得ていたので、同

社でも厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、申立人は申立期間当時

のＥ社の同僚等を記憶していないため、同社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿において申立期間に被保険者記録のある元従業員に照会し３人から

回答を得たが、申立人を記憶している者はおらず、これらの者から申立人の申

立期間に係る勤務実態及び保険料控除の状況が確認できない。 

また、当該被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番は無

く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る保険料控除を確認できる関

連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7862 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 40年２月 25日から同年 11月 25日まで 

          ② 昭和 41年４月 18日から 44年６月１日まで 

          ③ 昭和 44年 10月 25日から 47年２月 21日まで 

ねんきん特別便を確認したところ、Ａ社本店、Ｂ社及びＣ社における厚生

年金保険被保険者期間が脱退手当金支給済みとされていることがわかった。 

脱退手当金を請求した覚えも、受給した覚えも無いので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 45 年１月か

ら49年12月までに厚生年金保険被保険者資格を喪失した女性の同僚のうち３

人は、当時、事業主による代理請求があったことをうかがわせる旨を陳述して

いる。 

また、上記被保険者名簿において、同一の支給日に脱退手当金を受給してい

る複数の女性が散見されるところ、このうち３人の脱退手当金裁定請求書を見

ると、「最後に被保険者として使用された事業所」欄にはＣ社のゴム印が押さ

れているとともに、同社を管轄する社会保険事務所（当時）において同じ日付

で受け付けられていることが確認できる。 

さらに、当該脱退手当金は、上記３人の当時の住所地に近い金融機関におけ

る通知払い（隔地払）となっていることも確認できることなどから、申立人に

ついてもその委任に基づき、事業主による代理請求がなされた可能性が高いも

のと考えられる。 

加えて、申立期間後の厚生年金保険被保険者期間は、別の厚生年金保険被保

険者記号番号となっていることが確認でき、申立人が脱退手当金を受給したた



めに記号番号が異なっているものと考えられる。           

加えて、Ｃ社における健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、

脱退手当金が支給されたことを示す｢脱｣の表示が確認できる上、脱退手当金支

給額に計算上の誤りは無く、事務処理上、不自然な点は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年７月ごろから同年９月ごろまで 

             ② 昭和 52年 10月ごろから 55年８月ごろまで 

             ③ 昭和 60年９月ごろから平成元年６月ごろまで 

    申立期間①について、Ａ社を退職した後、Ｂ市にあったＣ社に入社し、社

会保険に加入させてもらった。同社の社長からは、「社会保険の加入手続は、

当社が委託した社会保険労務士が行った。」と聞いた記憶がある。 

    申立期間②について、Ｄ市に所在したＥ社がＧ区に設置した同社Ｆ支店に

３年程度、Ｐ職として勤務した。 

    Ｅ社Ｆ支店名のゴムスタンプを押した紙を今も所有しており、会社名及び

所在地が確認できる。 

    申立期間③について、Ｑ制度を利用して、Ｇ区のＨ社に所属しながら、Ｉ

市にあるＪ社Ｋ工場（現在は、Ｊ社Ｌ工場）へＰ職として出向し、勤務した。 

    当時、私はＪ社の担当者として「Ｍ社」へ仕事を発注し、よく打合せをし

ていた。また、休憩時間には、会社の敷地内でＪ社の社員とキャッチボール

をしたことも記憶している。 

    しかしながら、年金事務所の記録では、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無く、納得できない。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ｃ社における当時の仕事内容等を具体的に

記憶しており、申立期間当時の事業主の息子からも、「申立人と父親との間に

仕事上の付き合いがあったと思う。」旨の陳述が得られたことから判断すると、

申立人は、申立期間当時、同社に勤務していたことがうかがえる。 



   しかしながら、申立期間当時のＣ社の事業主は既に死亡している上、同社が

委託していたとする社会保険労務士の氏名及び所在も確認できないことから、

これらの者に申立人の申立期間における勤務の状況及び厚生年金保険料の控

除について事情照会を行うことができない。 

また、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間中

に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚に対して、申立人の申

立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について事情照会したも

のの、いずれも「申立人を記憶していない。」と回答していることから、申立

人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認することができなか

った。 

さらに、上記被保険者名簿には、申立期間当時の健康保険整理番号に欠番は

無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、当時の業務内容等を明確に記憶している上、

Ｅ社Ｆ支店のスタンプが押された書類を所持していることなどから、申立期間

当時、同社に勤務していたことがうかがえる。 

   しかしながら、申立期間当時の事業主からの回答が得られず、商業登記簿に

より確認できたすべての役員も所在が不明であるため、これらの者に申立人の

申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認すること

はできなかった。 

   また、申立人がＥ社Ｆ支店における同僚であったとして氏名を挙げた者に事

情照会したものの、「申立人がＥ社の社員であったかまでは記憶していない。」

旨を陳述しているほか、上記同僚の記録が確認できた同社Ｎ支店に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿から複数の同僚を抽出し調査したものの、これら

の者から申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除につ

いて具体的な陳述を得ることはできなかった。 

さらに、上記被保険者名簿において、申立期間当時の健康保険整理番号に欠

番は無く、記録に不自然な点も見当たらない。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   申立期間③について、申立人は、申立期間にＨ社に所属し、厚生年金保険に

加入していたと申し立てている。 

   しかしながら、申立人が申立期間当時在籍していたとするＨ社は、オンライ



ン記録において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は見当たらず、また、

同社の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も見当たらない。 

   さらに、申立人が出向していたとするＪ社Ｌ工場に事情照会したものの、「申

立期間当時の人事異動通知発令に係る記録において、申立人の氏名は見当たら

ず、他社からの出向で勤務した方の記録も保存していない。」旨回答している。 

   加えて、申立人がＪ社Ｋ工場における同僚として氏名を挙げた者の所在は不

明であるほか、申立人は、同社Ｋ工場のＯ部署で勤務していた同僚の氏名を覚

えていないと陳述しており、これらの者から申立人の申立期間における勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   なお、申立人が利用したとする「Ｑ制度」について、照会したが、当該制度

に関する回答は得られなかった。 

   また、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索

を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらなかった。 

   このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7864 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 40年５月１日から 42年３月１日まで 

私は、昭和 40年５月１日からＡ社で勤務した。しかしながら、社会保険

事務所(当時)に厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間の加入

記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 40 年５月１日からＡ社で勤務していたと申し立てていると

ころ、同社提出の賃金台帳によると、41 年 11 月１日に支給された同年 10 月

分給与以降の期間については、申立人の名前が確認できるものの、同年９月分

以前については、申立人の名前は見当たらず、同社の当時の事業主は、「昭和

41 年９月分以前の賃金台帳に申立人の名前は見当たらないので、申立人は同

年９月以前には当社に勤務していなかったと考えられる。」旨を回答しており、

複数の同僚の陳述からも同年９月以前の期間における申立人の在籍を確認す

ることはできなかった。 

一方、上記賃金台帳を見ると、申立人に支給された昭和 41 年 10 月分から

42 年２月分までの給与からは、厚生年金保険料は源泉控除されていないこと

が確認できる。 

また、当該賃金台帳によると、申立期間当時、Ａ社で勤務していた同僚の中

には、入社後約６か月間は、厚生年金保険料を源泉控除されていない者が複数

確認できることから、同社では、当時、必ずしも入社と同時に従業員を厚生年

金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

なお、上記事業主は、「当時、社会保険事務は事務担当者にすべて任せてい

た。」と陳述しているところ、申立期間当時の事務担当者は既に亡くなってい



るため、当時の事情を明らかとすることができない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

当時の健康保険整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たら

ないほか、申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立人の申

立期間における被保険者記録は確認できなかった。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7865 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50年６月 30日から同年７月１日まで 

私は、Ａ社に勤務していたが、昭和 50 年６月末日付けで同社を退職した

い旨の希望を伝えて退職した。しかしながら、社会保険事務所(当時)に厚生

年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間の記録が無いとの回答を受

けた。私が所持している源泉徴収票の退職日は、同年６月 30 日となってい

るので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を昭和 50年６月 30日付けで退職したので、同社における厚

生年金保険の資格喪失日は同年７月１日である旨を申し立てているところ、申

立人提出の同社に係る同年分給与所得の源泉徴収票によると、申立人の退職日

は、同年６月 30日と記載されていることが確認できる。 

しかしながら、雇用保険の記録及びＢ厚生年金基金提出の厚生年金基金加入

員資格喪失届によると、申立人の離職日及び退職日は昭和 50年６月 29日とし

て届出が行われていることが確認でき、当該記録は、オンライン記録における

厚生年金保険被保険者の資格喪失日と一致している。 

また、Ａ社の現在の事業主は、「当時の状況は不明であるが、当社が保管す

る出勤簿では、申立人の最終勤務日は昭和 50年６月 29日となっている。ただ

し、同年６月 30日は当社の公休日であった可能性がある。」旨回答していると

ころ、当該出勤簿を見ると、当時の在籍者には「公休」の押印が見られるもの

の、申立人欄には、当該「公休」の押印は確認できない上、申立人に係る同年

６月 30日の欄は斜線で抹消されている。 

さらに、当時、当該源泉徴収票を作成した公認会計士事務所の担当者は亡く

なっているため、申立人の退職日を確認することができない上、現在、Ａ社に



おける経理事務を上記公認会計士事務所から引き継いで受託している税理士

事務所は、「源泉徴収票の作成に当たっては、退職月は事業主に確認するもの

の、退職した日付までは確認することなく退職月の末日を記入することがある

ことから、実際の退職日と源泉徴収票に記載される退職日は異なることもあ

る。」旨回答している。 

これらのことから、申立人のＡ社における退職日を確認することはできず、

このほか、申立人が申立期間に同社に在籍していたことをうかがわせる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

一方、上記の源泉徴収票によると、「社会保険料の金額」欄には、４万 8,293

円と記載されており、当該金額は６か月分の社会保険料の合計額にほぼ符合す

る金額であるところ、Ａ社の現在の事業主及び同社が経理事務を委託している

労務管理事務所は、「Ａ社における社会保険料の控除方法は、申立期間当時か

ら翌月控除方式であり、源泉徴収票に記載されている社会保険料の金額は、昭

和 49年 12月から 50 年５月までの６か月分である。したがって、同年６月の

厚生年金保険料は申立人の給与から控除していなかった。」旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7866 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年８月 15日から同年 11月 25日まで 

             ② 昭和 32年３月 25日から 33年５月ごろまで 

             ③ 昭和 36年４月 16日から 37年５月 11日まで 

    申立期間①は、Ａ社でＢ業務従事者として約１年間勤務したのに、厚生年

金保険の加入記録は昭和31年５月１日から同年８月15日までとなっている。 

    申立期間②は、Ａ社を退職後に、Ｃ社で１年ぐらいは勤務したが、厚生年

金保険の加入記録が１か月間となっている。 

    申立期間③は、Ｄ社に勤務していた２年間は途中で退職することなく、継

続して勤務していたが、申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。 

申立期間①、②及び③について、厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社では約１年間勤務し、厚生年金保険に

加入していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社の元事業主提出の「失業保険被保険者離職証明書」を見

ると、申立人に係る失業保険の離職年月日は昭和31年８月15日となっており、

厚生年金保険の資格喪失日と一致している。 

また、申立人がＡ社における同僚として名前を挙げた者は、同社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿において被保険者記録が確認できず、さらに、

当該被保険者名簿から申立期間当時に在籍していた同僚を抽出して照会を行

ったものの、回答が得られた複数の同僚は、いずれも「申立人を記憶していな

い。」と回答しており、申立人の申立期間における在職について確認すること

ができなかった。 



加えて、Ａ社は、平成 10年４月 26日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっている上、申立期間当時の事業主は既に亡くなっているほか、その後の元

事業主も「申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除につい

ては、資料が無く不明である。」旨を回答している。 

また、上記被保険者名簿には、申立期間当時の健康保険整理番号に欠番は無

く、記録に不自然な点も見当たらないほか、オンライン記録において、申立人

の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立人の申立期間における被

保険者記録は見当たらなかった。 

さらに、申立人は、申立期間に係る保険料控除についての記憶は定かでなく、

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、Ｃ社で約１年間勤務し、厚生年金保険に加

入していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｃ社は、平成８年４月１日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっている上、同社の元事業主は、「当社は既に閉鎖しており、申立期間

当時の関連資料を保存していないため、申立人の申立期間における勤務実態及

び厚生年金保険料の控除については不明である。」旨陳述している。 

また、申立人はＣ社に一緒に入社したとする同僚の氏名を記憶しているもの

の、同人の所在は不明のため、事情照会することができないことから、同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当時の同僚を抽出して

調査したところ、回答の得られた同僚は、「私がＣ社に勤務していた時（時期

は不明）に、申立人はＥ店に勤務していた。」旨陳述しているところ、当該同

僚は昭和32年10月に厚生年金保険の資格を喪失していることから、申立人は、

少なくとも同年 10 月より前に同社を退職していた可能性を否定できず、ほか

の同僚も、「申立人の勤務期間及び退職日については不明。」としていることか

ら、申立人が申立期間において、同社に継続して勤務していたことを確認する

ことはできなかった。 

さらに、Ｃ社の元事業主も「申立期間当時の資料は保存していないため、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除については不明。」と回答して

いるほか、上記同僚からも、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除

について具体的な陳述は得られなかった。 

加えて、上記被保険者名簿には、申立期間当時の健康保険整理番号に欠番は

無く、記録に不自然な点も見当たらないほか、オンライン記録において、申立

人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立人の申立期間における

被保険者記録は見当たらなかった。 

また、申立人は、申立期間に係る保険料控除についての記憶は定かでなく、

このほか、申立人が申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



申立期間③について、申立人は、Ｄ社を昭和 37年 12月に退職するまでの約

２年間は同社に継続して勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立ててい

る。 

しかしながら、Ｄ社は昭和 46 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっている上、同社の元事業主及び当時の役員はいずれも亡くなっている

ため、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について

事情照会することができない。 

また、申立人は、申立期間当時の同僚の氏名を記憶していないことから、Ｄ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に在籍していた同

僚を抽出し、連絡先の判明した33名に文書照会を行い17名から回答を得たが、

いずれも申立人を記憶していないことから、申立人の申立期間における在職及

び保険料控除について確認することができなかった。 

さらに、オンライン記録によると、申立人と同様にＤ社における厚生年金保

険の加入記録に空白期間が生じている者が複数散見されたことから、これら同

僚に照会し、複数の同僚から回答が得られたが、それぞれ、「自身の都合で同

社を一旦
いったん

退職した。」旨陳述しているところ、当該同僚の中には同社で一旦資

格を喪失し、その後再取得するまでの期間は他社において厚生年金保険に加入

している者が確認できる。 

加えて、上記被保険者名簿には、申立期間当時の健康保険整理番号に欠番は

無く、記録に不自然な点も見当たらないほか、オンライン記録において、申立

人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立人の申立期間における

被保険者記録は見当たらなかった。 

また、申立人は、申立期間に係る保険料控除についての記憶は定かでなく、

このほか、申立人が申立期間③において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7867 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年４月 18日から 33年６月 10日まで 

    Ｂ社で勤務していた期間の厚生年金保険の加入記録を社会保険事務所（当

時）に照会したところ、申立期間の加入記録が確認できない旨の回答を受け

た。 

私は、前職のＡ社を退職して、引き続き翌日からＢ社に入社し、給与か

ら厚生年金保険料が控除されていた記憶があるので、申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は申立期間において、Ｂ社に勤務

していたことが推認される。 

しかしながら、申立人と同じ日付で資格を取得した同僚からは、「当時、会

社から、入社後すぐには健康保険と厚生年金保険には加入できない旨の説明を

受けた。」との陳述が得られたほか、ほかの複数の同僚からも同趣旨の陳述が

得られた。 

そこで、これら同僚のうち、Ｂ社への入社日を明確に記憶していた複数の同

僚について、入社日と資格取得日を調査したところ、同社での資格取得日は、

いずれも入社の約 11か月後から 14 か月後であることが確認でき、同社では、

入社から一定期間の経過後に、まとめて資格取得手続をしていたことがうかが

える。 

また、当時、社会保険及び給与事務を担当していた者からは、「昭和 30年代

は入退社が激しかったので、入社後すぐ厚生年金保険に加入させることはなく、

約１年間勤務した後、当時の支配人が個別に決定していた。自分自身の記録も

入社から１年後であり、厚生年金保険に加入していない者からは、保険料を給



与から控除していない。」と陳述している。 

さらに、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、当時

の代表取締役及び社会保険事務の責任者であった支配人も亡くなっているた

め、当時の事情を明かとすることはできなかった。 

加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立期間当時

の健康保険整理番号に欠番は無く、記録に不自然な点も見当たらないほか、オ

ンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、

申立人の申立期間における被保険者記録を確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 7868 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年７月５日から 50年 12月 31日までの期間 

           のうちの数か月間 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。 

    前の勤務先を退職した昭和 49年７月から、Ｃ市に帰る 50年 12月までの

間に、時期及び期間ははっきりしないが、数か月ほどＡ社で正社員としてＢ

職に従事した。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の代表取締役の陳述から判断して、時期は特定できないものの、申立人

が同社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、「当社では雇用保険と厚生年金保険は同時に加入させてお

り、雇用保険に加入していない者が厚生年金保険に加入することは有り得な

い。」としているところ、申立人の同社における雇用保険の被保険者記録は確

認できない。 

また、申立人は、自身の勤務期間について「１か月から２か月又は数か月程

度であったかもしれない。」としているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において申立期間に加入記録の有る元従業員二人は、「３か

月間の試用期間が有り、その間は厚生年金保険に未加入だったと思う。」と陳

述しており、申立人と同じＢ職であったとする別の元従業員二人も、「厚生年

金保険の資格取得日より前から勤務していた。」と陳述している。 

さらに、当該Ｂ職の元従業員二人の厚生年金保険の資格取得日は昭和 50 年

７月１日であるところ、同人たちが自身より先から入社していたとする者の資



格取得時期は 51 年２月であり、また、同人たちが同期入社であるとする者二

人の資格取得時期は、それぞれ同年７月及び 52年９月となっている。 

加えて、元従業員の一人が「パート及びアルバイトの従業員は厚生年金保険

に加入していない。」と陳述しているところ、前述Ｂ職の元従業員が「アルバ

イト的な事務員であった。」とする者は前述の被保険者名簿に氏名が確認でき

ない。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、必ずしも従業員全員を厚生年

金保険に加入させておらず、また、加入させる場合も、必ずしも入社と同時で

はなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社は、「申立期間当時の関係資料は残っていないため詳細は不明

であるが、厚生年金保険に未加入の従業員の給与から厚生年金保険料を控除す

ることは有り得ない。」としている。 

 このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7869（事案 5866の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 32年６月 15日から 33年９月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けたので、

年金記録確認第三者委員会に年金記録訂正の申立てを行ったが、認められな

かった。 

しかし、申立期間当時、職場の先輩に給与の額について不満である旨を話

したところ、厚生年金保険料等が控除されているためであると教えられたこ

とを思い出した。当該先輩に確認の上、申立期間について、厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ａ社の元従業員の陳述から判断して、申

立人が申立期間も同社で勤務していたことが推認できるものの、申立期間当時、

同社では従業員を入社後直ちに厚生年金保険に加入させていなかったことが

うかがわれること、及び同社は既に閉鎖しており、当時の事業主も死亡してい

るため同社から申立人の申立期間における勤務の実態及び厚生年金保険料控

除の状況について確認することができないこと等を理由として、既に当委員会

の決定に基づき、平成 22年３月 19日付けで年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

   今回、申立人は、申立期間当時、給与の額が少ないことに不満を持ち、Ａ社

の先輩社員にその旨を話したところ、同人から厚生年金保険料等の控除がある

ことを教えられたことを思い出したので、給与から保険料を控除されていたこ

とは間違いないと改めて主張している。 

   しかし、当該先輩社員に確認したところ、同人は、申立期間当時、申立人に



対して、給与から控除されるものがある旨の話をした記憶は有るとしているも

のの、「自分自身についても、年金の受給を始めるまでＡ社で厚生年金保険に

加入していたことを知らなかったので、当時給与から保険料を控除されていた

かについても認識していなかった。」と陳述していることから、同人の陳述の

みをもって、申立期間当時、申立人の給与から保険料控除が有ったと判断する

ことはできない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7870 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 46年４月１日から 48年４月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所(当時)に照会したところ、Ａ社

で勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

申立期間は、学校に通いながら、月に 25日間は 17時から 23時までＡ社

のＢ業務従事者として勤務していた。また、同社に採用されることが決まっ

た際、アルバイトではあったものの年金手帳を提出するよう説明を受けた記

憶も有るので、申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の現在の事業主（申立期間当時の事業主の子）の陳

述から判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年４月１日から 48

年２月５日まで同社で勤務していたことが認められる。 

しかし、申立期間当時、申立人の直属の上司であった者は、「私が申立人の

面接を行ったが、申立人は学生であったので、アルバイトとして採用したと記

憶している。正社員及び準社員は厚生年金保険に加入させていたが、アルバイ

トは厚生年金保険には加入させておらず、申立人の前任者も学生でアルバイト

であったので、厚生年金保険には加入させていなかった。また、Ａ社は厚生年

金保険料を控除しながら届出を怠るような事業所ではなかった。」と陳述して

いる。 

さらに、現在の事業主は、「アルバイトは、労働保険には加入させても、健

康保険及び厚生年金保険には加入させていなかったかもしれない。」としてお

り、元従業員３人も、「アルバイトであれば、厚生年金保険には加入していな

いと思う。」と陳述している。 



加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

に加入記録の有る元従業員のうち、連絡先の判明した 31人に照会し 12人から

回答を得たが、そのうち９人は自身の雇用形態を正社員とし、残る３人は不明

としており、アルバイトで厚生年金保険に加入している者は確認できなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7871 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

    住    所 ：  

                  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 18年 10月から 20年３月 20日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、

Ａ社Ｂ工場で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を

もらった。 

当該工場には、大学を卒業後にＣ業務従事者として採用され、昭和 18年

10 月から勤務したので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社Ｂ工場で勤務し、厚生年金保険に加入していたと

申し立てている。 

しかし、申立期間のうち、昭和 18年 10月から 19年６月１日までの期間に

ついては、労働者年金保険法が適用されており、同法は、工場及び炭坑で働く

男子の肉体労働者のみを対象としていたところ、申立人は、Ａ社Ｂ工場にＣ業

務従事者として採用されその後退職するまでＣ業務従事者の身分は変わらな

かったと陳述していることから、当該期間は、同法の対象者ではなかったもの

と認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 19年６月１日から同年 10月１日までの期間に

ついては、厚生年金保険法が施行されたことに伴い、男子の肉体労働者以外の

労働者についても適用が拡大されたものの、保険料の徴収開始前の時期であり、

被保険者期間には算入されない。 

一方、申立期間のうち、昭和 19年 10月１日から 20年３月 20日までの期間

については、厚生年金保険法の適用対象期間ではあるが、Ａ社は、申立期間当

時の人事記録等を保存していないため、同社から申立人の申立期間における勤



務状況及び保険料控除の状況を確認することができない。 

また、申立人は、申立期間当時の上司及び同僚等を覚えていないため、Ａ社

Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に被保険

者記録の有る元従業員に照会し、二人から回答を得たが、いずれも申立人を覚

えておらず、これらの者からも申立人の勤務状況について確認することができ

ない。 

なお、Ａ社Ｂ工場を管轄するＤ年金事務所は、「空襲により、社会保険事務

所の建物自体は焼失しなかったが、一部の被保険者名簿を焼失した。しかし、

焼失した名簿は、別に保管していた資料等により復元した。現在保管している

Ａ社Ｂ工場に係る被保険者名簿は復元されたものか否か不明であるが、申立人

に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿は原資料と照合しており内

容に問題は無い。」としており、当該名簿及び台帳記号番号払出簿の記録を見

ても不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7872（事案 3060の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25年４月から 29年まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所(当時)に照会したところ、Ａ市

にあった進駐軍施設であるＢキャンプ内でＣ業務従事者として勤務してい

た申立期間の加入記録が無いとの回答をもらったので、年金記録確認第三者

委員会に年金記録の訂正を申し立てたが認められなかった。 

 今回、新たに同僚３人の名前を思い出したので、申立期間について、厚生

年金保険被保険者であったことを認めてほしい 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人のＢキャンプ内における在職につ

いては推認できるものの、ⅰ）保存されている関連資料等では申立人の勤務実

態及び保険料控除の状況が不明である、ⅱ）Ｂキャンプでは、勤務する事業所

及び時期により厚生年金保険への加入の取扱いに差異を設けており、申立人に

ついては、何らかの事情により、厚生年金保険への加入を行わない取扱いをし

ていたと考えられる等として、既に当委員会の決定に基づき、平成 21 年２月

13日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人から、申立期間当時の同僚について、新たに３人の者の名字及

びおおよその年齢が申し立てられたことから、これらの条件に該当する者につ

いて渉外労務管理事務所関係索引簿で検索し、連絡先の判明した５人に照会を

行った。その結果、全員から回答が得られたものの、いずれも申立人が同僚と

する者ではなかった上、申立人のことを記憶している者もおらず、これらの者

から申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除の状況は確認できなか

った。 

このほか、申立人から保険料控除を示す新たな関連資料及び周辺事情の提示

は無く、ほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7873 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 24年６月４日から 25年６月３日まで 

             ② 昭和 25年６月３日から 26年４月５日まで 

             ③ 昭和 26年４月５日から 28年４月１日まで 

             ④ 昭和 28年４月１日から同年４月９日まで 

             ⑤ 昭和 28年４月９日から 30年４月８日まで 

             ⑥ 昭和 31年２月２日から同年 11月 20日まで 

             ⑦ 昭和 31年 12月 22日から 32年１月 21日まで 

    船員保険の加入状況について社会保険事務所(当時)に照会したところ、Ａ

船（申立期間①）、Ｂ船（申立期間②）、Ｃ船（申立期間③及び⑤）、Ｄ船

（申立期間④）、Ｅ船（申立期間⑥）及びＦ船（申立期間⑦）に乗っていた

期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

いずれの申立期間についても、船員手帳の記録から勤務していたことは確

かなので、船員保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の所持する船員手帳の記録から、申立人が申

立期間にＧ氏所有のＡ船に乗っていたことが確認できる。 

しかし、Ａ船が船員保険の適用事業所であった記録は見当たらない。 

また、Ａ船の船主は所在不明で、船長（申立人の父）は死亡している上、申

立人はこのほかに同僚等の名前を記憶していないため、これらの者から申立人

に係る保険料控除等の状況は確認できない。 

さらに、申立人は、申立期間に給与から船員保険料が控除されていたかどう

か分からないとしている。 

申立期間②については、申立人の所持する船員手帳の記録から、申立人が申



立期間にＨ氏所有のＢ船に乗っていたことが確認できる。 

しかし、Ｂ船が船員保険の適用事業所であった記録は見当たらない。 

また、Ｂ船の船主及び船長（申立人の次兄）は所在不明である上、申立人は

このほかに同僚等の名前を記憶していないため、これらの者から申立人に係る

保険料控除等の状況は確認できない。 

さらに、申立人は、申立期間に給与から船員保険料が控除されていたかどう

か分からないとしている。 

申立期間③及び⑤については、申立人の所持する船員手帳の記録から、申立

人が申立期間にＩ氏所有のＣ船に乗っていたことが確認できる。 

しかし、Ｃ船が船員保険の適用事業所であった記録は見当たらない。 

また、Ｃ船の船主であり船長であった申立人の長兄は死亡している上、申立

人はこのほかに同僚等の名前を記憶していないため、これらの者から申立人に

係る保険料控除等の状況は確認できない。 

さらに、オンライン記録から申立人の長兄の年金記録を照合したが、申立期

間に係る船員保険の加入記録は確認できない。 

加えて、申立人は、申立期間に給与から船員保険料が控除されていたかどう

か分からないとしている。 

申立期間④については、申立人の所持する船員手帳の記録から、申立人が申

立期間にＬ氏所有のＤ船に乗っていたことが確認できる。 

しかし、Ｄ船が船員保険の適用事業所であった記録は見当たらない。 

また、Ｄ船の船主及び船長（申立人の次兄）は所在不明である上、申立人は

このほかに同僚等の名前を記憶していないため、これらの者から申立人の保険

料控除等の状況は確認できない。 

さらに、申立人は、申立期間に給与から船員保険料が控除されていたかどう

か分からないとしている。 

申立期間⑥については、申立人の所持する船員手帳の記録から、申立人が申

立期間にＫ氏所有のＥ船に乗っていたことが確認できる。 

しかし、Ｅ船が船員保険の適用事業所であった記録は見当たらない。 

また、Ｅ船の船主は所在不明で、船長（申立人の長兄）は死亡している上、

申立人はこのほかに同僚等の名前を記憶していないため、これらの者から申立

人の保険料控除等の状況は確認できない。 

さらに、オンライン記録から申立人の長兄の年金記録を照合したが、申立期

間に係る船員保険の加入記録は確認できない。 

加えて、申立人は、申立期間に給与から船員保険料が控除されていたかどう

か分からないとしている。 

申立期間⑦については、申立人の所持する船員手帳の記録から、申立人が申

立期間にＪ社所有のＦ船に乗っていたことが確認できる。 

しかし、Ｊ社は、申立期間当時の賃金台帳等を保存していないため、申立人



の給与から保険料を控除していたか否かは不明としている。 

また、Ｊ社に係る船員保険被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録

の有る者７人に照会し４人から回答を得たが、そのうちの３人は、各自が所持

する船員手帳に記載された同社での雇入日と、船員保険の資格取得日との間に

３か月から７か月の期間が有るとしている。しかし、いずれの者からも、船員

保険に未加入であった当該期間の給与から保険料が控除されていたことをう

かがわせる陳述は得られなかった。 

さらに、申立人は、申立期間に給与から船員保険料が控除されていたかどう

か分からないとしている。 

このほか、申立人の申立期間①、②、③、④、⑤、⑥及び⑦に係る保険料控

除を確認できる関連資料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7874 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  昭和 58年７月から同年 11月まで 

             ②  昭和 59年８月から同年 10月まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。 

申立期間①は、Ａ社（現在は、Ｂ社）でＣ業務従事者として勤務し、申立

期間②は、Ｄ社でＥ業務をしていたので、申立期間について、厚生年金保険

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、元従業員の陳述から判断して、期間は特定できない

ものの、申立人がＡ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、別の元従業員は、「Ｃ業務は経験のいる仕事なので、様子見の期間

があったと思う。」と陳述しているところ、Ｂ社は、「申立人が勤務した期間は

不明であるが、申立期間程度の勤務であれば試用期間であったと考えられる。

当社では、試用期間中は厚生年金保険に加入させておらず、給与から保険料を

控除することも無い。なお、この取扱いは現在でも同じである。」としている。 

また、Ｂ社の現在の事業主（申立期間当時の事業主の子）は、「私は特例で

入社と同時に厚生年金保険に加入したが、通常は試用期間経過後に加入する。」

と陳述しており、別の元従業員の一人は、「私は昭和 45 年２月に入社したが、

２か月の試用期間経過後の同年４月から厚生年金保険に加入した。」としてい

るところ、オンライン記録により、同人のＡ社における資格取得日が昭和 45

年４月３日であることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

の健康保険整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 



申立期間②については、申立人提出の取引先担当者の名刺及びこれら取引先

担当者の陳述から判断して、期間は特定できないものの、申立人がＤ社で勤務

していたことがうかがえる。 

しかし、申立人は、Ｄ社では自身、社長及び部長の３人が勤務していたとし

ているが、これらの者の氏名を明確に覚えていない上、同社の元代表者に照会

文書を送付したが回答を得られず、これらの者から申立人の勤務実態や保険料

控除の状況を確認することができない。 

また、オンライン記録において、申立人が勤務したとするＤ社は、厚生年金

保険の適用事業所としての記録が確認できないところ、申立人は、前述のとお

り、同社で勤務していたのは自身を含めて３人であったと陳述していることか

ら、申立期間当時の厚生年金保険法の規定に照らし、強制適用事業所ではなか

ったと考えられる。 

さらに、Ｄ社の商業登記において、同社の役員となっている者について、Ｅ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で加入記録が確認できることか

ら、同名簿も調査したが、申立人の記録は見当たらない上、申立期間の健康保

険整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る保険料控除を確認できる関連資

料は無く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7875 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年 11月１日以前の期間のうち、１年以上 

の期間 

私は、期間は特定できないが、昭和31年11月１日以前の１年以上の期間、

学校に通学しながら、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していたが、当該期間に

おける厚生年金保険の加入記録が無い。 

納得できないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の弟の陳述から、申立人は、期間の特定はできないものの、昭和 31

年 11月１日以前にＡ社に勤務していたことが推定できる。 

しかし、Ａ社の申立期間当時の事業主は既に死亡しており、同社も「当時の

関係資料が残っていない。」と回答していることから、申立人の申立期間にお

ける勤務実態及び保険料控除の状況について確認することができない。 

また、申立人は、「Ａ社には、申立期間当時、父と二人の弟も勤務していた。」

と陳述しているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

申立期間において、申立人の父及び二人の弟の氏名が見当たらない上、健康保

険整理番号に欠番が無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

さらに、申立人は、「学校に通うため、ほかの従業員よりも終業時間が早か

った。」と陳述し、前述の申立人の弟は、「私と姉は、アルバイト扱いであっ

た。」と陳述していることを踏まえると、Ａ社は、必ずしもすべての従業員を

厚生年金保険に加入させていたわけではなく、申立人は、申立期間において厚

生年金保険に加入する雇用形態ではなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7876 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 53年４月１日から 54年３月１日まで 

         ② 昭和 54年３月１日から同年 12月 12日まで 

         ③ 昭和 54年 12月 12日から 55年７月１日まで 

     私は、昭和 53 年４月にＡ社に正社員として入社し、業務上の負傷が原因

で仕事ができなくなり、55年６月 30日に同社を退職した。 

    在職期間中は雇用保険に加入していたし、上記の負傷時には、労災保険の

給付も受けていたので、厚生年金保険にも加入していたと思う。申立期間を

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 53年４月１日からＡ社に勤務してい

たと申し立てている。 

しかし、申立人の母は、｢息子が申立期間前に勤めていた会社を昭和 53 年

２月に退職後、１年程度の期間が経過してから、私がＡ社の求人を見つけ、

息子に紹介した。｣旨陳述している。 

また、雇用保険の記録から、申立人は、昭和 53年３月２日に公共職業安定

所に対し求職の申込みを行い、同年３月９日から同年 11月８日までの期間に

おいて、申立期間前に勤務していた事業所に係る雇用保険の基本手当を受給

していることが確認できる。 

申立期間②について、雇用保険の記録から、申立人は、申立期間において

Ａ社に在籍していたことが確認できる。 

しかし、申立人のＡ社に係る雇用保険被保険者離職票を見ると、賃金額が、

日給及び時間給によって給与が支給される者に該当する欄に記載されている

ことが確認でき、同社の代表取締役は、｢申立人は、特別な事情により、一般



社員と同様の業務量をこなせなかったので、パート社員の扱いであったかも

しれない。パート社員であれば、社会保険に加入させていなかったので、保

険料は控除していないと思う。｣旨陳述している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立期間にお

ける健康保険整理番号に欠番が無く、同名簿の記録に不自然な点も見られな

い。 

申立期間③について、雇用保険の記録から、申立人は、申立期間において

Ａ社に在籍していたことが確認できる。 

しかし、申立人のＡ社に係る雇用保険被保険者離職票には、｢昭和 54 年 12

月 12 日から 55 年６月 30 日までの期間は、休業のため賃金の支払いなし。｣

と記載されており、申立人の母も、｢当該期間については、息子は、業務上の

負傷が原因で仕事ができなくなって会社を休んでいたので、給与は支払われ

ていなかった。厚生年金保険料を別途、事業主に支払ったこともなかった。｣

と陳述している。 

なお、申立人は、Ａ社に在職中、労災保険の給付を受けていたと申し立て

ているところ、管轄労働局の記録において、申立人の申立期間における労災

保険の給付に係る記録は確認できなかった。 

このほか、申立人が申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7877 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年４月１日から 22年６月１日まで 

             ② 昭和 25年 10月 23日から 31年５月 25日まで 

    私は、昭和 21年４月１日から 23 年２月 20日まで、Ａ社に勤務していた

が、21年４月１日から 22年６月１日までについては厚生年金保険の加入記

録が無い（申立期間①）。 

    また、昭和 25年 10月 23日から 31年５月 25日までの期間は、Ｂ社Ｃ支

店のＤ店、Ｅ店及びＦ店に勤務していたが、当該期間における厚生年金保険

の加入記録が無い（申立期間②）。 

    納得できないので、調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に昭和 21年４月１日から 22年６月

１日までの期間も勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、昭和 23年２月 20日に後述のＢ社Ｃ支店に事業を継承した

後、26 年４月１日に廃止されていることから、申立人の申立期間における勤

務実態及び保険料控除の状況について確認することができない。 

申立期間②について、申立人は、昭和 25年 10月 23日から 31年５月 25日

までの期間において、Ｂ社Ｃ支店のＤ店、Ｅ店及びＦ店に勤務していたと申し

立てている。 

しかし、Ｂ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同

社の店は、昭和 25年 10月 23日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

いることが確認できる。 

また、Ｂ社Ｃ支店の店の中には、昭和 25年 10月 23日以降、厚生年金保険



の適用事業所となっている店等がみられることから、オンライン記録により、

申立人が主張する勤務先名に類似した名称で検索したところ、「Ｇ店」及び「Ｈ

社」が申立期間において適用事業所であったことが確認できたが、両事業所に

係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、申立人の氏名は見当た

らない。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を見ると、申立

人は、昭和 25年 10 月 23日にＢ社Ｃ支店における被保険者資格を喪失してお

り、申立人が勤務を主張する事業所に係る記録は記載されておらず、オンライ

ン記録と一致している。 

申立期間①及び②について、申立人が記憶する同僚５人のうち、４人は死亡

又は所在が不明であり、残る１人は申立人を記憶しているものの、申立人が申

立期間後に勤務した店の代表取締役であることから、申立人の申立期間におけ

る勤務実態について確認することができない。 

また、Ａ社及びＢ社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

連絡先が判明した複数の被保険者に文書照会を行ったものの、申立人の申立期

間における勤務実態についての回答を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料控除を確認でき

る関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7878 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年７月から 57年２月までの期間のうちの約 

１年間 

私は、昭和 52年７月から 57年２月までの期間のうちの約１年間、Ａ社Ｂ

支店に勤務していた。しかし、当該期間については、厚生年金保険の加入記

録が無く、納得できないので、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 52年７月から 57年２月までの期間のうちの約１年間、「Ａ

社Ｂ支店」に勤務し、Ｃ業務を行っていたと申し立てている。 

申立人が勤務したと主張する「Ａ社Ｂ支店」は、Ｄ社グループ企業の人事機

能を担うＥ社の回答等から、Ｄ社（現在は、Ｇ社）の子会社であったＡ社（昭

和 53年６月１日にＡ社のグループ企業であったＦ社に吸収合併された。）の直

営店又は代理店であったものと推定できる。 

しかし、オンライン記録において、「Ａ社」は、厚生年金保険の適用事業所

としての記録は無く、類似事業所も同様に記録が無い。 

なお、Ａ社及びＦ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立期

間において申立人の氏名は見当たらず、また、健康保険整理番号に欠番が無く、

それぞれの名簿の記録に不自然な点も見られない。 

さらに、Ｅ社は、「Ａ社及びＦ社において、申立人が在籍していたという記

録は確認できない。」旨回答している。 

加えて、Ｅ社は、「申立期間当時、Ｃ業務従事者は業務委託契約を締結して

いたので、社会保険には加入させていなかった。」と陳述している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7879 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年５月１日から 43年５月１日まで 

私は、昭和 31年５月１日にＡ社に入社し、子供の出産を機会に 43年５月

１日に同社を退職したが、社会保険事務所（当時）の記録では、当該勤務期

間については、脱退手当金が支給されたこととされている。 

脱退手当金は請求も受給もしていないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

しかし、オンライン記録によると、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保

険者資格の喪失日から約 10か月後の昭和 44 年２月 14日に支給決定されてい

ることが確認できる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の氏

名は、昭和 43年 12月１日に旧姓から新姓に氏名変更されており、申立期間の

脱退手当金が 44年２月 14日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手

当金の請求に併せて氏名変更が行われた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人に脱退

手当金を支給したことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立

期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7880（事案 2795の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 16年４月１日から 19年 12月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。 

そこで、申立期間について年金記録確認第三者委員会に加入記録の訂正を

申し立てたが、当該期間の厚生年金保険料控除を確認できないなどとして、

申立ては認められなかった。 

しかし、申立期間については、Ａ社で社員として勤務したことは間違いな

く、申立期間当時の写真を提出するので、再度申立てを行う。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、Ａ社が名称変更したＢ社発行の身分証明書等から、時

期は特定できないものの、申立人がＡ社で勤務したことが認められるが、ⅰ）

Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、同社は、昭和 19 年

６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間のうち、同日以

前は適用事業所ではないこと、ⅱ）申立人が記憶する同僚は、いずれも同社に

おいて被保険者としての記録が無いほか、申立人及び同社の元職員が陳述する

申立期間当時における同社の職員数は 200人以上であるが、同名簿において確

認できる同年６月１日時点の被保険者数は 42 人であることから、当時、同社

では、必ずしも職員全員を厚生年金保険には加入させていなかったことがうか

がえるため、申立人の主張は認められないとして、既に当委員会の決定に基づ

き、平成 21年１月 30日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

今回、申立人から、申立期間当時のものであるとする写真が新たに提出され



ているが、申立人は、当該写真に写った人物の氏名を記憶しておらず、当該写

真から、申立人の申立期間における保険料控除の状況を確認できない。 

また、今回の調査において新たに氏名が判明した申立人の元上司は、上記の

被保険者名簿に氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 7881 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年 10月 31日から 35年４月１日まで 

             ② 昭和 38年 11月１日から 40年４月１日まで 

             ③ 昭和 42年 12月 30日から 45年 12月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①は、Ａ社に、申立

期間②は、Ｂ社（現在は、Ｃ社）に、申立期間③は、Ｄ社にそれぞれ勤務し

ていたのは間違いないので、申立期間について厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①について、申立人は、申立期間もＡ社に継続して勤務し、厚生年

金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間

に加入記録のある被保険者 55 人のうち、申立人を含む 52 人が昭和 34 年 10

月 31日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

また、上記被保険者名簿において昭和 34 年 10 月 31 日に厚生年金保険の被

保険者資格を喪失した 52 人のうち、所在が判明した 30 人に照会したところ、

回答のあった 14人のうちの４人は、資格を喪失した理由について、「会社が不

正行為をしたためである。」と陳述しており、そのうちの２人は、いずれも「昭

和 34年 10月 31日に資格を喪失した後も継続して勤務（１人は、昭和 35年１

月 31 日まで、もう１人は、同年４月１日まで勤務していたと陳述）していた

が、厚生年金保険は切れていた。」と陳述している。 

さらに、申立期間に厚生年金保険の加入記録の有る被保険者３人は、いずれ

も死亡又は所在が不明であるため聴取することができないことから、申立人の



申立期間における保険料控除等の状況について確認することができない。 

加えて、申立期間当時の事業主及び事業主の息子は、いずれも既に死亡して

おり、Ａ社の元従業員で、事業主の息子の妻に聴取したところ、同人は、「申

立期間当時の資料は残っていないので何も分からない。」と陳述していること

から、申立人の申立期間における保険料控除等の状況について確認することが

できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②について、申立人が記憶しているＢ社の所在地及び同社における

業務の具体的な陳述から判断すると、期間の特定はできないが、申立人が同社

に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社は、昭和 54年１月 31日に適用事業所ではなくなっており、申

立期間当時の事業主も不明である上、同社の事業を承継しているＣ社は、申立

期間当時の関連資料を保管していないため、申立人の申立期間における保険料

控除等の状況について確認することができない。 

また、申立人が上司であったとして記憶している元従業員及びＢ社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に加入記録のある元従業

員のうち、所在が判明した 24 人に照会したところ、回答のあった２人の合計

３人からは、申立人が申立期間に保険料を控除されていたことをうかがわせる

具体的な陳述を得ることができなかった。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間を含む昭和 38 年１

月から 40年 12月までの国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

に健康保険の整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点は見当たらな

い。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間③について、元同僚の陳述から判断すると、期間の特定はできない

ものの、申立人がＤ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、オンライン記録において、申立期間に厚生年金保険の加入記録の有

る元従業員のうち、所在が判明した 33人に照会したところ、回答のあった 15

人のうちの 10 人は、いずれも自身が記憶する退職日と厚生年金保険の資格喪

失日は一致していると陳述しており、そのうちの１人で、申立期間当時の社会

保険関係の事務を担当していた者は、「従業員の厚生年金保険の届出等は、適

正に行われていた。」と陳述している。 

また、申立期間当時の事業主は、既に死亡しており、Ｄ社の現在の事業主に

照会したが、回答を得ることができない上、申立人は、自身の紹介により同社

に入社した者として同僚二人の名字を挙げているが、オンライン記録によると、



当該同僚二人は、同社において厚生年金保険の加入記録は見当たらない上、個

人を特定することもできないことから、これらの者から申立人の申立期間にお

ける保険料控除等の状況について確認することができない。 

さらに、雇用保険の記録によると、申立人は、昭和 42 年 12月 29日に離職

しており、これは厚生年金保険の被保険者資格喪失日（離職日の翌日）と一致

している。 

加えて、Ｄ社に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には「証返

納 43.1.9」の記載があることから、申立人の健康保険被保険者証は、申立期

間中の昭和 43 年１月９日に返納されていることが確認でき、同原票の記載に

不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 7882 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年７月１日から 30年２月１日まで 

             ② 昭和 30年７月 13日から 42年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 25 年７月に叔父が経営していたＢ社に入社し、その後、Ａ社になり、

42 年６月に退職するまで継続して勤務していたのは間違いないので、申立

期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、複数の元従業員の陳述から判断すると、期間の特定は

できないものの、申立人がＡ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社が適用事業所となったのは、申立人が同社において厚生年金保

険被保険者資格を取得した日と同日の昭和 30 年２月１日であり、申立期間は

適用事業所でなかったことがオンライン記録により確認できる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申立人と同様に昭

和 30 年２月１日に被保険者資格を取得している元従業員のうち、所在が判明

した８人に照会したところ、回答した６人全員が資格取得日より前に入社した

としており、これらの者は、同社が適用事業所となるまで厚生年金保険に加入

しておらず、そのうちの３人は、「社長の奥さんが給与計算をしていたが、給

与明細書は無かったので厚生年金保険料が控除されていたかどうかは分から

ない。」と陳述していることから、申立人の申立期間に係る保険料控除の状況

について具体的な陳述を得ることができなかった。 

さらに、申立期間当時の事業主及び給与計算をしていた事業主の妻は、いず

れも既に死亡しており、申立人の申立期間における保険料控除等の状況につい



て確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②について、Ｃ業務従事者であった従業員の陳述から判断すると、

申立期間のうち、昭和 31年から 37年まで申立人がＡ社に勤務していたことが

推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、昭和 36 年

４月１日から 37 年５月４日まで厚生年金保険に加入していたことが確認でき

る上述の元従業員は、「申立人のほか、３人の後輩を記憶している。」と陳述し

ているところ、このうちの１人は、30年２月１日から 38年１月１日まで加入

していることが確認できるものの、ほかの２人は加入記録が無いことから、同

社では、必ずしも勤務していた者全員を一律に厚生年金保険に加入させていな

かったことがうかがえる。 

また、上述の元従業員は、「私が退職した後、時期は不明だが、申立人も退

職して、店の仕事に変わったと聞いている。」と陳述しているところ、Ａ社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、昭和 40 年 10 月１日から 46

年 12月１日まで加入していたことが確認できる元取締役は、「私が入社した時、

申立人は、個人事業の店として同社と取引があり、従業員ではなかったので厚

生年金保険には加入していなかった。」と陳述している。 

さらに、申立期間当時の事業主及び給与計算をしていた事業主の妻は、いず

れも既に死亡しており、申立人の申立期間における保険料控除等の状況につい

て確認することができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 7883 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年 12月から 37年３月 20日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会したとこ

ろ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答を受け

た。私は、昭和 33年 12月ごろ、新聞広告の求人募集で同社が経営するＢ店

のＣ業務従事者としてとして採用され、42 年７月まで９年間勤務したこと

は間違いないので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元総支配人の陳述から判断して、申立人が申立期間もＡ社で勤務していたこ

とが推認できる。 

しかし、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 35 年９月 10

日であり、申立期間のうち、同日以前は適用事業所ではないことがオンライン

記録により確認できる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に被保険者記録があり、

所在が判明した元従業員 26人に照会したところ、回答があった 14人のうち４

人は、「申立期間当時、Ｃ業務従事者のような職種については、厚生年金保険

に入社後すぐには加入していないか、全く加入していない者もいたのではない

か。」と陳述しているところ、回答があった 14人のうち６人は、同社が適用事

業所となる前から勤務していたと記憶しているが、そのうちの５人については、

申立人と同様に適用事業所となった時点において、すぐには厚生年金保険に加

入しておらず、17か月から 19か月後に厚生年金保険被保険者資格を取得して

いることがオンライン記録により確認できる。 

さらに、Ａ社は、昭和 59年 12月２日に解散しており、申立期間当時の事業



主も既に死亡しているため、申立人の申立期間における保険料控除等の状況を

確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 7884 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年４月１日から 30年５月１日まで 

             ② 昭和 32年６月 15日から 33年９月 15日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会したとこ

ろ、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答を受けた。申立期間①のＡ

社には、学校卒業後すぐからＢ社（現在は、Ｃ社）に転職するまで勤務して

いた。また、私は、昭和 33年 11月に婚姻したが、Ｂ社には、その１か月ぐ

らい前まで継続して勤務していた。申立期間①及び②の期間にいずれも勤務

していたのは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は昭和 26 年４月１日からＡ社に勤務し、厚生

年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 29年 10月９日

であり、申立期間のうち、同日以前は適用事業所ではないことがオンライン記

録により確認できる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立期間当時被保険

者記録のある元従業員のうち、所在が判明した３人に照会したが回答は得られ

ず、これらの者から申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除につい

て確認することはできない。 

さらに、Ａ社は、昭和 59年 12月２日に解散しており、申立期間当時の事業

主も既に死亡しているため、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控

除等の状況について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無



く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、昭和 33年 11月に婚姻する１か月くらい前

までＢ社に継続して勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立期間当時に被

保険者記録のある元従業員のうち、所在が判明した７人に照会したところ、回

答が得られた４人全員が申立人を記憶しておらず、申立人の申立期間における

勤務実態及び保険料控除をうかがわせる陳述を得ることはできなかった。 

また、Ｃ社は、「申立期間当時の資料は保管しておらず、当時の状況を知る

者もいないため、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除等につい

て確認することはできない。」と回答している。 

さらに、上述の被保険者名簿において、申立人が厚生年金保険被保険者資格

を喪失した昭和32年６月15日と同日に健康保険被保険者証が返納されたこと

が記載されており、同名簿の記録に不自然な点もうかがえない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金  事案 7885 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年８月３日から 39年６月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、夫

が事業主であったＡ社に勤務したうちの申立期間の加入記録が無いとの回

答を受けた。夫の記録はあるのに、私の記録が継続していないのはあり得な

いので、申立期間も厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の元従業員の陳述から判断すると、申立人が申立期

間にＡ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間

に厚生年金保険被保険者記録がある元従業員 66人のうち、所在が判明した 21

人に照会したところ、15 人から回答があり、そのうちの３人は「勤務途中に

抜けるようなことはあったと思う。」と陳述しており、ほかの１人は「申立人

は、朝からいることはあまりなかった。」と陳述しており、また、ほかの１人

は「申立人は、ちょっと来て仕事をして帰るという程度だった。」と陳述して

いる。さらに、商業登記簿によると、申立人は同社が設立された昭和 26 年４

月 10日から現在に至るまで取締役であったことが確認できる。 

これらのことから、申立人の申立期間におけるＡ社での勤務形態は、ほかの

従業員とは異なっていたものと考えられる。 

加えて、Ａ社は、申立期間当時の関係資料を保管していないため、申立人の

申立期間における保険料控除等の状況を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 7886 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月１日から 40年 12月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所（当時）に照会したと

ころ、申立期間の記録が無い旨の回答を受けた。申立期間はＡ社（現在は、

Ｂ社）に、Ｃ業務従事者として勤務しており、妻の出産のため、健康保険被

保険者証を使った時期でもあるので、厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の陳述から判断すると、時期は特定できないものの、申立人はＡ

社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社の人事担当者は、「当社は、昭和 35 年８月以降の厚生年金保

険の資格得喪届を保管しているが、申立人の資格取得届は見当たらない。また、

申立人のようなＣ業務従事者には、原則としてＤ健康保険に加入させていたよ

うだ。Ｄ健康保険は厚生年金保険に加入させる必要がないため、Ｅ職としても

給与の手取額が多くなるので喜ばれた。」と陳述している。 

また、申立人及び複数の同僚は、「申立期間当時、Ａ社の従業員数は、50人

から 100 人ぐらいだった。」と陳述しているところ、Ａ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者原票において、申立期間に厚生年金保険の加入記録がある被

保険者数は、最も多い時期（昭和 40 年 12 月）でも 34 人であることが確認で

きることから、当該事業所では申立期間当時、何らかの理由で一部の従業員に

ついて、厚生年金保険の加入手続を行わなかったことが考えられる。 

さらに、申立期間当時、Ａ社でＦ職として勤務していた別の同僚は、「申立

期間に人手が足りない時期があり、私の弟がＣ業務従事者として勤務してい

た。私には厚生年金保険の記録が残っているのに、弟には記録が残っていない



ので、当該事業所では職種によって厚生年金保険の適用に区別があったのかも

しれない。」と陳述しているところ、上述の被保険者原票において、当該同僚

の弟は、厚生年金保険の被保険者であった記録は見当たらない。 

加えて、申立人が、自身と同様にＣ業務従事者であったと記憶している同僚

３人は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において被保険者記録

が見当たらない。 

また、前述の被保険者原票には、申立期間の健康保険整理番号に欠番は無く、

同原票の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



大阪厚生年金 事案 7887 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 38年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月から 45年７月１日まで 

夫の厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に確認したところ、

申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。夫は昭和 37 年５月にＡ社

へ入社後、ずっと専務取締役として勤務していたので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る商業登記簿及び同社提出の役員一覧表によると、申立人は昭和

37 年５月 29 日から 46 年５月８日までの間、専務取締役として在籍していた

ことが確認できる。 

しかしながら、上記一覧表において、申立人と前後して取締役又は監査役に

就任した 12人を抽出調査したところ、このうち 11人は就任直後に厚生年金保

険の被保険者資格を喪失し、昭和 45 年７月１日にＡ社本社Ｂ部署において資

格を再取得するまでの間は、申立人と同様に厚生年金保険の被保険者記録は無

い。 

また、上記 12 人のうち、唯一取締役就任後に被保険者記録の確認できる者

の記録を見ると、取締役に就任した昭和 38年５月 29日に厚生年金保険の資格

を喪失し、同日付けで第四種被保険者の資格を取得していることが確認できる。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時は何らかの事情により、役員に

就任した段階で、いったん、厚生年金保険の被保険者資格を喪失させていたも

のと考えられる。 

一方、当時の事業主及び役員について調査を行ったものの、いずれも既に亡



くなっているか所在不明であることから、当時の役員に係る社会保険の取扱状

況及び申立人に係る保険料控除の状況について確認することができない。 

また、申立人の妻は、給与額、厚生年金保険料控除及び健康保険被保険者証

の交付については記憶にないとしている。 

さらに、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7888 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

 住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年３月１日から 50年６月１日まで 

             ② 昭和 50年６月１日から 52年１月１日まで 

社会保険事務所(当時)に、厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

Ａ社及びＢ社で勤務していた期間の記録が無いとの回答をもらった。 

申立期間①は、Ａ社経営のＣ店においてＤ業務従事者として勤務してい

た。 

申立期間②は、Ｂ社経営のＨ店においてＩ職として勤務していた。 

申立期間①及び②を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、昭和 42年５月 10日にＡ社に入社し、その

後、50 年５月 31 日までＤ業務従事者として勤務していたとしているところ、

申立人提出の、49 年５月６日付け勤続７年表彰状により、少なくとも当該表

彰状授与日の同日までは勤務していたことが推認される。 

   しかしながら、Ａ社では、当該表彰状授与日の１か月後（昭和 49 年６月３

日時点）に作成された「一般従業員在籍表」には申立人の名前の記載は無いこ

とから、それ以降の在職は確認できないとしている。 

   また、Ａ社は、上記一般従業員在籍表以外の賃金台帳等の資料は保管してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除については不明としてい

ることから、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から 71 人を抽出

し、所在の判明した 27人に照会し、17人から回答を得たところ、申立期間に

申立人が勤務していたことを覚えていた同僚が３人いたものの、申立人の申立

期間における保険料控除に係る陳述までは得られなかった。 

   さらに、Ａ社は、「申立期間当時は、必ずしもすべての従業員を厚生年金保



険に加入させていたわけではなかった。」としているところ、複数の同僚から

も、「厚生年金保険の加入は、事務職及び幹部職員が対象で、しかも希望制で

あったので、従業員全員が加入していたわけではなかった。」旨の陳述が得ら

れ、双方の陳述内容は符合している。 

   加えて、申立人が名前を挙げた同職種の前任者及び申立人と一緒に次の会社

であるＢ社に移籍した同僚については、Ａ社における厚生年金保険被保険者の

記録は無い。 

   そこで、上記の一般従業員在籍表に名前の記載のある同僚 126 人について、

Ａ社への入社日と厚生年金保険加入状況等を突き合わせて調査したところ、同

社で被保険者記録の有る者は 70人にとどまり、そのうち 44人については入社

日から一定期間を経過後（最短１か月、最長 127か月）に厚生年金保険に加入

していることが確認でき、同社の陳述及び同僚照会で得られた回答と符合して

いる。 

   また、Ａ社に係る上記被保険者名簿を見ると、申立期間当時の健康保険の整

理番号に欠番は無く、さらに、同名簿の記載内容に遡及
そきゅう

訂正等の不自然な点も

うかがえないほか、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等

による検索を行ったが、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者として

の記録は無い。 

   なお、上記被保険者名簿を見ると、「Ｅ職関係職員のみ適用とする。」との記

載があり、このことについて日本年金機構Ｆブロック本部Ｇ事務センターでは、

「Ａ社が昭和 45 年３月１日から厚生年金保険の新規適用事業所となる際の調

査において、Ｅ職関係職員以外の者については、適用対象となる被保険者資格

要件に該当しなかったため、その旨を注釈したものと思われる。」旨回答して

おり、少なくともＡ社が適用事業所となった当時は、Ｅ職関係職員以外の者は

厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがわれ、このことは、上述の

同社及び同僚の陳述内容とも符合している。 

   申立期間②について、申立人提出の昭和 51年７月 10日発行の業界紙にＢ社

経営のＨ店のＩ職として申立人の名前が記載されていることから、期間は特定

できないものの、申立人が同社で勤務していたことが推認できる。 

   しかし、オンライン記録において、Ｂ社は、厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は見当たらない。 

   また、申立人が名前を記憶していた事業主及び同僚はいずれも所在不明のた

め、申立期間当時の勤務実態及び保険料控除の状況について確認することがで

きない。 

   さらに、申立人は申立期間において、保険料が控除されていたという記憶は

無く、健康保険被保険者証をもらった記憶も無いと陳述している。 

   加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記録は



無い。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において事業主により給与から厚生年

金保険料を控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7889 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32年２月１日から 48年７月１日まで 

             ② 昭和 48年９月３日から 54年７月１日まで 

             ③ 平成４年６月１日から７年４月１日まで 

私は、申立期間①の昭和 32 年２月から 48 年６月までＡ社に勤務した。

社会保険庁（当時）に記録されている標準報酬月額の総じて倍額の給与を

得ており、退職時の給与は 21 万円だったが、標準報酬月額は 10 万 4,000

円となっている。 

また、昭和 48年９月から平成７年４月１日までＢ社に勤務した。勤務期

間中に減給等は全くなく、初任給は 16万円で、徐々に 20万円に上がった。

しかし、社会保険庁の記録は、昭和 48年９月の資格取得時の標準報酬月額

が７万 6,000円となっており、また、52年 10月及び 53年 10月、平成４年

７月に標準報酬月額が下がっているので、申立期間②及び③の標準報酬月

額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立期間①について、申立期間当時にＡ社Ｃ支店において厚生年金保険被保

険者資格を取得している同職種の同僚８人の標準報酬月額の記録を見ると、申

立人と同額又はほぼ同額であることが確認でき、また、その後の定時決定等に



おいても申立人とほぼ同様な標準報酬月額で推移しており、申立人の標準報酬

月額のみが低い額とされている事実はうかがえない。 

さらに、オンライン記録によると、申立期間①のうち、昭和 33年 10月から

35年４月、同年８月から 40年４月、42年 10月から 44年 10月及び 46年９月

から同年 10 月までの各期間に係る申立人の標準報酬月額は、当時の標準報酬

月額等級の上限額（12等級１万 8,000円、20等級３万 6,000円、23等級６万

円及び 28等級 10万円）となっていることが確認できる。 

加えて、申立期間当時、Ａ社Ｃ支店勤務であった者から提出のあった当時の

給与明細を検証したところ、同人の給与から源泉控除されている厚生年金保険

料に基づく標準報酬月額は、各月とも同人のオンライン記録上の標準報酬月額

と一致している上、同人からは標準報酬月額が相違している旨の陳述はなかっ

たほか、同社Ｃ支店、同社Ｄ支店及び同社Ｅ支店の各支店に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿を見ても、標準報酬月額が遡及
そきゅう

して訂正された形跡は認

められず、記録に不自然な点も見当たらない。 

また、Ａ社は、平成 10年 10月１日にＦ社と特定合併し、Ｇ社として新設さ

れたものの、11 年＊月＊日に経営破綻
は た ん

しているため、申立期間当時の賃金台

帳等を保存していない上、申立期間①について、申立人の主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、Ｂ社における初任給は 16万円で徐々に 20

万円になったにもかかわらず、社会保険庁の記録では資格取得時の標準報酬月

額が７万 6,000円となっている上、昭和 52年 10月及び 53年 10月に標準報酬

月額が下がっていると申し立てている。 

しかし、Ｂ社提出の当時の健康保険厚生年金被保険者資格取得確認及び標準

報酬決定通知書によると、申立人の昭和 48 年９月３日付けの資格取得時の標

準報酬月額は７万 6,000 円で決定されていることが確認でき、また、同社は、

「人事記録により基本給は判明するものの、標準報酬月額には時間外手当及び

通勤手当を加算するので申立人の標準報酬月額は不明。」と回答している。 

さらに、申立人と同様に昭和 48 年入社の同僚８人のオンライン記録を見る

と、入社時の標準報酬月額は６万円から８万円となっており、その後の定時決

定等においても申立人とほぼ同様な標準報酬月額で推移していることが確認

でき、申立人の標準報酬月額のみが低い額とされている事実はうかがえない。 

申立期間③について、申立人は平成４年７月に標準報酬月額が 28 万円から

22万円に下がったことが納得できないとしている。 

しかし、Ｂ社提出のＨ厚生年金基金加入員標準給与決定通知書によると、定

時決定により申立人の標準給与は平成４年10月１日から22万円に変更されて

いることが確認できる。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から抽出調査した同僚



は、「Ｂ社は、一次定年のため、57歳となった年の翌年から給与は約３割減と

なった。」と回答しているところ、オンライン記録を見ると、23 人のうち 18

人が申立人と同様に 57 歳になった年の翌年に標準報酬月額が下がっているこ

とが確認できる。 

さらに、申立期間②及び③について、上記同僚は、「当時、支給されていた

給料額については覚えていないが、自分の社会保険庁の記録に間違いがあると

は思っていない。」旨回答しているほか、上記被保険者名簿を見ても、標準報

酬月額が遡及して訂正された形跡は認められず、記録に不自然な点も見当たら

ないほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7890 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年１月２日から 37年１月 26日まで 

             ② 昭和 38年８月 26日から 39年５月１日まで 

             ③ 昭和 44年６月１日から 46年６月１日まで 

             ④ 昭和 47年 10月１日から 48年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間①、②、③及び④の期間の加入記録が無いとの回答をもらった。 

申立期間①及び②について、私は、昭和 36 年１月２日にＡ社に入社し、

Ｂ業務従事者として 39年４月 30日まで勤務していたので、申立期間①及び

②を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

また、申立期間③及び④について、昭和 44 年６月１日にＣ社（現在は、

Ｄ社）Ｅ支社に入社し、Ｆ業務従事者として 48年２月 28日まで勤務してい

たので、申立期間③及び④を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、Ａ社に勤務していたときの同僚とし

て４人の名前を挙げているところ、１人は既に死亡し、２人は所在不明であり、

唯一回答の得られた１人は、「申立人は、Ａ社に勤務していたが、勤務期間及

び厚生年金保険料控除についてまでは分からない。」と陳述しており、申立期

間①及び②における勤務実態及び保険料控除については確認できなかった。 

また、申立人は、Ａ社での勤務期間中に撮影したとするスナップ写真を複数

枚提出しているが、いずれも撮影時期が不明であり、申立期間①及び②におけ

る勤務を確認するには至らなかった。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（Ａ社Ｇ支店は厚生



年金保険適用事業所ではなく、同社は、Ｇ支店勤務職員については、Ｈ本社で

加入させていた。）から、同僚 30 人を抽出し、所在の判明した 15 人に文書照

会したところ、申立人が勤務していたとする同社Ｇ支店の同僚２人を含む 11

人から回答を得られたものの、申立人について記憶の有る者はいなかった。 

また、上記同僚照会において回答を得られた 11 人のうち５人とは、文書回

答に加え電話による事情聴取もできたところ、４人は自身の入社日、被保険者

資格の取得日及び保険料控除に係る記憶は無いとしているものの、同社Ｇ支店

勤務であった１人は、「自分の入社日は昭和 36年５月１日であるが、被保険者

資格の取得日は、入社５か月後の同年 10 月 26 日となっている。」と陳述して

いることから、Ａ社では、必ずしも入社後直ちに厚生年金保険に加入させてい

たわけではなかったことが推認される。 

さらに、Ａ社は、昭和 43 年８月１日に適用事業所ではなくなっており、事

業主も所在不明であることから、申立人の申立期間における勤務実態及び保険

料控除について確認することができなかった。 

加えて、上記被保険者名簿において、健康保険の整理番号に欠番は無い上、

記録に遡及
そきゅう

訂正等の不自然な点も見当たらないほか、オンライン記録において、

申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立人の申立期間に係

る被保険者記録は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見

当たらない。 

申立期間③及び④について、申立人は、Ｃ社Ｅ支社に勤務していたと陳述し

ており、同僚として３人の名前を挙げているところ、２人は所在不明で、唯一

回答の得られた１人は、「申立人は、確かに同社Ｅ支社に勤務していたが、勤

務期間及び厚生年金保険料控除についてまでは分からない。」と陳述しており、

申立期間における勤務実態及び保険料控除については確認できなかった。 

また、申立人は、Ｃ社Ｅ支社での勤務期間中に撮影したとするスナップ写真

を複数枚提出しているが、いずれも撮影時期が不明であり、申立期間における

勤務を確認するには至らなかった。 

そこで、Ｃ社Ｅ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、同僚

36人を抽出し、所在の判明した 11人に文書照会したところ、８人から回答を

得られたものの、申立人について記憶の有る者はいなかった。 

また、Ｄ社Ｈ部門は、「当社保管の昭和 46年３月３日付けの『Ｉ職採用報告

書』に申立人の入社年月日は同年２月 17 日との記載がある。また、当社保管

の『社会保険料徴収カード』において、申立人の資格取得日は同年６月１日及

び資格喪失日は 47 年 10 月１日との記録が確認できる。」と回答しているとこ

ろ、当該記録はオンライン記録と一致している。 

さらに、同部門は、「申立期間当時は、複数の社内資格を取得しないと社会



保険には加入させないという社内規程があったため、社会保険加入は入社の一

定期間経過後となる者が多かった。」と陳述している。 

加えて、上記被保険者名簿において、健康保険の整理番号に欠番は無い上、

記録に遡及訂正等の不自然な点も見当たらないほか、オンライン記録において、

申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立人の申立期間に係

る被保険者記録は見当たらなかった。 

このほか、申立人が申立期間③及び④において、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年７月から 42年５月まで 

    私は、昭和 41年７月から 42年５月までＡ社に勤務していたが、社会保険

事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、加入記

録が無い旨の回答を受けた。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社に勤務し、厚生年金保険に加入し、健康保険

被保険者証を渡された記憶もあるとして申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、社会保険事務所の記録において、厚生年金保険の適

用事業所としての記録は無く、同社の所在地を管轄する法務局において商業登

記の記録も確認できない。 

また、申立期間当時の事業主及び申立人が名前を挙げた同僚は、既に亡くな

っており、これらの者から、申立人のＡ社における勤務実態及び厚生年金保険

料控除等について確認することができない。 

さらに、事業主の親族は、「Ａ社は個人で経営していたため、厚生年金保険

には加入していなかった。従業員の給与は、厚生年金保険料等を控除せずに渡

していたと聞いている。」と陳述している。 

加えて、オンライン記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7892 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年７月 21日から同年８月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録

が無いとの回答を受けた。同社には、昭和 49年７月 21日から勤務していた

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から判断すると、申立人は申立期間においてＡ社で勤務していた

ことが推認できる。 

しかしながら、雇用保険の記録によると、申立人のＡ社における被保険者資

格の取得日は、昭和 49 年８月１日であることが確認でき、当該取得日は、厚

生年金保険の資格取得日と一致している。 

また、申立期間を含めた前後の期間にＡ社において被保険者記録の有る複数

の同僚についても、雇用保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取得日はいず

れも一致していることから、同社では、当時、雇用保険及び厚生年金保険の加

入手続は同時に行っていたものとみられる。 

さらに、Ａ社の申立期間当時の事業主は、既に亡くなっており、委託先であ

ったとする社会保険労務士の氏名は不明であるため、当時の事務手続について

確認できない上、同社は、申立期間当時の賃金台帳等の書類を保管していない

ことから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除等について確認するこ

とができない。 

加えて、Ａ社に係る事業所別健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立

期間当時の健康保険被保険者証の整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に遡及
そきゅう

訂正等の不自然な点も見当たらない。 



このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7893 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年５月 30日から 24年５月１日まで 

             ② 昭和 26年２月 10日から同年６月 20日まで 

             ③ 昭和 27年６月 27日から 34年８月１日まで 

    年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた期間の一部（申立期間①、

②及び③）が厚生年金保険の未加入期間とされている。 

しかし、私は、昭和 21 年 12 月１日にＦ県に所在したＡ社Ｂ工場（以下

「Ｂ工場」という。）にＣ業務従事者として入社し、Ｄ県に所在した同社出

張所（以下「Ｅ事務所」という。）への複数回の異動を経て、39年に同社Ｆ

本社に異動し、70 歳ごろまで同社に継続して勤務しており、途中で退職す

ることは無かったので、申立期間①、②及び③を厚生年金保険被保険者期

間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の昭和 36 年８月現在の従業員名簿に記載された申立人の入社日及び現

在の事業主の陳述から、申立人は、申立期間①、②及び③において同社に勤務

していたことが推認できる。 

しかしながら、申立期間①について、Ａ社の同僚の陳述から、申立人は、当

該申立期間において同社Ｅ事務所に在籍していたことが推認できるところ、同

事務所は、昭和 24 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、当

該期間には適用事業所とはなっていない。 

また、申立人と同様に、Ａ社Ｂ工場での厚生年金保険の被保険者資格を喪失

した後、同社Ｅ事務所が適用事業所となった昭和 24 年５月１日と同日に同事

務所での被保険者資格を取得している同僚は、「私がＡ社Ｂ工場から異動した

当時の同社Ｅ事務所は、厚生年金保険の適用事業所とはなっておらず、同事務



所に勤務する従業員は厚生年金保険に加入していなかったので、私が社会保険

事務所（当時）に適用事業所となるための手続に行ったことを記憶している。

当時の同事務所に勤務していた同僚は、私と同日の同年５月１日に被保険者資

格を取得しているはずである。」旨陳述している。 

申立期間②及び③について、当該申立期間にＡ社Ｂ工場又は同社Ｅ事務所で

の在籍が確認できる複数の同僚のうち、所在が確認できる 17 人に照会したも

のの、回答が得られた 14 人からは、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の

控除の状況等に関する陳述を得ることはできなかった。 

また、申立期間②について、Ａ社Ｅ事務所での複数の同僚は、同事務所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録から、申立人と同様

に同事務所での被保険者資格期間の欠落がみられるところ、これらの同僚から、

申立期間当時の厚生年金保険料の控除についての陳述を得られなかった。 

さらに、申立期間③について、申立人及び同僚の陳述から、申立人は、当該

申立期間においてＡ社Ｅ事務所から同社Ｂ工場に異動したことがうかがえる

が、オンライン記録並びに同社Ｅ事務所及び同社Ｂ工場に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿から、申立人と同様に同社Ｅ事務所での被保険者資格を喪

失後、昭和 34 年８月１日に同社Ｂ工場での被保険者資格を取得するまでの期

間が厚生年金保険の未加入期間となっている複数の同僚が確認できるところ、

これらの同僚から、当該未加入期間の厚生年金保険料の控除に関する証言等は

得られなかった。 

加えて、Ａ社は、「申立人の申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料の

控除を行ったかどうかは、当該申立期間当時の関係資料が焼失しているため、

不明である。」旨回答している。 

このほか、申立人が申立期間①、②及び③の厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7894 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年９月１日から 32年７月 30日まで 

    年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務した期間に係る脱退手当金が支給

済みとされている。 

しかし、私は、脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していないので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が

記載されているページを含む前後計 10 ページに記載されている女性のうち、

申立人と同一時期（おおむね２年以内）に受給資格を満たして資格を喪失した

12人（申立人を含む）について、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受

給者は７人であり、うち４人が資格喪失後約６か月以内に支給決定されている

上、当時は、通算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人について

も、その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性がうかがえる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の給付記録欄には、脱

退手当金を支給したことを示す「脱退」と記されているほか、支給金額、資格

期間等が記載されており、その内容はオンライン記録と一致していることが確

認できる上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、Ａ

社での申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約４か月後の昭和 32

年 11月 29日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7895 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月４日から 43年１月 26日まで 

年金事務所の記録では、私がＡ社に勤務していた期間に係る脱退手当金が

支給済みとされている。 

しかし、私は、脱退手当金を請求しておらず、受給していないので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求しておらず、受給していないと

している。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、

脱退手当金が支給されたことを示す「脱」の表示が確認できる上、申立期間に

係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、同社での申立人の厚生年金

保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和43年４月30日に支給決定さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに申立期間の脱

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7896 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年８月 26日から 55年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務し

た期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭

和 44年５月から 59年 11月まで継続して勤務したので、申立期間について、

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元事業主の陳述から、申立人が申立期間もＡ社で勤務していたことが認めら

れる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は、

昭和 46 年８月 26 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後、55 年５

月１日に再度、適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではない。 

また、元事業主は、「当社は既に廃業しており、申立期間当時の資料は残っ

ていないが、当時は、経営上の問題から、厚生年金保険の適用事業所ではなか

った時期であり、保険料も控除していない。従業員には、国民年金に加入する

よう説明し、納得してもらっており、自身も申立期間に国民年金保険料を納付

している。」と陳述しているところ、同人は、申立期間内の昭和 46年８月から

同年11月までの期間及び47年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料

を現年度納付していることがオンライン記録により確認できる。 

さらに、申立人も、申立期間内の昭和 46 年 12 月から 55 年４月まで、国民

年金保険料を納付していることがオンライン記録により確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7897 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年４月 20日から 27年３月 25日まで 

   厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和 25 年４月か

ら 27 年３月まで勤務したので、申立期間について、厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、申立人が記憶する同僚は、既に死亡しているため、同人から、申立

人の勤務実態を確認できないほか、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において申立期間に被保険者記録が有る元従業員のうち、所在が判明し聴

取することができた一人は、申立人を知らないと陳述しているため、元従業員

からも、申立人の同社における勤務実態を確認できない。 

また、当該元従業員は、「申立人が記憶する同僚は、昭和 23年ごろからＡ社

で勤務していた。」と陳述しているが、当該同僚は、申立期間後の昭和 28年７

月５日に同社で資格を取得していることが上記の被保険者名簿により確認で

きる。 

さらに、申立人及び当該元従業員は、申立期間当時におけるＡ社の従業員数

は約 15 人であったと陳述しているが、上記の被保険者名簿において確認でき

る当該期間の被保険者数は２人から６人の間で推移していることから、当時、

同社では、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけではなか

ったことがうかがえる。 

加えて、Ａ社は、平成９年に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、



元事業主も既に死亡しているため、同社等から、申立人の勤務実態及び保険料

控除の状況を確認できない。 

また、上記の被保険者名簿において、申立期間に健康保険整理番号の欠番は

無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7898 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年２月 27日から 46年４月まで 

     厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和 43 年２月か

ら 46 年４月まで勤務したので、申立期間について、厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録により、申立人が昭和 43年３月 17日から 46年４月 30日ま

でＡ社（現在は、Ｂ社）で勤務したことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、オンライン記録において、厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は無い。 

また、Ｂ社は、「当社は個人事業所であり、これまで厚生年金保険の適用事

業所になったことは無く、保険料を控除したこともない。従業員には、国民年

金に加入するよう指導していた。」旨陳述している。 

さらに、申立人が記憶する同僚４人は所在不明であり、これらの者から、申

立人の申立期間における保険料控除の状況を確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7899 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 55年６月から 58年 11月まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務した

申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和 55 年６月か

ら 58年 11月まで勤務したので、申立期間について、厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主及び複数の同僚の陳述から、時期は特定できないものの、申立人が

Ａ社で勤務したことが認められる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の資料を保管していないため、同社から、

申立人の申立期間における保険料控除等の状況を確認できない。 

また、複数の同僚は、｢申立期間当時、Ａ社の従業員数は、約 15 人であっ

た。｣と陳述しているが、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて確認できる当該期間の被保険者数は、８人から 10人の間で推移している

ことから、申立期間当時、同社では、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に

加入させてはいなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人は、前職のＢ社において厚生年金保険被保険者資格を喪失

した日と同日の昭和 55 年５月 25 日に国民年金に加入し、60 歳に到達するま

での国民年金保険料を現年度納付していることがオンライン記録により確認

できる。 

加えて、申立人は、前職のＢ社において厚生年金保険被保険者資格を喪失

した日の翌日の昭和 55年５月 26日から平成 20年４月１日まで、国民健康保

険に加入していることがＣ市の記録により確認できる。 

また、申立人は、前職のＢ社を離職後、申立期間内の昭和 55年７月２日か



ら同年９月 20日まで、雇用保険の基本手当（失業給付）を受給していること

が確認できる。 

さらに、上記の被保険者名簿において、申立期間に健康保険整理番号の欠

番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無

く、保険料控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7900 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年９月 20日から 43年 10月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所（当時）に照会したところ、Ａ

社で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同

社には、昭和 39 年４月から約５年間勤務したので、申立期間について、厚

生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 40

年 10月１日に資格を喪失している同僚は、「私は、昭和 40年 10月にＡ社を退

職しており、申立人は私よりも前に同社を退職した。」と陳述しているほか、

同年 11 月４日に同社で資格を取得している元従業員は、「私が入社した当時、

申立人はＡ社で勤務していなかった。」と陳述している。 

また、申立期間にＡ社において被保険者記録が有る元従業員のうち所在が判

明した上記の２人を除く８人に照会しても、申立人が同社を退職した時期を知

っているとする者はいないため、同僚等から、申立人の申立期間における勤務

実態を確認できない。 

さらに、当該８人の元従業員のうち１人は、「申立人は、上記の同僚と同時

期にＡ社を退職し、同社の下請業者となった。」と陳述しているところ、申立

期間当時、Ａ社で経理事務を担当していたとする元従業員は、「当時、Ａ社で

は、下請業者を厚生年金保険に加入させていなかった。」と陳述している。 

加えて、Ａ社が社名変更したＢ社に照会しても、回答が得られなかったため、

同社から、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確認で



きない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7901 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年９月から 23年４月まで 

    昭和19年９月から23年４月までＡ社で勤務した申立期間の年金記録を年

金事務所に照会したところ、当該期間の加入記録が無いとの回答を受けたの

で、当該期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の陳述内容及び申立人が記憶する複数の同僚が申立期間にＡ社にお

いて被保険者としての記録が確認できることから、時期は特定できないものの、

申立人が同社で勤務したことが推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 49 年９月に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、同社の元事業主も既に死亡しているため、同社等から、申立人の同社

における勤務実態及び保険料控除の状況を確認できない。 

また、申立人が自身と同年齢であり、同じＢ業務従事者として勤務していた

とする同僚は、申立期間後の昭和 24 年２月８日に同社で資格を取得している

ことが同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により確認できる。 

さらに、申立人は、「申立期間当時、前述の同僚のほかにも、自身と同じ年

ごろの者二人が同じＢ業務従事者として勤務していた。」と陳述しているが、

前述の被保険者名簿において、申立期間に 17 歳以下で資格を取得している者

は見当たらない。 

これらのことから、申立期間当時、Ａ社では、17 歳以下の従業員について

は、採用後、一定期間経過してから厚生年金保険に加入させていたことがうか

がえる。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 7902 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 45年８月 11日から 46年３月まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社で勤務した

期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社には、昭和

46 年３月まで勤務したので、申立期間について、厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、申立人が記憶する同僚４人のうち、申立人を記憶しているとする１

人は、「申立人がＡ社で勤務した時期及び期間は覚えていない。」と陳述してい

るほか、別の１人は申立人を記憶しておらず、その他の２人は、同社において

被保険者としての記録が無く所在不明であるため、同僚から、申立人の申立期

間における勤務実態を確認できない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に

被保険者記録が有る元従業員のうち所在が判明し聴取することができた 10 人

は、いずれも申立人を知らないと陳述しているため、元従業員からも、申立人

の申立期間における勤務実態を確認できない。 

さらに、Ａ社の事業を継承するＢ社は、申立期間当時の資料を保管しておら

ず、同社から、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況を確

認できない。 

加えて、上記の被保険者名簿における申立人記載欄を見ると、昭和 45 年８

月 11 日の資格の喪失に併せて申立人の健康保険被保険者証が返納されたこと

を示す「証返」の印が押されており、同名簿の記録に不自然な点も見られない。 



このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料は無く、

控除をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 
 

 

 

 

 


